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平成２２年第３回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期９月７日（火）～９月２２日（水）    （会期１６日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

 ９月 ７日 火 本会議（開会） ・理事者提案説明 

 ９月 ８日 水 本 会 議 
・一般質問 ・質疑 

・即決議案採決及び委員会付託 

 ９月 ９日 木 常任委員会  

 ９月１０日 金 常任委員会  

 ９月１１日 土 休   会  

 ９月１２日 日 休   会  

 ９月１３日 月 常任委員会  

 ９月１４日 火 常任委員会  

 ９月１５日 水 常任委員会  

 ９月１６日 木 休   会  

 ９月１７日 金 休   会  

 ９月１８日 土 休   会  

 ９月１９日 日 休   会  

 ９月２０日 月 休   会  

 ９月２１日 火 休   会  

 ９月２２日 水 本会議（閉会） 
・委員長報告 

・質疑・討論・採決 
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平成２２年９月１０日 

 

西予市議会議長 

  岡 山 清 秋 様 

 

総務常任委員会      

委員長  菊 地 ミスギ 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第１０２条の規定

により報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第８５号 西予市社会体育施設条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第９１号 
平成２２年度西予市一般会計補正予算（第２号） 

（歳入・歳出予算に関する総務常任委員会所管分） 
原案可決 

議案第９２号 
平成２２年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補正予算（第

１号） 
原案可決 

認定第 １号 
平成２１年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定について 

（歳入・歳出決算に関する総務常任委員会所管分） 
認  定 

認定第 ４号 
平成２１年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計歳入歳出決算

の認定について 
認  定 
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平成２２年９月１０日 

 

西予市議会議長 

  岡 山 清 秋 様 

 

厚生常任委員会      

委員長  藤 井 朝 廣 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第１０２条の規定

により報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第８６号 
西予市母子父子家庭等福祉手当支給条例の一部を改正する条例

制定について 
原案可決 

議案第８８号 
西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一部

を改正する条例制定について 
原案可決 

議案第９１号 
平成２２年度西予市一般会計補正予算（第２号） 

（歳入・歳出予算に関する厚生常任委員会所管分） 
原案可決 

議案第９３号 平成２２年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第９４号 平成２２年度西予市老人保健特別会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第９５号 
平成２２年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 
原案可決 

議案第９６号 平成２２年度西予市介護保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第９９号 平成２２年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第１００号 平成２２年度西予市上水道事業会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第１０１号 平成２２年度西予市病院事業会計補正予算（第２号） 原案可決 

認定第 １号 
平成２１年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定について 

（歳入・歳出決算に関する厚生常任委員会所管分） 
認  定 

認定第 ２号 
平成２１年度西予市授産場特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 
認  定 

認定第 ３号 
平成２１年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
認  定 

認定第 ５号 
平成２１年度西予市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 
認  定 

認定第 ６号 
平成２１年度西予市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 
認  定 

認定第 ７号 
平成２１年度西予市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 
認  定 

認定第 ８号 
平成２１年度西予市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 
認  定 
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議案番号 件           名 審査結果 

認定第１１号 
平成２１年度西予市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 
認  定 

認定第１２号 平成２１年度西予市上水道事業会計決算の認定について 認  定 

認定第１３号 平成２１年度西予市病院事業会計決算の認定について 認  定 

認定第１４号 
平成２１年度西予市野村介護老人保健施設事業会計決算の認定

について 
認  定 
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平成２２年９月１０日 

 

西予市議会議長 

  岡 山 清 秋 様 

 

産業建設常任委員会    

委員長  兵 頭   学 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第１０２条の規定

により報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第８７号 西予市林業センター条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第８９号 市道路線の廃止について 原案可決 

議案第９０号 市道路線の認定について 原案可決 

議案第９１号 
平成２２年度西予市一般会計補正予算（第２号） 

（歳入・歳出予算に関する産業建設常任委員会所管分） 
原案可決 

議案第９７号 
平成２２年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号） 
原案可決 

議案第９８号 
平成２２年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号） 
原案可決 

認定第 １号 
平成２１年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定について 

（歳入・歳出予算に関する産業建設常任委員会所管分） 
認  定 

認定第 ９号 
平成２１年度西予市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 
認  定 

認定第１０号 
平成２１年度西予市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 
認  定 
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平成２２年９月１４日 

 

西予市議会議長 

  岡 山 清 秋 様 

 

し尿処理場問題等特別委員会 

委員長  兵 頭   勇 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第１０２条の規定

により報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第９１号 

平成２２年度西予市一般会計補正予算（第２号） 

（歳入・歳出予算に関するし尿処理場問題等特別委員会所管

分） 

原案可決 
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平成２２年９月１３日 

西予市議会議長 

  岡 山 清 秋 様 

 

総務常任委員会      

委員長  菊 地 ミスギ 

 

請 願 等 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第１３５条の規定

により報告致します。 

 

事件番号 件           名 審査結果 

陳情第１６号 
防災行政無線の早期更新と防犯灯に関する補助金についての陳

情 
採  択 

 

 



 

－1－ 

           平成２２年第３回西予市議会定例会会議録（第１号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２２年９月７日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     会 平成２２年９月７日 

          午前１０時００分 

１．散     会 平成２２年９月７日 

          午後 ３時２０分 

１．出 席 議 員        

    １番  兵 頭   竜 

    ２番  二 宮 一 朗 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

    ６番  小 野 正 昭 

    ７番  松 山   清 

    ８番  宇都宮 明 宏 

    ９番  松 島 義 幸 

   １０番  元 親 孝 志 

   １１番  嶋 川 武 文 

   １２番  沖 野 健 三 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

   １５番  浅 野 忠 昭 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 昭 義 

   ２０番  梅 川 光 俊 

   ２１番  菊 地 ミスギ 

   ２２番  大 竹 忠 盛 

   ２３番  二 宮   元 

   ２４番  坂 本 隆 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．会議録署名議員 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  別 宮   靜 

   教  育  長  森   英 二 

   公営企業部長  九 鬼 則 夫 

   会 計 管 理 者  上 甲 悦 子 

    

総務企画部長  宇都宮 又 重 

   産業建設部長  藤 中   彰 

   生活福祉部長  上 甲 憲 章 

   教 育 部 長  兵 頭 三 樹 

   明浜総合支所長  上 田 甚 正 

   野村総合支所長  河 野 数 義 

   城川総合支所長  山 崎 秀 敏 

   三瓶総合支所長  三 好 幸 二 

   消防本部消防長  中 野 竹 夫 

   総 務 課 長  河 野 敏 雅 

   財 政 課 長  宗   正 弘 

   企画調整課長  宇都宮 松 夫 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  岩 本 明 定 

   議  事  係  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

 

      議  事  日  程 

  

１ 会議録署名議員の指名 

  （１７番 酒井宇之吉、１８番 兵頭 勇） 

 ２ 会期の決定 

  （９月７日～９月２２日 １６日間） 

 ３ 議会報告第３号 各常任委員会の視察研修 

           報告について 

 ４ 議会報告第４号 議会運営委員会の視察研 

           修報告について 

 ５ 議案第 ８３号 西予市木質ペレット製造 

           設備設置事業設計・施工 

           一括型工事請負契約につ 

           いて 

 ６ 議案第 ８４号 財産の無償譲渡について 

           （西予市城川無菌培養施 

           設） 

 ７ 議案第 ８５号 西予市社会体育施設条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ８６号 西予市母子父子家庭等福 

           祉手当支給条例の一部を 

           改正する条例制定について 



－2－ 

   議案第 ８７号 西予市林業センター条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ８８号 西予市簡易水道及び愛媛 

           県条例水道の設置に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

 ８ 議案第 ８９号 市道路線の廃止について 

   議案第 ９０号 市道路線の認定について 

 ９ 議案第 ９１号 平成２２年度西予市一般 

           会計補正予算（第２号） 

１０ 議案第 ９２号 平成２２年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第１号） 

   議案第 ９３号 平成２２年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第 ９４号 平成２２年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第１号） 

   議案第 ９５号 平成２２年度西予市後期 

           高齢者医療特別会計補正 

           予算（第２号） 

   議案第 ９６号 平成２２年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第２号） 

   議案第 ９７号 平成２２年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第２号） 

   議案第 ９８号 平成２２年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第２号） 

   議案第 ９９号 平成２２年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第１００号 平成２２年度西予市上水 

           道事業会計補正予算（第 

           ２号） 

   議案第１０１号 平成２２年度西予市病院 

           事業会計補正予算（第２ 

           号） 

１１ 認定第  １号 平成２１年度西予市一般 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

 

１２ 認定第  ２号 平成２１年度西予市授産 

           場特別会計歳入歳出決算 

           の認定について 

   認定第  ３号 平成２１年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

   認定第  ４号 平成２１年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           歳入歳出決算の認定につ 

           いて 

   認定第  ５号 平成２１年度西予市国民 

           健康保険特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成２１年度西予市老人 

           保健特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ７号 平成２１年度西予市後期 

           高齢者医療特別会計歳入 

           歳出決算の認定について 

   認定第  ８号 平成２１年度西予市介護 

           保険特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ９号 平成２１年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計歳 

           入歳出決算の認定につい 

           て 

   認定第 １０号 平成２１年度西予市公共 

           下水道事業特別会計歳入 

           歳出決算の認定について 

   認定第 １１号 平成２１年度西予市簡易 

           水道事業特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第 １２号 平成２１年度西予市上水 

           道事業会計決算の認定に 

           ついて 

   認定第 １３号 平成２１年度西予市病院 

           事業会計決算の認定につ 

           いて 

   認定第 １４号 平成２１年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計決算の認定について 

１３ 報告第  ５号 平成２１年度西予市一般 

           会計継続費精算報告につ 

           いて 
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   報告第  ６号 平成２１年度健全化判断 

           比率の報告について 

   報告第  ７号 平成２１年度資金不足比 

           率の報告について 

   報告第  ８号 財団法人宇和町住宅協会 

           の経営状況について 

   報告第  ９号 西予市土地開発公社の経 

           営状況について 

   報告第 １０号 株式会社野村町地域振興 

           センターの経営状況につ 

           いて 

   報告第 １１号 株式会社エフシーの経営 

           状況について 

   報告第 １２号 株式会社城川開発公社の 

           経営状況について 

   報告第 １３号 株式会社どんぶり館の経 

           営状況について 

   報告第 １４号 あけはまシーサイドサン 

           パーク株式会社の経営状 

           況について 

   報告第 １５号 株式会社グリーンヒルの 

           経営状況について 

   報告第 １６号 財団法人宇和文化会館の 

           経営状況について 

   報告第 １７号 西予ＣＡＴＶ（株）の経 

           営状況について 

 

本日の会議に付した事件 

  

１ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 議会報告第３号 各常任委員会の視察研修 

           報告について 

 ４ 議会報告第４号 議会運営委員会の視察研 

           修報告について 

 ５ 議案第 ８３号 西予市木質ペレット製造 

           設備設置事業設計・施工 

           一括型工事請負契約につ 

           いて 

 ６ 議案第 ８４号 財産の無償譲渡について 

           （西予市城川無菌培養施 

           設） 

 ７ 議案第 ８５号 西予市社会体育施設条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ８６号 西予市母子父子家庭等福 

           祉手当支給条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ８７号 西予市林業センター条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ８８号 西予市簡易水道及び愛媛 

           県条例水道の設置に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

 ８ 議案第 ８９号 市道路線の廃止について 

   議案第 ９０号 市道路線の認定について 

 ９ 議案第 ９１号 平成２２年度西予市一般 

           会計補正予算（第２号） 

１０ 議案第 ９２号 平成２２年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第１号） 

   議案第 ９３号 平成２２年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第 ９４号 平成２２年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第１号） 

   議案第 ９５号 平成２２年度西予市後期 

           高齢者医療特別会計補正 

           予算（第２号） 

   議案第 ９６号 平成２２年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第２号） 

   議案第 ９７号 平成２２年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第２号） 

   議案第 ９８号 平成２２年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第２号） 

   議案第 ９９号 平成２２年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第１００号 平成２２年度西予市上水 

           道事業会計補正予算（第 

           ２号） 

   議案第１０１号 平成２２年度西予市病院 

           事業会計補正予算（第２ 

           号） 
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１１ 認定第  １号 平成２１年度西予市一般 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

１２ 認定第  ２号 平成２１年度西予市授産 

           場特別会計歳入歳出決算 

           の認定について 

   認定第  ３号 平成２１年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

   認定第  ４号 平成２１年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           歳入歳出決算の認定につ 

           いて 

   認定第  ５号 平成２１年度西予市国民 

           健康保険特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成２１年度西予市老人 

           保健特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ７号 平成２１年度西予市後期 

           高齢者医療特別会計歳入 

           歳出決算の認定について 

   認定第  ８号 平成２１年度西予市介護 

           保険特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ９号 平成２１年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計歳 

           入歳出決算の認定につい 

           て 

   認定第 １０号 平成２１年度西予市公共 

           下水道事業特別会計歳入 

           歳出決算の認定について 

   認定第 １１号 平成２１年度西予市簡易 

           水道事業特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第 １２号 平成２１年度西予市上水 

           道事業会計決算の認定に 

           ついて 

   認定第 １３号 平成２１年度西予市病院 

           事業会計決算の認定につ 

           いて 

   認定第 １４号 平成２１年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計決算の認定について 

１３ 報告第  ５号 平成２１年度西予市一般 

           会計継続費精算報告につ 

           いて 

   報告第  ６号 平成２１年度健全化判断 

           比率の報告について 

   報告第  ７号 平成２１年度資金不足比 

           率の報告について 

   報告第  ８号 財団法人宇和町住宅協会 

           の経営状況について 

   報告第  ９号 西予市土地開発公社の経 

           営状況について 

   報告第 １０号 株式会社野村町地域振興 

           センターの経営状況につ 

           いて 

   報告第 １１号 株式会社エフシーの経営 

           状況について 

   報告第 １２号 株式会社城川開発公社の 

           経営状況について 

   報告第 １３号 株式会社どんぶり館の経 

           営状況について 

   報告第 １４号 あけはまシーサイドサン 

           パーク株式会社の経営状 

           況について 

   報告第 １５号 株式会社グリーンヒルの 

           経営状況について 

   報告第 １６号 財団法人宇和文化会館の 

           経営状況について 

   報告第 １７号 西予ＣＡＴＶ（株）の経 

           営状況について 
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  開会 午前１０時００分 

○議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２４名であります。これ

より平成２２年第３回西予市議会定例会を開会い

たします。 

 三好市長より議会招集のあいさつがあります。 

 三好市長。 

 

○三好市長 皆さんどうもおはようございます。 

 平成２２年第３回西予市議会定例会の開会に当

たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 朝夕はようやく秋らしさを感じる季節となりま

したが、ことしの夏は記録的な猛暑、酷暑の連続

でございました。新聞、テレビでは、暑さにうん

ざりした日本各地の表情が連日のように登場し、

完売好調な季節商品がある一方、秋の代名詞でも

あるサンマが不漁となるなど、庶民生活への思わ

ぬ影響が報じられておりました。 

 しかし、記録的な猛暑の影響はそれだけにとど

まらず、大勢の高齢者の方々が熱中症によってお

亡くなりになる事例が相次ぎ、人的被害をとらえ

れば、台風などの自然災害を大きく上回るものが

あり、単に温暖化だけでは済まされない気候変動

の危うさを感じざるを得ません。 

 本市では、８月には観測史上の最高気温記録が

２度も塗りかえられるという厳しい暑さでござい

ました。救急出動では、７月２１日から８月末ま

での間に、熱中症と見られる症状で１９名が搬送

されましたが、幸い最悪の事態となった方がいな

かったことは何よりでございました。 

 ところで、ご案内のとおり、私の市長２期目の

任期もはや半ばとなりました。任期後半のまちづ

くりには、市民の皆様の生のご意見やご提言を今

まで以上にできる限り生かしてまいりたいと強い

思いでいます。２月１７日の明浜町狩江地区を皮

切りに７月１５日の城川町魚成地区まで、市内２

４会場で市政懇談の場を持たせていただいたとこ

ろでございます。特に今回は、地域の各分野で中

心的な役割を担っておられた方々に声をかけまし

て、「地域リーダー市長と語る会」と銘打っての

開催でございました。このような濃密な懇談の場

にするために、あらかじめ参加人数を限定しての

開催でございましたが、おかげさまで６５２名も

の地域リーダーの皆様にご参加いただきまして、

多種多様な地域課題や行政に対する要望や要請等

につきまして直接お話を伺うことができました。

個別事業の要望は別といたしまして、意見、提言

のテーマにも地域性を感じながらの２４日間でご

ざいましたが、大変有意義な懇談会になったと自

負をいたしております。 

 地域農林水産業の現状、小学校の再編問題、地

域防災のあり方、道路、公共交通の整備、地域力

の衰退等々、出席者の皆さんがお話しになった一

つ一つの問題が、西予市全体の課題と重複する部

分も多数ありますので、組織を挙げて計画的かつ

継続的な取り組みが必要であることを改めて実感

いたしましたが、まずはできるものから順次取り

組んでまいりたいと考えております。今後、既存

事務事業の強化・再編や新規の事業化等、各分野

に適切な対応が必要になろうかと思いますので、

議員各位におかれましても、何とぞお力添えを賜

りますようお願い申し上げます。 

 さて、本定例会でございますが、一般質問に対

する答弁とともに補正予算案を中心に議案を１９

件及び歳出歳入決算などの１４の認定案件並びに

出資法人等の平成２１年度経営状況報告１３件、

計４６件を上程しご審議をお願い申し上げるもの

でございます。議案等の提案理由につきまして

は、上程の際に説明いたしますので、何とぞ慎重

にご審議をいただき、ご承認、ご決定を賜ります

ようお願い申し上げまして、簡単ではございます

けども、招集のごあいさつとさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

は、お手元に配付のとおりでありますので、お目

通しを願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付しておるとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に１７番酒井宇之吉君、

１８番兵頭勇君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日から９月２２日までの１６
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日間としたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、今回の

会期は、本日から９月２２日までの１６日間と決

定いたしました。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議会報告第３号「各常

任委員会の視察研修報告について」を議題といた

します。 

 第２回定例会の議決に基づき実施いたしました

各常任委員会の施設研修結果について、各委員長

の報告を求めます。 

 まず、総務常任委員長菊地ミスギ君。 

 菊地君。 

 

○菊地ミスギ総務常任委員長 総務常任委員会行

政視察研修報告。 

 総務常任委員会では、７月１３日から１５日ま

で行政視察を行いました。 

 まず、初日は、岩手県遠野市に参りました。 

 その目的は、西予市は昨年１２月に宇和町卯之

町中町通りの町並みが国の重要伝統的建造物群の

選定を受けましたが、それを今後どのように生か

せるまちづくりができるのか、その手法を学ぶた

め、「永遠の日本のふるさと遠野」を最終目標に

まちづくりに取り組まれている先進地の研修をい

たしました。 

 遠野市は、人口３万３８８人、面積８２５．６

２平方キロメートル、高齢化率３３．６％で、岩

手県の中央に位置し、現在の中心市街地は、藩政

時代から続く遠野の中心地域であり、城下町であ

ると同時に、沿岸と内陸を結ぶ交通の要衝、宿場

町として栄えてきた町で、今もなお多くの商業都

市機能が集積し、旧城下町を忍ばせる貴重な建物

や文化が多く残されております。 

 今回の視察地選考のきっかけとなった「遠野物

語」とは、明治４３年当時、農商務省の役人であ

った柳田國男に遠野出身の佐々木喜善がふるさと

の伝承を話したことから誕生したもので、昔から

伝わる不思議な話が１１９話まとめられておりま

す。ことし発刊１００周年に当たり、補助事業を

活用して幾つかの記念事業、それに伴う情報発

信、博物館のリニューアルや漫画家水木しげるの

キャラクターの活用などを展開しながら観光客増

加の数値目標を設定しておられます。 

 また、これらの事業は、平成１８年度にプロジ

ェクト推進室を設置し、企画され、平成２１年度

から２４年度までの事業を予定していることか

ら、遠野市のこの事業への意気込みを感じられ、

それと同時に、当市にもその必要性が感じられま

した。 

 研修２日目は、宮城県気仙沼市役所に参りまし

た。 

 気仙沼市は、宮城県の北東端に位置し、人口７

万４，７５０人、面積３３３．３７平方キロメー

トル、高齢化率３４．３％の水産業の盛んな市で

す。気仙沼市では、年々高齢化が進み、バスに関

する利用評価が低く、改善策が必要となり、平成

１９年に地域公共交通会議を設置し、その後、昨

年３月より地域公共交通総合連携計画を作成さ

れ、公共交通の事業展開に力を注いでいる状況に

あります。 

 事業内容は、市街地循環バスとそれに接続する

生活路線バス及び他の交通機関との乗り継ぎを円

滑にするネットワークシステムの構築を目標の一

つに掲げたものでした。 

 市街地循環バスにつきましては、中心市街地と

市立病院、近郊の商業施設などを結び、高齢者の

移動支援や市立病院からの２次目的での移動ニー

ズへの対応、各方面への乗り継ぎ利便性の向上を

図る目的があり、バスの運行はバス会社に委託

し、運賃は初乗り１３０円、上限２００円で、１

日乗車券は５００円に設定されており、実証運行

を今年度行う予定とされておりました。 

 また、ゾーンディマンド型乗り合いタクシーの

導入を計画されておられました。その内容は、生

活路線バスの運行本数が少なく、集落も分散して

いるバス路線沿線を対象にゾーン設定を行い、ゾ

ーン内での少需要に対応できるよう運行経路は設

定せず、需要に応じて各戸を回る形態とし、運行

時間帯を設定するもので、平成２３年度から実証

運行の開始を目指しているとの説明でした。この

ことは、西予市においても同じような状況で、平

成２３年度には交通係を新設する計画もあり、交

通弱者の足を確保するため、西予市版公共交通の

仕組みづくりが急務となっております。 

 研修３日目は、宮城県東松島市立図書館を研修

しました。 

 東松島市は、宮城県の中央東に位置し、人口４
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万３，２９５人、１０１．８６平方キロメートル

の町です。東松島市教育委員会では、子供読書活

動を推進するため、図書館司書、読み聞かせボラ

ンティアや学校教諭、保健師で委員会を構成し、

図書館行事に合わせて講座や講演会などを開催

し、地域ぐるみで読書の大切さを啓発しており、

またこのような事業展開の結果として、子供の読

書活動優秀実践図書館として、文部科学大臣賞も

受賞しておられました。西予市においてもボラン

ティアによる読み聞かせを各小学校で実施いただ

いておりますが、読書離れの現在、図書館の有効

利用を推進し、どうすれば読書時間をふやせるか

目標設定を立て、子供のころから思考を豊かにす

る読書の習慣化を目指すことが必要であると感じ

ました。 

 以上、総務常任委員会の視察研修報告といたし

ます。 

 平成２２年９月７日、総務常任委員会委員長菊

地ミスギ。 

 

○議長 次に、厚生常任委員長藤井朝廣君。 

 藤井君。 

 

○藤井朝廣厚生常任委員長 厚生常任委員会の視

察研修の報告を申し上げます。 

 当厚生委員会では、７月１３日から１５日まで

の３日間の日程で、岐阜県の美濃加茂市の蜂屋川

クリーンセンターと郡上市の郡上市民病院、また

三重県の桑名市の桑名広域環境管理センターで研

修を行いましたので、その概要を申し上げたいと

思います。 

 今回の研修目的は、現在西予市におきまして喫

緊の課題であります、議会でも特別委員会を設置

し議論されています老朽化の著しい東部・西部衛

生センターの建てかえに関する今後の汚泥処理方

式や環境問題及び市立病院建設に係る地域医療の

あり方について研修をしてまいりました。 

 まず、蜂屋川クリーンセンターと桑名広域環境

管理センターについての報告を申し上げます。 

 従来、美濃加茂市の蜂屋川クリーンセンターで

は、蜂屋川地域の公共下水の汚水をオキシデーシ

ョンディッチ方式で処理をしておりまして、処理

水は近くに流れる蜂屋川に放流、汚泥は全量場外

搬出し、近隣のクリーンセンターで焼却、肥料化

をしておりました。 

 しかし、近年水洗化人口の増加によりまして、

汚泥処理量が増加、そうしますと、汚泥量が増加

することが確実となり、従来のクリーンセンター

では処理量に限界があるため、新たな処理先の確

保が必要となったようであります。そこで、民間

会社、美濃加茂市の美濃加茂衛生という会社であ

りますが、平成１５年度から汚泥を燃料とする熱

分解給湯装置の開発を始めまして、それを受けて

平成２０年に美濃加茂市は開発中の技術が小規模

処理場に対応するものであること、処理場内での

処理が可能なことなどから、市の処理場への対応

や経済性などを考慮し、この中で技術の導入の可

能性を検討し、両者が協定を取り交わして今年度

から本格的に研究を進めているようであります。 

 この新技術は、これまで場外搬出しておりまし

た汚泥を乾燥・ペレット化させて固形燃料、汚泥

のペレットでありますが、製造し、それをボイラ

ーで燃焼させ、その発生した蒸気を乾燥機の熱源

として利用するシステムで、これにより場外搬出

にかかっていたコストの削減や化石燃料の使用や

ＣＯ２の排出量も軽減ができておりました。２１

世紀型の循環型社会にマッチした一つの形となっ

ていると思っております。 

 また、汚泥ペレットを燃焼させる際には、２割

程度の助燃剤といたしまして木質ペレットを使用

しておりました。木質ペレットを製造する西予市

にとりましては、今後汚泥処理を検討していく上

で、ペレット化の可能性も視野に入れながら検討

していくことが必要だと感じております。 

 またさらに、この技術を確立した中で特筆すべ

きは、地元の民間業者が研究し、技術を確立した

ことにあると思います。今後の西予市のし尿処理

場建設に際し、現場の意見の吸い上げ、反映が新

しい西予市版の環境システムを構築すると痛切に

感じました。 

 桑名広域環境管理センターは、２市２町の汚泥

処理を浄化槽汚泥対応型膜分離高負荷生物脱窒素

処理方式プラス高度処理方式で行っております。 

 この方式を採用した理由は、浄化槽汚泥の混入

比率が高く、施設稼働後も増加傾向が予想された

こと、標準脱窒素、高負荷脱窒素処理方式に比べ

まして必要水量が少なく、放流先の川への影響が

少ないこと、他方式に比べまして水槽容量がコン

パクトになりますので、建築面積が縮小化できる

ことによりましてコストが安価で済むこと等で、
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さらには、分離に使用する膜の取りかえをみずか

らの手で行うなどランニングコスト削減にも徹底

をしておりました。 

 また、汚泥は堆肥化し、地域の住民に無料配

布、上限で１人当たり５袋が上限だと聞いており

ますが、それが好評であることは言うまでもあり

ません。 

 ２つの施設を視察し、共通することは、施設が

公園等を取り入れイメージアップを図るほか、地

域住民に開放して理解を得ていました。やはり前

述したように現場の意見、地域の意見などを吸い

上げ、みんなで施設整備を進めていくことが、西

予市の今後の循環型社会への対応につながってい

くことを再確認をさせられました。 

 次に、郡上市民病院について報告をいたしま

す。 

 平成１８年５月に完成いたしました郡上市民病

院は、約１，０００平方キロから成ります郡上市

の自治体病院として地域医療の中枢を担っていま

した。当病院は、約５０億円を投じ建設をされた

わけでありますが、建設に関しては、院長、事務

局長、元の事務局長などの現場の意見が大きく反

映されておりました。開設時に一新しました機器

は、購入に際し、内部留保資金で対応し、入札制

度を撤廃しまして、メーカーや代理店に価格競争

での交渉を行い、経費軽減を図っておりました。 

 また、最近では大部屋にトイレを設置する例も

多くあるようでありますが、ここではあえて設置

をせず、効果的な設置によりトイレ数を減らすこ

とで、清掃に課するコスト削減をやっておりまし

た。 

 さらに、ベランダをつくることによりまして、

非常時の避難路とするとともに、ガラスふきの業

者への委託も必要とせず、またエレベーター数を

必要最小限にとどめることで、将来的な維持管理

費の削減に努めるなど、徹底したコスト削減を行

っていることから、どこに視点を置くかが重要で

あると感じました。 

 医師確保に関しましては、岐阜大学と連携し、

院長以外の非常勤を含めた３０名の医師は、岐阜

市から通勤している状況でありまして、来てくれ

なくても通勤してくれればいいという院長の判断

によるものが大きく感じられました。 

 また、自治体病院なので、緩和ケアなどの不採

算医療にもしっかりと取り組む、医療地域の原点

となるものがかいま見えました。 

 研修を終えまして、今後の西予市の病院建設に

際して、今の投資が先の地域医療やコスト面でど

うなっていくかを議論して進めていかないといけ

ないという感じがしております。 

 また、病院もし尿処理場もそうですが、建設に

関してだれがリーダーシップをとり、周りでどう

バックアップできるかが将来の西予市の発展につ

ながっていくと思います。常任委員会、特別委員

会、そして議会全体が行政や市民と共通認識を持

ち、しっかりとした未来予想図を描いていかねば

ならないということを申し添えまして、報告とさ

せていただきます。 

 平成２２年９月７日、厚生常任委員長藤井朝

廣。 

 

○議長 次に、産業建設常任委員長兵頭学君。 

 兵頭君。 

 

○兵頭学産業建設常任委員長 それでは、産業建

設常任委員会視察研修報告を申し上げます。 

 当委員会では、７月１４日から１６日にかけ

て、農業の就農支援と地域おこしのあり方につい

て、和歌山県と三重県で調査研修を行いました。 

 初めに、和歌山県御坊市の和歌山県農業大学校

就農支援センターでの活動内容は、県内で新しく

農業を始めたい方に就農に関する相談や各種研

修、就農定着に向けた支援を行うとともに、既に

農業を営んでいる方々にも農業の支援研修や各種

情報の発信を行われています。 

 センターでは、就農希望者に就農相談を行い、

本格的農業希望者には、技術研修を受けた後、農

家で実践研修を受け、５カ年の就農計画を立て、

認定されれば、国からは就農支援資金、新規就農

者補助事業等、県からは就農特待制度、無利子で

１００万円を上限とした就農安定資金貸し付け、

農地借地料２年間無料貸し付けなどさまざまな支

援を受けられるようになっています。 

 なお、新規就農者は、平成１６年度から毎年１

２０から１５０名程度でしたが、平成２１年度は

１９３名と約３割増加しており、これは農林水産

省の発表した２００９年度新規就農者が前年度よ

り１１．４％多い６万６，８２０人と一致してい

ます。原因としては、リストラや定年退職をした

人が実家を継ぐケースがふえたこと、また雇用情
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勢の悪化も考えられますが、減少傾向に歯どめが

かかるかは不透明と言えます。 

 さて、新規就農者の問題点として、１つ、やる

気があって地域に入り込んでも人間関係などで継

続が難しい場合がある。１つ、就労先は自分で見

つけるのが基本で、ＵターンよりもＩターンの場

合のほうが条件的に厳しくなる。１つ、収益性の

高いハウス、果樹の成木の提供が少ないため、露

地物の野菜から始める方が多く、天候にも左右さ

れるため、労働力２人で農業所得３２０万円程度

となっている。１つ、販売ルートも独自のルート

か直販所の利用、ＪＡを通しての販売をしてい

る、このような問題は、西予市でも当てはまるこ

とばかりですが、地理的条件、就労条件は、和歌

山県と比べて不利なことが多く、これまで以上に

就労希望者の支援制度をさらに強化する必要があ

ると思いました。 

 次に、三重県大台町、道の駅奥伊勢おおだいの

調査研修を行いました。 

 この施設は、紀勢自動車道、無料化になってお

りますが、大宮大台インターから５分程度と近

く、また隣接して大台町役場、スーパー、衣料品

店、パチンコ店、薬局、キャッシュコーナー等が

建ち並び、地域の中心街となっています。このこ

とにより競合する部分がありますが、逆にお互い

が切磋琢磨して、それ以上の集客力を呼び込んで

います。 

 また、ここには食堂もありますが、仕切りがな

く入りやすく、食材も地産地消のメニューが多

く、特にシカ肉を使ったご当地バーガー、特産の

お茶を入れたパンなど、お客を呼び込むためいろ

いろな工夫がなされていました。 

 奥伊勢おおだいも高速の無料化で来場者がふえ

ていますが、今後高速道路が尾鷲市まで開通すれ

ば、通過点になるおそれがあり、お客のつなぎと

めの対策として大台町と隣町の大紀町が共同出資

して、高速道路に奥伊勢パーキングエリアをオー

プンして、両町の情報発信基地として高速道路利

用者にＰＲして呼び込みを図られていました。 

 西予市においても、６月２８日の高速無料化実

験により、どんぶり館では売り上げが約１割程度

アップしていますが、２３年度中には宇和島まで

の高速が開通することから、対策として売り場の

改修を行い、さらに集客力を上げようとされてい

ます。 

 また、西予市も県に対して西予宇和サービスエ

リアの建設とスマートインターチェンジの設置を

要望されており、地場産品を広く市外の方へ販売

やアピールできる施設であるので、さらに強く要

望する必要があると思いました。 

 次に、三重県伊勢市の伊勢市まちづくり市民会

議について施設研修を行いました。 

 平成１９年２月に市民が一体となってみずから

の町を考え、その意思を政策に反映させることを

基本理念に、伊勢市まちづくり市民会議が発足し

ました。７つある分科会の中の産業分科会で、伊

勢ブランド認定制度についての質問に、神宮・鎮

座のまちという豊富な資源を活用し、この資源に

付加価値をつけて伊勢の地・技術でつくられたこ

とで世界に認められるブランド力を創出する作業

を進めているが、高い目標のため、現在認定には

至っていないとの説明でした。 

 また、観光地ではあるが、地元商店街では空き

店舗が多くなり、対策として、平成１４年から空

き店舗対策活性化事業を行い、新たに５９店舗の

参入があり、現在２９店舗が継続営業をしてお

り、約半数の継続率の高さに驚きました。 

 また、参入者のために常時空き店舗を３つ確保

しているが、土地と建物所有者が違う、建物の老

朽化、所有者と借り手の関係で確保が難しくなっ

ているとの説明でした。ほかにも商店街自身が新

たな事業を計画しており、宿泊観光客をホテルか

ら直接バスで商店街に引き入れたり、商店街の中

に軽トラックを搬入し、軽トラ市を開催し、地元

から好評を得るなどユニークな事業も展開されて

いました。このように各地域でも地域の特産を使

ったいろいろなアイデアを加味して、特色のある

産地ブランドを目指しており、西予市でも甘とろ

豚、三瓶のハーブ媛ひらめ等をブランド化したも

のもありますが、まだまだ知名度が低く、これか

らも販路拡大を推し進め、また西予市独自のブラ

ンド開発が必要だと思いました。 

 以上、産業建設常任委員会の視察報告といたし

ます。 

 平成２２年９月７日、産業建設常任委員会委員

長兵頭学。 

 

○議長 以上で各常任委員会の視察研修報告を終

わります。 

  （日程４） 
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○議長 次に、日程第４、議会報告第４号「議会

運営委員会の視察研修報告について」を議題とい

たします。 

 第２回定例会の議決に基づき実施いたしました

議会運営委員会の視察研修結果について、委員長

の報告を求めます。 

 議会運営委員長元親孝志君。 

 元親君。 

 

○元親孝志議会運営委員長 それでは、議会運営

委員会の視察研修につきましてご報告を申し上げ

ます。 

 議会運営委員会では、８月１８日から１９日の

２日間、京都府精華町議会及び京丹後市議会の議

会基本条例について研修を実施いたしました。 

 初めに、研修の目的について触れておきたいと

思います。 

 平成１２年地方分権一括法、正しくは地方分権

の推進を図るための関係法律の整備等に関する法

律が、同年４月１日より施行されました。 

 しかし、その後三位一体の改革と相まって、財

源と権限の移譲が計画どおりに進展せず、一時地

方分権は頓挫したかに思えました。 

 しかし、昨年９月に民主党政権が誕生して、地

方分権をさらに進化して、地域主権が民主党政権

の最重要課題として位置づけられました。地域主

権については、その定義や内容については具体的

にされておりませんが、これからの政治行政の流

れとして、明らかに国主導の政治から地方主導の

政治に変えていこうとする流れであることに間違

いはないと思われます。既に政府内において地域

主権戦略の工程表、原口プランに基づき、平成２

３年度から一括交付金を導入するための議論が重

ねられております。そうなれば当然、地方自治体

の裁量権が増し、連帯責任を負う議会としても毅

然とした態度が求められてまいります。 

 そこで、既にこうした流れに対応し、議会基本

条例を制定して動き始めた議会を先進地議会とみ

なして研修することといたしました。 

 事前に両議会に対して議会基本条例の疑問点を

比較する意味において、同じ内容の質問書を送ら

せていただきました。双方ともに質問書に答える

形で答弁をいただき、その後質疑応答とさせてい

ただきました。質問は１５項目にわたってさせて

いただき、すべて丁寧に回答をいただきました。

特に精華町議会においては、回答を文書でもいた

だきました。その主なものにつきましてご報告を

申し上げます。 

 初めに、議会基本条例制定の背景に何があった

のかという質問でございます。 

 精華町議会においては、第２次町村議会活性化

研究会が最終報告書を提出し、議会として議会の

存続への危機感が高まったことが上げられまし

た。 

 また、京丹後市議会においては、平成１６年４

月に６町が合併して、合併前に９５名の町議会議

員がおりましたが、合併後の議員定数を条例定数

の３０名と大幅に削減したものの、財政は依然と

して厳しく、行政が積極的に行政改革を進める中

で、議会は何もしないとの市民からの批判もあ

り、議会基本条例の制定に向けて検討が始まった

とのことでございました。 

 改革の初期段階として、精華町議会において

は、各種審議会等の委員には、法令上規定されて

いるもの以外は原則として就任しない。一般質問

の一問一答方式の導入、常任委員会の複数就任等

から改革をスタートしています。 

 また、京丹後市議会においては、議会基本条例

制定に向けて議会改革の検討課題を整理し、改革

に向けての工程表を策定し、同時にアンケート調

査を実施し、その後市民との意見交換を実施し

て、それらを参考にしながら基本条例の制定に至

っております。 

 次に、議会の最高規範である議会基本条例を制

定することに対して議員の反応はどうであったか

という質問に対しましては、一部には改革の必要

性を認めながらも、条例化まではという意見は確

かにありましたとの回答でした。 

 議会基本条例制定に要した期間と特に苦労され

た点は何かという質問に対しましては、両議会と

も検討会設置から議決までに約１年を要し、最も

苦労したことは、会派間の意見の調整、すなわち

全議員の合意形成と住民への説明であり、京丹後

市議会においては、市長部局の執行権と議会の議

決権の意見調整に苦労したとのことでした。 

 議会基本条例を制定したことによって何がどう

変わったのかという質問に対しましては、両議会

ともに議会活動や議員活動、議会運営の方向性が

明確になったこと、議会広報の内容充実、インタ

ーネット中継、議会報告会等によって住民とのか
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かわりがふえつつあること、閉会中の所管事務調

査など委員会活動が増加して、議会活動が以前と

比較して圧倒的に活性化したこと、行政側との関

係や整備すべき資料が規定されたことで、議員と

行政側との個々のやりとりが減少したことなどが

上げられました。特に京丹後市議会においては、

５年以上の長期計画について、例えば市の総合計

画に対して、議決権の拡大によって議決事件とし

て審査したとの報告でした。 

 次に、議会基本条例で定めるところの住民参加

を不断に追求する開かれた議会とは何かに対して

は、基本にあるのは情報公開、情報提供であり、

特に陳情・要望・請願並に扱いとして活用するこ

とで、紹介議員を確保できない住民の声を真摯に

受けとめることにつなげているとの回答でござい

ました。 

 両議会とも多数の会派によって構成されている

が、会派のメリット・デメリットは何かという質

問に対しましては、メリットとして、議案の調査

や一般質問などの研究を集団で取り組むことによ

って多面的な角度から議論ができる。その結果、

一議員独断の結論に陥りにくくなり、同時に政策

に対する研究も進んでいる。また、議員の意見聴

取、調整がスムーズに行えるとの報告でした。 

 デメリットとしては、個々の信念を貫きにく

く、住民から個々の議員の個性が見えにくくな

り、会派名で評価されるようになった点などが上

げられました。 

 次に、対面方式による一問一答方式について、

対面方式については、質問するのは理事者に対し

てであって、議員や傍聴者ではない。従来の方式

に対する素朴な疑問から対面方式になった。 

 また、一問一答方式については、聞きたいポイ

ントだけに限定し、論点を明確にできる点を評価

されていました。すなわち、聞いている側、質問

者以外の議員、職員、傍聴者に余計に話が広がら

ず、わかりやすく関心を持って聞くことができ、

従来懸念されがちな際限なく堂々めぐりになると

いう危惧はほとんどありませんでしたとのことで

した。両議会ともに一問一答方式、対面方式を採

用されておりました。 

 次に、市長・教育長部局は、質問に対して反問

することができる反問権の行使についてでありま

すが、この制度は、議員を追い詰めるためのもの

ではなく、論点を明確にすることが目的であり、

精華町議会では過去に２回、京丹後市議会におい

ては過去に８回あり、議員に対しては調査機関が

脆弱なため、数字的根拠については反問しないよ

う申し入れをいたしましたとのことでした。 

 次に、議会基本条例でいうところの地方自治法

第９６条第２項の議決事件とは何かという質問に

対しましては、精華町議会の答弁がわかりやすい

のでそのまま紹介いたします。 

 法律の想定は、執行権を持つ行政に対して、住

民の意見を代弁する議会がチェックするというの

が両機関の関係であります。しかし、これまでの

間、行政側の取り組みで公募委員会や意見箱など

行政の機能として、一部議会の機能が取り組まれ

ております。しかし、権力の集中は、いい政治結

果をもたらさないので、議会も代表機会としての

機能を強化する必要があります。ただ議会側は事

務局の規模が小さく、各分野での専門的な調査機

関を持ちえていません。その結果、すべてのこと

について議決事件とすることはできません。 

 また、これまでは国保運営協議会等、行政傘下

にある審議会に議員が多数参加しており、議会審

議が形式化していました。これを打開すべく、審

議会委員の撤退に取り組んできました。 

 また、その代用として議決権の拡大がありま

す。ただし、この権限を規定する前提として、議

会が議決対象の各種計画に対して理解を深め、責

任ある決定ができる能力を備える必要がありま

す。そのためにも、議会としての住民参加を進め

る必要がありますと回答をいただきました。 

 最後に、情報技術の発達を踏まえた多様な広報

手段を積極的に活用するとは何かという質問に対

しましては、両議会ともインターネットなどＩＣ

Ｔ、インターネット・コミュニケーション・テク

ノロジー技術を活用して、議会のインターネット

配信、ケーブルテレビ放送、議会ホームページに

よる一般質問通告書の事前公開が行われておりま

した。 

 また、京丹後市議会においては、一般質問につ

いては、新聞折り込みで全戸に質問者名と質問テ

ーマについて事前に配布されておりました。 

 全体を通して議会改革が進んでいると判断でき

る点は、両議会とも議会の情報公開が徹底して進

んでいること、一般質問が３日間にわたって大半

の議員が毎回行っていること、各常任委員会の開

催日数が非常に多いこと、今回研修に対応してい



－12－ 

ただいたそれぞれの議員が、よい悪いは別とし

て、確固たる信念を持っておられることに驚きを

いたしました。 

 議会基本条例が単に時代の流れとして受けとめ

るのではなく、議会基本条例が求めているものは

何か、その先に何があるのか、西予市議会として

も十分に研究してみる価値があると思われまし

た。 

 以上、議会基本条例の視察研修報告とさせてい

ただきます。 

 平成２２年９月７日、議会運営委員会委員長元

親孝志。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

０時４７分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１０時

５９分） 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第８３号「西予市

木質ペレット製造設備設置事業設計・施工一括型

工事請負契約について」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第８３号「西予市木質

ペレット製造設備設置事業設計・施工一括型工事

請負契約について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 西予市木質ペレット製造設備設置事業は、平成

２２年３月に公表した西予市バイオマスタウン構

想に基づき、間伐に伴い発生する林地残材や製材

端材等を有効利用して、木質ペレットやおが粉を

製造するプラントを建設するものであります。 

 当該製造設備は、最大年間１，５００トンの木

質ペレットを製造することが可能であり、生産さ

れた木質ペレットについては、平成２３年４月に

完成予定の市庁舎のほか、温泉施設や農業用ハウ

スのボイラーや空調設備の熱源として供給し、お

が粉については、畜産農家への供給を図ることに

よって林業の活性化や雇用促進、二酸化炭素削減

に貢献するなどを目的としております。 

 当該施設の建設予定地は、城川町下相にある城

川林業活性化センターの既存施設を有効活用する

予定としており、平成２３年３月上旬完成予定と

しております。 

 今回の入札は、設計から施工までを一括で発注

することとし、資格・実績に加え、すぐれた技術

提案を総合的に評価する総合評価一般競争入札を

採用しており、西予市木質ペレットプロポーザル

審査委員会において審査の結果、株式会社ダイキ

アクシス代表取締役社長大亀裕氏を落札業者とし

て決定し、工事請負金額１億４，０７０万円で、

８月２０日に工事請負仮契約を締結いたしまし

た。本件の契約金額自体は議決要件に達しており

ませんが、予定価格が１億５，０００万円を超え

ておりましたので、その取得に当たり議会の議決

を求めるものであります。 

 以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第８４号「財産の

無償譲渡について（西予市城川無菌培養施設）」

を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第８４号「財産の無償

譲渡について（西予市城川無菌培養施設）」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 本市では、農業振興のための新技術開発及び試

験栽培を行うため、西予市城川無菌培養施設を設

置しており、当該施設の一部として、平成元年に

エビネ苗等順化育苗施設を設置し、エビネ苗の新

品種の研究を行い、販売を行ってきました。 

 しかしながら、近年のエビネに対する需要減少

に伴い、この施設を野村高校土居分校の実習研究

農地として活用しておりましたが、平成２２年３

月に土居分校が廃校となったことから、その役目

も終えました。その後、施設の利用方法について

検討を行ってまいりましたが、有効な活用方法が

見出せないことから、施設を廃止し、用地返還に

伴う施設の解体費等を考慮した結果、当該施設を

土地所有者に対して無償譲渡しようとするもので

あります。 

 以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程７） 

 



 

－13－ 

○議長 次に、日程第７、議案第８５号「西予市

社会体育施設条例の一部を改正する条例制定につ

いて」から議案第８８号「西予市簡易水道及び愛

媛県条例水道の設置に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」までの４件を一括議題とい

たします。 

 理事者の説明を求めます。 

 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 議案第８５号「西予市社会体育

施設条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 平成２２年３月３１日をもって閉校いたしまし

た下泊小学校の運動場及び体育館について、当該

施設を社会体育施設に転用し、今後も地域コミュ

ニティーの拠点として有効な活用を図るため本条

例の一部を改正するものでございます。よろしく

ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 議案第８６号「西予市母子

父子家庭等福祉手当支給条例の一部を改正する条

例制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の改正は、児童福祉手当法の一部を改正す

る法律の施行に伴い、児童扶養手当が父子家庭の

父を支給対象とすることから、本条例中の支給対

象者の規定から父子家庭を削除するものでありま

す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第８７号「西予市林業

センター条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市城川林業活性化センターは、木工製品の

製作所として、株式会社エフシーに委託しており

ましたが、不採算施設であることから、平成２２

年４月から使用を休止しております。市では、当

該施設の活用方法について検討したところ、先ほ

ど説明させていただきました木質ペレットを製造

するプラント施設として有効利用することとした

ため、西予市城川林業活性センターを廃止するこ

ととし、本条例の一部を改正するものでありま

す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

 

○議長 九鬼公営企業部長。 

 

○九鬼公営企業部長 議案第８８号「西予市簡易

水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一

部を改正する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 中山間地域総合整備事業で整備を進めておりま

した多田簡易水道施設が完成し、このたび愛媛県

から財産の譲与を受け給水を開始することとなり

ました。これに伴いまして、多田簡易水道におけ

る水道使用料金等を新たに定めるため本条例の一

部を改正するものであります。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程８） 

○議長 次に、日程第８、議案第８９号「市道路

線の廃止について」及び議案第９０号「市道路線

の認定について」の２件を一括議題といたしま

す。 

 理事者の説明を求めます。 

 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第８９号「市道路線の

廃止について」、議案第９０号「市道路線の認定

について」関連がございますので、一括して提案

理由のご説明を申し上げます。 

 今回２路線の廃止と４路線の認定をお願いする

ものであります。 

 東水源地線は、地域内の重要な生活道路のた

め、廃止の後、農道高山東線及び大早津線を含

め、大早津東水源地線として再認定するものであ

ります。 

 下宇和地区６３号線は、地域内の重要な生活道

路のため、廃止の後、名水百選に選定されている

観音水付近まで路線を延長して再認定するもので

あります。 

 垣生３９号線は、市道垣生２４号線から県道穴

井三瓶線に通じる道路のため、認定するものであ
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ります。 

 津布理４５号線は、市道津布理２５号線から市

道安土１号線に通じる生活道路のため、認定する

ものであります。 

 なお、本件に係る市道の廃止、認定につきまし

ては、さきの８月６日に開催いたしました西予市

道路格付専門委員会において承認をいただいてい

るものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程９） 

○議長 次に、日程第９、議案第９１号「平成２

２年度西予市一般会計補正予算（第２号）」を議

題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

 

○三好市長 議案第９１号「平成２２年度西予市

一般会計補正予算（第２号）」について提案理由

のご説明を申し上げますとともに、一括交付金制

度について少し触れてみたいと思います。 

 政府は、去る６月２２日に国庫補助負担金の一

括交付金化を柱とする地域主権戦略大綱をまとめ

ました。その内容は、各府省縦割り補助金を改

め、地方自治体が自由に使える横断型一括交付金

を来年度から段階的に導入することや出先機関改

革のほか、国が地方の仕事を縛る義務づけ、枠づ

けの見直し、法令による都道府県が持っている権

限の市町村への移譲などが盛り込まれています。 

 一括交付金の配分額の決め方は、自治体の作成

する事業計画と人口、面積といった客観的な指標

を勘案して決定し、また具体的な制度設計や対象

となる補助金の選定、一括交付金の総額について

は、予算編成過程で決められることになっており

ます。このような一括交付金は、地域のことは地

域で決める地域主権を確立するため、いわゆるひ

もつき補助金を廃止し、地方が自由に使える交付

金とすることを目的としていますが、一方では、

どのような政策にどれだけの予算を投入し、どの

ような地域を目指すか、地域の知恵や創意、地方

自治体の責任と判断が求められるものとも言えま

す。本市においては、そうした趣旨を踏まえ、総

合計画や行政改革大綱、行政評価システムとも連

動させながら効率的、効果的に活用していくこと

が重要であると考えております。 

 また、新政権において財政運営戦略、中期財政

フレームを定め、平成２３年度から３年間の予算

については、一般会計から国債費などを除く一般

歳出と、地方交付税を平成２２年度並みの約７１

兆円を上限とすることが決められるとともに、危

機的財政状況を踏まえ、財政再建に向けての施策

を推進することが、国内外から強く求められてい

ることなどから、地域主権と引きかえに財政再建

を目標とした抜本的行政改革が断行され、三位一

体の改革の再来のような一括交付金による補助金

改革が行われ、地方自治体もその痛みを背負うこ

とになるのではないかという懸念もあるところで

あります。 

 ８月末に来年度の概算要求締め切りを迎えまし

たが、制度設計が進まず、概算要求への一括交付

金の反映が見送れることや、先般の参議院議員選

挙の結果、衆参両議院での数が異なるねじれ国会

の状況、民主党代表選等により国政は不透明感が

増し、予断を許さない状況であり、今後活発化す

る予算編成の作業を注意深く見守っていく必要が

あると考えています。 

 それでは、今回の補正予算でございますが、既

決いただいております歳入歳出予算にそれぞれ３

億３，６９５万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を２６４億７，７８３万９，０００円と定めるも

のでございます。 

 今回の補正につきましては、庁舎建設事業に係

る経費、総合福祉会運営補助事業に係る経費、が

け崩れ防災対策事業に係る経費、平成２１年度決

算における繰越金の財政調整基金積立金、そのほ

か早急に対応すべき課題を中心として計上をして

おります。 

 その主な内容でございますが、まず総務費につ

きましては、城川総合支所の空調設備、事務室改

修における設計委託に係る経費、庁舎建設事業に

おける電気設備工事の増額、築後２０年が経過し

た宇和保健センターの空調設備見直しによる工事

費の増額等に係る経費を計上しております。総額

で６，９５１万７，０００円となっております。 

 次に、民生費では、特別養護老人ホームあけは

ま荘のスプリンクラー設置整備及び施設の一部改

修のための補助金、老人保健特別会計への繰出

金、延長保育事業の補助基準の変更に係る経費の
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総額、三瓶、二木生、蔵貫保育所における空調設

備の整備に係る経費を計上しております。総額で

２，１７０万５，０００円となっております。 

 次に、衛生費では、野村クリーンセンターにお

けるダイオキシン除去装置の修繕に係る経費、汚

泥処理施設整備においてし尿及び浄化槽汚泥と生

ごみの有機性廃棄物を合わせて処理する汚泥再生

処理センター、これは燐回収方式でありますが、

それとバイオマスを総合的に利用するメタン発酵

システムとの比較検討を行うための導入検討業務

委託に係る経費を計上しております。総額で５１

３万４，０００円となっております。 

 次に、労働費では、畜産の里、酪農の里として

の拠点づくりを推進するため、株式会社野村町地

域振興センターと四国乳業株式会社との共同開発

により新たな付加価値の高い乳製特産品、これは

チーズ、バターを対象にしておりますが、を開発

するための西予市新規特産品開発事業に係る経費

を計上しております。総額で１６２万８，０００

円となっております。 

 次に、農林水産業費では、高齢農家、零細農家

の安定出荷を図るため、農産物出荷者組合が行う

簡易的な小規模園芸施設の整備に対して新たな支

援を行うための経費、県営かんがい排水事業で整

備した南予用水施設の配水槽修繕に係る経費、あ

けはまシーサイドサンパークの施設取水井戸の海

水混合に伴う水源調査委託に係る経費、市単独林

道の補修に係る経費を計上しております。総額で

１，６７８万９，０００円の減額となっておりま

す。 

 次に、商工費では、商工業振興を図るため、株

式会社伯方塩業明浜工場に対する原塩運送支援補

助金、みかめ本館ふろ用砂式ろ過器のろ過材交換

に係る経費を計上しております。総額で２８５万

６，０００円となっております。 

 次に、土木費では、主要地方道宇和明浜線ほか

４路線に係る県営道路事業負担金、道路橋梁維持

修繕事業に係る経費、市道蔵貫６号線に係る測量

設計委託に係る経費、明浜橋かけかえに係る測量

設計委託に係る経費を計上しております。総額で

５，７７６万８，０００円となっております。 

 次に、消防費では、消防団員安全装置・安全装

備品整備等助成事業における携帯用投光器整備に

係る経費、明浜地区における老朽化に伴う移動系

防災行政無線７台の更新に係る経費を計上してお

ります。総額では１７４万１，０００円となって

おります。 

 次に、教育費では、学校や通学路における子供

の安全確保を図るためのスクールガードリーダー

による学校巡回指導に係る経費、中学校武道必修

化に向けた地域連携指導実践校として、野村中学

校における相撲を中心とした研究活動に係る経

費、三瓶分館改修に係る整備補助金、総合型スポ

ーツクラブ、これは三瓶のスポーツクラブのもの

でありますが、の補助金を計上しております。総

額で４，３８０万１，０００円の減額となってお

ります。 

 次に、災害復旧費では、７月の梅雨前線豪雨に

よる農地３カ所、農業用施設５カ所、林業用施設

６カ所の災害復旧費に係る経費を計上しておりま

す。総額で２１１万５，０００円となっておりま

す。 

 次に、諸支出金では、平成２１年度決算確定に

より剰余金が確定しましたので、地方財政法第７

条第１項の規定により剰余金の２分の１を下らな

い額２億３，５００万円を財政調整基金に積み立

てております。 

 以上、歳出予算の概要でございましたが、続き

まして、歳入予算についてご説明をいたします。 

 まず、国庫支出金では、地域連携指導実践校事

業に係る学校体育振興事業委託金を計上をしてお

ります。 

 次に、県支出金では、農地制度円滑化事業にお

ける農業委員会交付金補助基準の変更、事業組み

替えによる保育対策等促進事業費補助金、西予市

新規特産品開発事業に係るふるさと雇用再生事業

補助金、がけ崩れ防災対策事業費補助金、学校安

全体制整備推進事業補助金を計上しております。 

 次に、財産収入では、どんぶり館等の株式配当

金を計上しております。 

 次に、繰入金では、明浜町地域ふるさと基金、

庁舎建設事業基金、地域振興基金、明浜町地域及

び宇和町地域振興基金からの繰入金を計上してお

ります。 

 次に、繰入金では、平成２１年度の繰越額決定

により４億１，８３９万５，０００円を計上して

おります。 

 次に、市債では、庁舎建設事業、市道蔵貫６号

線改良事業、臨時財政対策債に係るものを計上し

ております。 
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 以上が主な歳入となっております。 

 次に、継続費補正においては、庁舎建設事業

費、本体工事でございますが、おける電気設備工

事、給排水衛生設備工事の増額に伴う総額及び年

割り額の変更、庁舎建設事業、外構工事のほうで

ありますが、おける給排水衛生設備工事の減額に

伴う総額及び年割り額の変更、宇和保健センター

改修事業及び宇和保健センター改修工事管理委託

事業における空調整備工事の増額に伴う総額及び

年割り額の変更を行っております。 

 次に、債務負担行為の補正については、西予Ｃ

ＡＴＶ株式会社に対する損失補正について、新た

な債務負担行為の追加をして、期間を平成２２年

度以降、事業費借入金償還金期間満了日まで限定

額を２億円と設定しております。 

 以上、ご説明いたしましたが、詳細な点につき

ましては、担当課長から補足説明をさせますの

で、よろしくご審議を賜りご決定いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

○議長 宗財政課長。 

 

○宗財政課長 それでは、予算書に沿って補足説

明をさせていただきます。 

 まず、歳出につきまして説明をいたします。 

 予算書１５ページをお開き願います。 

 ２款１項１目給与支給事業１３９万７，０００

円でありますが、新庁舎完成後の職員の入退場管

理を行うためのＩＣカードの作成のための経費で

あります。 

 ５目農業集落排水公共施設整備事業４１４万円

でありますが、多田地区及び明間地区農業集落排

水施設への保育所、公民館、小学校等公共施設へ

の接続に係る追加費用であります。 

 同じく城川総合支所改築事業１２６万円であり

ますが、城川総合支所の空調設備改修及び本庁支

所方式移行に伴う事務室改修における設計委託料

であります。 

 １６ページをお開き願います。 

 ６目公開番組事業４０万１，０００円でありま

すが、平成２３年２月２６日に宇和文化会館で収

録される予定のＮＨＫ全国放送公開番組ラジオ深

夜便の集いに係る経費であります。 

 ９目１３節システム開発導入委託料１６７万

２，０００円でありますが、これは農地法の一部

改正による農家台帳システム対応経費、新庁舎開

庁後の職員のタイムカードシステム開発経費であ

ります。 

 １２目１５節工事請負費２６６万７，０００円

でありますが、ＣＡＴＶ整備事業における宇和地

区さくら団地への光伝送路施設整備工事費であり

ます。 

 １８目庁舎建設事業５，６５７万円であります

が、議場音響システム設計見直しによる電気設備

工事の増額、当初外構工事に含めていた給排水設

備工事を本体の給排水衛生設備工事に組み替えた

ことによる増額、設計見直しにより築後２０年が

経過した保健センターの空調設備工事の増額、新

庁舎建設に伴う周辺地域への電波障害調査委託及

び補償費用を計上しております。 

 １７ページをお開き願います。 

 ２款８項９目１９節生き生き集落づくり事業補

助金５０万円でありますが、限界集落対策とし

て、城川町遊子川地区における集落づくり計画策

定に係る補助金であります。 

 次に、１８ページでございますが、３款１項１

目１９節高齢者福祉施設整備事業補助金１，３５

０万円でありますが、養護老人ホームあけはま荘

のデイサービス及び地下ピット部分のスプリンク

ラー施設整備、デイサービス浴槽の増設及び施設

の一部改修に対して西予総合福祉会に補助するも

のであります。 

 なお、財源は明浜町地域及び宇和町地域振興基

金を充当しております。 

 ２０ページをお開き願います。 

 ４款２項２目修繕料３５４万９，０００円であ

りますが、野村クリーンセンターのダイオキシン

除去装置が老朽化したことによる修繕を行うもの

であります。 

 ３目１３節メタン発酵施設整備導入検討業務委

託料２１０万円でありますが、し尿及び浄化槽汚

泥と生ごみ等の有機性廃棄物を合わせて処理する

汚泥再生処理センター燐回収方式とバイオマスを

総合的に利用するメタン発酵システムとの比較検

討を行うための導入検討業務委託を行うものであ

ります。 

 次に、２１ページをお開き願います。 

 ５款１項２目１３節西予新規特産品開発事業委

託料１６２万８，０００円でありますが、畜産の

里、酪農の里として拠点づくりを目指し、新たな
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付加価値の高い乳製特産品を開発するために株式

会社野村町地域振興センターに業務委託を行うも

のであります。県のふるさと雇用再生事業費補助

金を充当しております。 

 次に、２２ページをお開き願います。 

 ６款１項３目１９節小規模園芸施設支援モデル

事業費補助金１００万円でありますが、野菜栽培

の振興、安定生産を促進し、高齢農家、零細農家

の安定出荷を図るため、農産物出荷者組合が出

荷・販売を目的として設置する簡易パイプハウス

に対して１棟当たり事業費の２分の１以内、５万

円を限度に補助を行うものであります。 

 ９目１３節水源調査委託料でありますが、あけ

はまシーサイドサンパークの既設取水井戸の海水

混合に伴う新たな水源の調査を行うための経費を

計上しております。 

 ２４ページをお開き願います。 

 ７款１項２目１９節原塩運送支援補助金２１５

万６，０００円でありますが、株式会社伯方塩業

明浜工場において、原塩輸送内航船の大型化によ

る狩浜漁港への接岸に係る経費の増額に対して、

商工業等振興対策事業による補助を行うものであ

ります。 

 ８款１項２目がけ崩れ防災対策事業１，３３０

万円でありますが、県単独事業で城川町寺野区及

び市単独事業で宇和町稲生多目的集会所における

防災対策工事請負費を計上するものであります。 

 ２５ページをお開き願います。 

 １目１９節県営道路事業負担金１，００６万

３，０００円でありますが、主要地方道宇和明浜

線ほか４路線が事業予定となったことによる追加

負担金を計上するものであります。 

 ２目１３節測量設計監理委託料６００万円であ

りますが、当初地域活性化・きめ細かな交付金で

宇和信里９号橋の橋梁かけかえ改修を予定してお

りましたが、概略設計により工事費が増大するこ

とが判明したことにより単独事業への予算組み替

えを行うものであります。 

 ５目１３節測量設計監理委託料７００万円であ

りますが、同じく当初地域活性化・きめ細かな交

付金で明間橋の橋梁かけかえ改修を予定しており

ましたが、交付金事業費の増大が見込まれること

から市単独事業に予算組み替えを行うものであり

ます。 

 ２７ページをお開き願います。 

 ４目１８節機械器具費８９万７，０００円であ

りますが、明浜地区における老朽化に伴う移動系

防災行政無線７台の更新に係る経費であります。 

 ６目８節報償金３７万２，０００円であります

が、愛媛県地域ぐるみの学校安全体制整備推進事

業を受けて、学校や通学路における子供の安全確

保を図るため、３名のスクールガードリーダー設

置に係る経費であります。 

 ２８ページをお開き願います。 

 ２目中学校研究指定校事業４６万４，０００円

でありますが、中学校の武道必修化に向けた地域

連携指導実践校として、野村中学校において相撲

を中心とした研究活動に係る経費を計上しており

ます。 

 ３０ページをお開き願います。 

 １０款５項２目１９節分館整備補助金２４０万

１，０００円でありますが、三瓶町第５分館のト

イレ改修及び三瓶町第２分館の屋根、外壁改修に

係る補助を行うものであります。 

 ３１ページをお開き願います。 

 １０款７項１目１９節スポーツクラブ補助金で

ありますが、スポーツ立市構想に基づき設置を進

めております総合型スポーツクラブ三瓶スポーツ

クラブへの育成補助金であります。 

 ３２ページをお開き願います。 

 １目農地災害復旧事業６０万円でありますが、

７月の梅雨前線豪雨による城川地区３カ所の田畑

等の災害復旧に対し補助するものであります。 

 ２目農業用施設災害復旧事業８０万３，０００

円でありますが、同豪雨による野村地区１カ所、

城川地区２カ所、三瓶地区２カ所の農道、水路等

の災害復旧に対し補助するものであります。 

 ３目林業用施設災害復旧事業費７１万２，００

０円でありますが、同豪雨による城川地区５カ

所、三瓶地区１カ所の林道作業道等の災害復旧に

対し補助するものであります。 

 次に、歳入につきまして説明をいたします。 

 予算書は戻りまして、１１ページをお開き願い

ます。 

 １４款２項２目保育対策等促進事業費県補助金

１，０３１万２，０００円でありますが、補助基

準の変更による増額と地域子育て支援拠点事業費

県補助金との事業組み替えを行うものでありま

す。 

 ４目労働諸費県補助金１６２万７，０００円で
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ありますが、西予新規特産品開発事業におけるふ

るさと雇用再生事業費補助金であります。 

 １２ページをお開き願います。 

 １７款２項２目明浜町地域ふるさと基金繰入金

５０万円でありますが、シーサイドサンパークの

水源調査委託料へ充当するものであります。 

 ３２目地域振興基金繰入金５０万円であります

が、生き生き集落づくり事業へ充当するものであ

ります。 

 １３ページをお開き願います。 

 ３４目明浜町地域及び宇和町地域振興基金繰入

金１，３５０万円でありますが、総合福祉会運営

補助事業に充当するものであります。 

 １８款１項１目前年度繰越金４億１，８３９万

５，０００円でありますが、平成２１年度の決算

が確定したことによる調整額を計上するものであ

ります。 

 １４ページをお開き願います。 

 ８目臨時財政対策債２億７，４９０万円であり

ますが、本年度の発行可能額の確定により調整額

を計上するものであります。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程１０） 

○議長 次に、日程第１０、議案第９２号「平成

２２年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補正

予算（第１号）」から議案第１０１号「平成２２

年度西予市病院事業会計補正予算（第２号）」ま

での１０件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 議案第９２号「平成２２年度西

予市育英会奨学資金貸付特別会計補正予算（第１

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、平成２１年度決算による繰越金

の計上と平成２２年度貸付金の確定、償還金及び

寄附金の増額によるものです。 

 歳出では、新規貸付者数の減少により貸付金を

１，２６０万円減額し、予備費を２，０７２万

８，０００円増額するものであります。 

 歳入につきましては、償還金が当初の計上額を

上回ると見込まれますので、１８０万８，０００

円を増額し、平成２１年度決算により発生した繰

越金を５３２万円増額するものです。 

 また、宇和町伊賀上在住の大野洋子氏よりご寄

附をいただきましたので、寄附金を１００万円増

額するものであります。これにより歳入歳出をそ

れぞれ８１２万８，０００円増額し、歳入歳出予

算の総額は８，７５８万５，０００円となりまし

た。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 議案第９３号「平成２２年

度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、歳入では、本算定による国保税

の減額、前年度精算による療養給付費交付金の増

額、各種納付金、拠出金等確定による財源の調

整、国保税減額に伴う財政調整基金繰入金の増額

及び平成２１年度決算による繰越金の増額等、ま

た歳出では、決定通知による前期高齢者納付金、

老人保健拠出金、後期高齢者支援金、介護納付金

等の調整を行うものであります。 

 歳出では、後期高齢者支援金等を１１２万３，

０００円増額し、前期高齢者納付金等を６万４，

０００円、老人保健拠出金を１２５万９，０００

円、介護納付金を１０１万７，０００円それぞれ

減額をいたしました。 

 歳入では、国民健康保険税を５，５６７万６，

０００円減額し、国庫支出金の療養給付費負担金

を１５万５，０００円、財政調整交付金を７万

円、県支出金の財政調整交付金を１０万円それぞ

れ減額し、療養給付費等交付金を１８４万７，０

００円、財政調整基金繰入金を５，０３１万１，

０００円、繰越金を２６２万６，０００円それぞ

れ増額をいたしました。これによりまして既決い

ただいております歳入歳出予算からそれぞれ１２

１万７，０００円を減額し、事業勘定予算歳入歳

出予算の総額を５７億８，０３０万９，０００円

と定めるものであります。 

 次に、診療施設勘定予算についてですが、今回

の補正の主な内容は、前年度決算によります繰越
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金、一般会計繰入金の調整とこれに伴う基金積立

金、繰出金の調整及び各診療所の施設等修繕に係

る経費等の計上であります。 

 それでは、診療所別にご説明をいたします。 

 俵津診療所の歳入では、前年度繰越金を７万

５，０００円増額し、一般会計繰入金を同額減額

いたしましたので、歳入歳出予算の総額は変更あ

りません。 

 次に、狩江診療所の歳出では、一般管理費の修

繕料を６万３，０００円増額いたしました。歳入

では、前年度繰越金を６万３，０００円増額し、

歳入歳出予算の総額を６，７００万５，０００円

といたしました。 

 次に、高山診療所の歳出では、一般管理費の修

繕料を２２万円、医師会負担金を２万４，０００

円、医業費の在宅酸素借り上げ料等を３６万８，

０００円増額をいたしました。歳入では、田之浜

診療所会計繰入金を２１万３，０００円、前年度

繰越金を９万７，０００円、雑入の検査等収入を

３０万２，０００円増額し、歳入歳出予算の総額

を１億２７９万９，０００円といたしました。 

 次に、田之浜診療所の歳出では、一般管理費の

修繕料を９６万８，０００円、高山診療所繰出金

を２１万３，０００円それぞれ増額いたしまし

た。歳入では、前年度繰越金を１１８万１，００

０円増額し、歳入歳出予算の総額を１，６７２万

円といたしました。 

 次に、惣川診療所の歳出では、文書手数料を１

万４，０００円、前年度繰越金を３万７，０００

円それぞれ増額し、一般会計繰入金を５万１，０

００円減額いたしましたので、歳入歳出予算の総

額は変更ありません。 

 次に、土居診療所の歳出では、杉之瀬診療所会

計繰入金を６１万１，０００円、遊子川診療所会

計繰入金を８３万３，０００円、前年度繰越金を

２万８，０００円それぞれ増額し、一般会計繰入

金を１４７万２，０００円減額いたしましたの

で、歳入歳出予算の総額は変更ありません。 

 次に、杉之瀬出張診療所の歳出では、一般管理

費の土居診療所繰出金を６１万１，０００円増額

いたしました。歳入では、前年度繰越金を６１万

１，０００円増額し、歳入歳出予算の総額を８１

４万９，０００円といたしました。 

 次に、遊子川出張診療所の歳出では、一般管理

費の土居診療所繰出金を８３万３，０００円増額

いたしました。歳入では、前年度繰越金を８３万

３，０００円増額し、歳入歳出予算の総額を４８

９万５，０００円といたしました。 

 次に、二及診療所の歳出では、一般管理費の人

件費を７４万５，０００円、臨時雇い賃金を４６

万４，０００円、修繕料を７８万８，０００円、

基金積立金を１１８万６，０００円、予備費を３

９万９，０００円それぞれ増額いたしました。歳

入では、前年度繰越金を３９０万２，０００円増

額し、歳入歳出予算の総額を７，８２５万２，０

００円といたしました。 

 次に、周木診療所の歳出では、基金積立金を１

６８万１，０００円、予備費を１６８万２，００

０円それぞれ増額いたしました。歳入では、前年

度繰越金を３３６万３，０００円増額し、歳入歳

出予算の総額を４，８６６万３，０００円といた

しました。よろしくご審議の上、ご決定ください

ますようお願い申し上げます。 

 引き続いて、議案第９４号「平成２２年度西予

市老人保健特別会計補正予算（第１号）」につい

て提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、平成２１年度の老人

医療給付費等実績額確定に伴い生じた超過返還金

を計上するもので、それに伴い一般会計からの繰

入金を計上するものであります。 

 まず、歳出につきましては、償還金として国庫

負担金返還金を１６８万６，０００円、支払基金

償還金を２５４万４，０００円増額いたしまし

た。 

 次に、歳入につきましては、一般会計繰入金を

４２３万１，０００円増額し、前年度繰越金を

１，０００円減額いたしました。これによりまし

て歳入歳出それぞれ４２３万円増額し、歳入歳出

予算の総額は４６５万円となりました。よろしく

ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

 続きまして、議案第９５号「平成２２年度西予

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴い後期

高齢者医療広域連合納付金を増額するものであり

ます。 

 歳入につきましては、前年度繰越金を３４１万

７，０００円増額し、歳出につきましては、後期

高齢者医療広域連合納付金を３４１万７，０００
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円増額いたしております。これによりまして歳入

歳出予算をそれぞれ３４１万７，０００円増額

し、歳入歳出予算の総額を６億４０８万４，００

０円と定めるものであります。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

 引き続きまして、議案第９６号「平成２２年度

西予市介護保険特別会計補正予算（第２号）」に

ついて提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定による増額

とそれに伴い基金積立金及び償還金を増額するも

のであり、歳入歳出それぞれ４，２０４万５，０

００円を増額し、歳入歳出予算の総額を４８億

７，３１９万円といたしました。 

 内訳といたしましては、歳出では、前年度精算

による基金積立金を２，０４３万８，０００円、

諸支出金の償還金及び還付加算金で、基金積立金

と同様に前年度精算による国支払基金、県への返

還金を２，１６０万７，０００円増額をいたしま

した。歳入では、繰越金を４，２０４万５，００

０円増額いたしました。よろしくご審議の上、ご

決定くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

１時５８分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後０時５

８分） 

 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第９７号「平成２２年

度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定による増額

とそれに伴う一般会計繰入金を減額するもので、

歳出においては、歳入の補正に伴う充当財源の組

み替えを行うものであります。 

 内容につきましては、前年度繰越金を２８３万

５，０００円増額し、それに伴い一般会計繰入金

を２８３万５，０００円減額するものでありま

す。これによります歳入歳出予算の総額には、変

更はございません。 

 続きまして、議案第９８号「平成２２年度西予

市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定による増額

とそれに伴う一般会計繰入金を減額するもので、

歳出においては、歳入の補正に伴う充当財源の組

み替えを行うものであります。 

 内容につきましては、前年度繰越金を６９万

４，０００円増額し、それに伴い一般会計繰入金

を５９万４，０００円、下水道使用料過年度分を

１０万円減額するものであります。これによりま

す歳入歳出予算の総額には、変更ありません。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 九鬼公営企業部長。 

 

○九鬼公営企業部長 議案第９９号「平成２２年

度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正の主なものは、前年度繰越金の調整

を行うもので、歳入歳出にそれぞれ２，４６５万

８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２

億９，９０８万２，０００円と定めるものであり

ます。 

 ７ページの事項別明細をごらんください。 

 歳出では、維持管理事業において、施設の経年

劣化対応のために事業費２１０万４，０００円、

原材料費９１万４，０００円、各施設の老朽化対

策の財源とする基金積立金１，８６０万９，００

０円を増額し、また第２項の施設整備事業におい

ては、配水管の布設がえ及び残留塩素測定器取り

かえのために工事請負費を２４０万７，０００

円、配水管布設がえ工事の測量設計のため委託料

６２万４，０００円を増額いたしております。 

 ６ページの歳入につきましては、給水収入の過

年度分１０万４，０００円、基金繰入金５，００

０円を減額し、一般会計繰入金２６万８，０００

円、前年度繰越金２，４１６万円、雑入として県

からの工事補償金３３万９，０００円を増額いた

しております。 

 以上であります。 

 次に、議案第１００号「平成２２年度西予市上

水道事業会計補正予算（第２号）」について提案

理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、国道３７８号線改良

工事に伴います三瓶給水区域内での水道管移設工



 

－21－ 

事に係るものであります。 

 第２条の資本的収入につきましては、工事負担

金として、三瓶給水区域内で愛媛県が実施する国

道３７８号線改良工事に伴います朝立公園送水管

移設工事補償金７０３万３，０００円のほか、三

瓶上水道で購入しました公用車に対するエコカー

補助金１２万５，０００円を増額予定し、総額を

４，２８１万３，０００円といたしております。 

 また、資本的支出につきましては、送水管移設

に係る工事請負費１，００９万５，０００円を増

額予定し、総額を３億６，５１８万８，０００円

といたしております。その詳細につきましては、

事項別明細をごらんください。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額を補てんする財源については、第２条本

文括弧書きのとおり改めております。 

 以上であります。 

 次に、議案第１０１号「平成２２年度西予市病

院事業会計補正予算（第２号）」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、病院の運営上において緊急に必

要が見込まれる経費につき増額を予定するもので

あります。 

 まず、第２条の収益的支出につきましては、医

業費用におきまして、消耗備品費、浄化槽清掃手

数料など１１８万３，０００円を増額し、収益的

支出の総額を３０億６，０７９万２，０００円と

いたしております。 

 次に、第３条の資本的支出につきましては、宇

和・野村病院の医療機器の老朽化に伴い、緊急を

要します備品購入費として７３３万５，０００

円、宇和病院の元金償還金４１万円を増額予定

し、資本的支出の総額を２億８，４２４万円とい

たしております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額を補てんする財源については、第３条本

文括弧書きのとおり改めております。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程１１） 

○議長 次に、日程第１１、認定第１号「平成２

１年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 上甲会計管理者。 

 

○上甲会計管理者 それでは、平成２１年度西予

市一般会計歳入歳出決算についてご説明をさせて

いただきますが、何分にも膨大な決算額であり、

大量のページ数になっておりますので、大まかな

説明になりますことをお許しいただきたいと思い

ます。 

 お手元に地方自治法に基づきます平成２１年度

決算における主要な施策の成果報告書をお配りさ

せていただいておりますが、主にこれについて説

明をさせていただきます。 

 まず初めに、その概要を申し上げます。 

 資料は１ページからになります。 

 平成２１年度は合併から６年目を迎え、歳出改

革を軌道に乗せた上で、極めて重要な年度であ

り、効率的で接続可能な財政構造を構築すること

を基本に踏まえた上で、特に生活防衛のための緊

急対策を掲げ、１、厳しい財政状況に対応するた

めの改革へ踏み込んでいく、２、西予市総合計画

を着実に推進する、３、地域経済状況、雇用状況

に迅速、的確に対応するの３つの基本的な考えの

もとで市政運営に取り組みました。 

 国、地方の財政状況においても、不況に伴う税

収減や緊急で大規模な経済対策などにより、平成

２１年度末の国、地方を合わせた長期債務残高は

８２５兆円に及ぶことが見込まれ、主要先進国中

最悪の水準にあるなど、極めて厳しい状況であ

り、大きな負担を将来世代に先送りするといった

異常な状態が続いております。 

 一方、本市の財政状況に目を向けると、歳入に

おいては、平成１６年度から１８年度にかけて国

の三位一体の改革が進められ、地方交付税や国、

県の負担金、補助金の減少や主産業である農林水

産業の長期低迷による市税の伸び悩みなどの影響

により、必要な一般財源の確保が困難な状況が続

き、歳出においては、総合計画に伴う普通建設事

業費や少子・高齢化社会への対応など、新たな行

政経費の増大により、依然として厳しい財政運営

を迫られております。 

 平成２１年度においても、国、地方の財政状況

や行財政改革の方針及び合併後のまちづくりの基

本方針として、平成１７年度に作成した西予市総

合計画や西予市行政改革大綱、集中改革プランな
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どの趣旨に基づき、総合計画で示した将来像「未

来へ輝くゆめ、ひと、ふれあい西予」を行財政運

営の基本指針として、すべての市民が西予市の未

来に夢を抱き、自然と共生する美しく快適、安全

な暮らしを確保するため、退職予定者の２分の１

以内の新規再生、早期退職者制度などの継続によ

る人件費の削減、行政評価システムによる施設管

理費や普通建設事業費の削減など、事務事業全般

にわたり徹底した歳出の見直しと各種施策の優先

順位についての厳しい選択を行い、施策枠予算に

限られた財源を必要な事業に重点的、効率的に配

分し、財政健全化に取り組み、着実にまちづくり

を推進してきたところです。 

 また、財政改革の一環として、平成１９年６月

に制定された地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律により、財政指標、実質赤字比率、連結実

質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資

金不足比率の公表や財政健全化計画の策定が義務

づけられることになりました。地方公共団体は、

この指標が財政運営の重要な基準となり、情報公

開や特別会計、企業会計、第三セクターなどを含

めた会計全体としての財政健全化への取り組みが

重要になっており、一般会計に準じて事務事業評

価を取り入れた事業運営方法、事務事業の内容や

計画の抜本的見直しなどにより財政規律を強化し

ていく必要があります。 

 本成果報告書作成に当たっては、西予市総合計

画の中の基本計画をもとに行政評価システムと連

動させ、総合計画に示す施策、基本事業ごとにそ

の主なものを抜粋して取りまとめております。 

 この基本計画は、基本構想に基づき、今後取り

組むべき主要施策を行政の各分野にわたって体系

的に定めたもので、計画期間は基本構想と同じく

１０年間とし、急速に変化する社会経済情勢に的

確かつ柔軟に対応できるよう必要に応じて見直し

を図ることとしております。 

 それでは、平成２１年度一般会計の決算状況と

あわせて普通会計における財政指標等の状況につ

いても説明し、主要な施策の成果につきまして

は、その総括と主要な施策単位ごとに概略を報告

いたします。 

 まず、一般会計の決算規模と収支決算について

ご説明を申し上げます。 

 資料は２４ページになります。 

 平成２１年度の一般会計の決算規模は、歳入決

算額２９０億８，２６１万９，０００円、歳出決

算額２８４億４，８８９万２，０００円、歳入歳

出差し引き額は６億３，３７２万７，０００円と

なり、繰越財源１億６，５３３万１，０００円を

除くと実質収支は４億６，８３９万６，０００円

となります。 

 前年度の決算規模と比較すると、歳入で５２億

１，２５３万１，０００円、２１．８％の増、歳

出では５３億２，８２０万６，０００円、２３．

０％の増となっております。 

 次に、歳入決算の概要について説明をいたしま

す。 

 平成２１年度の決算額は２９０億８，２６１万

９，０００円で、前年度の２３８億７，００８万

８，０００円と比較し、５２億１，２５３万１，

０００円、２１．８％の増となっております。 

 その主な要因としては、国の緊急的な経済対策

などによる国庫支出金、地方交付税、地方債の増

によるものでございます。 

 また、市税は景気後退低迷により１億１，９４

３万７，０００円減の３１億３，１５３万６，０

００円となる一方、地方交付税は地域雇用創出推

進費の創設などにより４億４，８８０万１，００

０円の増となりました。 

 歳入のうち市税等の自主財源は２０．０％で、

残り８０．０％は地方交付税や地方債、国県支出

金などに依存し、財政基盤が脆弱な本市において

は、今後も国の歳出歳入一体改革や国、地方が一

体となって取り組む経費削減、財政の健全化施策

により大きな影響を受けることが想定され、また

合併による財政的支援措置が今後減少することを

考慮すると予算規模は減少せざるを得ない状況で

ございます。 

 次に、自主財源と依存財源について説明を申し

上げます。 

 資料は２６ページになります。 

 自主財源は５８億２，０１１万８，０００円と

歳入全体の２０．０％、うち市税は約３１億３，

５５３万６，０００円、１０．８％、依存財源が

２３２億６，２５０万１，０００円で８０．

０％、うち地方交付税が４２．２％、地方債が１

４．６％を占めております。長引く景気低迷及び

景気後退などの影響により税収が減少傾向にあ

り、自主財源は伸び悩み、収入の４割以上は地方

交付税に依存しており、脆弱な財政基盤の状態が
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続いております。 

 次に、地方交付税の状況について説明を申し上

げます。 

 普通交付税額につきましては、前年度と比較し

て全国総額ベースで２．７％の増、全国市町村平

均で５．１％の増、愛媛県内市町平均で６．８％

増という状況の中で、本市においては、地域雇用

創出推進費２億９，７６７万２，０００円の創設

などによって基準財政需要額がふえ、交付額は対

前年度３億９，６４３万９，０００円、３．７％

増の１１０億６，２６６万４，０００円となりま

した。 

 特別交付税につきましては、全国総額ベースで

２．７％の増、全国市町村平均で２．５％の増、

愛媛県内市町平均では３．３％増となりました

が、本市においては、公立病院における医療提供

体制の確保、新型インフルエンザ予防接種、限界

集落対策、災害対策などの特別な財政需要の算定

により昨年度に比べ５，２３６万２，０００円、

４．６％の増額になり、１１億９，９４７万円を

確保することができました。 

 また、臨時財政対策債は１０億３，７４０万円

で、前年度と比較し３億６，９００万円、５５．

２％増となり、これを含めた交付税総額は、昨年

度に比べ８億１，７８０万１，０００円の増とな

りました。今後一連の経済対策などの影響により

一時的に交付税の増額が見込まれるものの、その

後については、国の歳出歳入一体改革を基本とし

て交付税改革がさらに進められ、交付額の削減が

予想されること、合併による算定がえ、旧５町が

存在したものとして算定した場合と新市１本で算

定した場合との差が約２０億円あり、その額が合

併の１２年後平成２７年度から５年間で段階的に

減額になることなどにより極めて厳しい財政状況

となることが懸念されます。 

 次に、財政力指数の状況について説明を申し上

げます。 

 資料は２７ページになります。 

 平成２１年度財政力指数は０．２７４で、昨年

度より０．００８ポイント低下しております。平

成２０年度の全国市平均は０．７０、平成２０年

度の県市平均は０．５６であり、本市の財政力は

極めて脆弱な状況にあります。この指数は、交付

税算定における各年度の基準財政収入額を基準財

政需要額で除して得た数値の過去３カ年の平均数

値を示すもので、この数値が１．０に近くなるほ

ど財政力が強く、財源に余裕があり、１．０を超

えると普通交付税不交付団体になります。将来的

にこの指数がわずかながら上昇することが予想さ

れますが、基準財政収入額の変化が少ないもの

の、人口の減少など需要額全体が縮減傾向にある

ため、結果として指数が大きくなることによるも

のでございます。 

 次に、市債の状況について説明を申し上げま

す。 

 資料は２８ページからになります。 

 市債の発行においては、不足財源の補てんとし

て、健全財政を維持できる範囲内で、財政上有利

な起債を必要最小限借り入れることとしています

が、平成２１年度の決算額は４２億１，３４０万

円で、普通建設事業がふえたことにより前年度の

決算額２２億７，７６０万円と比較して１９億

３，５８０万円、８５．０％の増となり、地方債

残高は３３３億６，３２６万２，０００円とな

り、昨年度より８億４，４５０万７，０００円増

加となりました。 

 次に、歳出決算の概要について説明をいたしま

す。 

 資料は２９ページになります。 

 平成２１年度の決算額は２８４億４，８８９万

２，０００円で、前年度の２３１億２，０６８万

６，０００円と比較し５３億２，８２０万６，０

００円、２３．０％の増となっております。 

 その主な要因は、庁舎建設事業、ＣＡＴＶ整備

事業、宇和中学校体育館改築事業、地域雇用創出

推進事業を実施したこと、また国の緊急的な経済

対策などによる地域の活性化や雇用維持、創出、

中小企業の受注に配慮した事業などきめ細かなイ

ンフラ整備を実施したことによるものでありま

す。 

 性質別決算額では、人件費が４８億４，１９７

万７，０００円、１７．０％、公債費が３９億

１，０４０万１，０００円、１３．７％、普通建

設事業費が６７億９，４９１万７，０００円、２

３．９％、物件費が３２億６，２０３万４，００

０円、１１．５％で、これらの合計が歳出の６

６．１％を占めております。人件費、扶助費、公

債費を合わせた義務的経費の合計は１０９億８，

３８８万８，０００円、３８．６％となっており

ます。昨年度と比較し、災害復旧費が公共土木施
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設災害の増により２，２２４万２，０００円、５

７．４％の増、普通建設事業費が国の緊急的な経

済対策などの事業の増により３４億５，４２１万

８，０００円、１０３．４％の増、補助費など定

額給付事業、市立病院の繰出金の増などにより９

億１，７４８万５，０００円、５１．９％の増と

なっております。 

 積立金は学校施設整備基金などの積み立てによ

り３億５，１５３万３，０００円、２６．４％増

となっております。 

 目的別に見ますと、民生費が５７億８，９６０

万１，０００円、２０．３％、公債費が３９億

１，０１０万１，０００円、１３．７％、農林水

産業費が３０億１，２７７万６，０００円、１

０．６％、総務費５２億２，４０３万７，０００

円、１８．４％で、これらの合計が歳出の６割以

上を占めております。特に総務費については、庁

舎建設事業、ＣＡＴＶ整備事業、定額給付金給付

事業の実施により前年度と比較し２８億４，８７

１万２，０００円、１１９．９％の増となってお

ります。 

 次に、公債費比率と実質公債費比率の状況につ

いて説明をいたします。 

 資料は３１ページになります。 

 平成２１年度公債費比率は９．６％で、対前年

度１．１％の減、実質公債費比率は１３．１％

で、同０．７％減となっております。これは合併

後に借り入れた過疎対策事業債、合併特例債、辺

地対策事業債などの償還が本格的に始まり公債費

が増加しましたが、普通交付税の増による経常一

般会計が増額となったことが主な要因となってお

ります。今後庁舎建設事業、ＣＡＴＶ整備事業な

どの大型建設事業を実施したことにより上記の比

率は高水準で推移することが懸念されます。 

 また、実質公債費比率においては、特別会計を

含む公営企業会計の公債費への一般会計繰出金や

一部事務組合の公債費への負担金なども算入され

るため、すべての会計の建設事業の見直し、削減

による市債の慎重な発行や適切な管理により比率

の上昇を抑制し、計画的かつ節度ある財政運営が

重要となっております。 

 次に、健全化判断比率の状況について説明をい

たします。 

 資料は３２ページでございます。 

 地方公共団体の財政が厳しさを増す中で、自立

した財政運営を行うために財政規模の確立が求め

られ、平成１９年６月に成立した地方公共団体の

財政の健全化に関する法律により、これまでの地

方公共団体の財政再建制度が約５０年ぶりに抜本

的に見直され、財政資本の整備とその開示を徹底

し、財政の早期健全化及び再生を図るための新た

な制度として生まれ変わりました。その中で４つ

の健全化判断比率、実質赤字比率、連結実質赤字

比率、実質公債費比率、将来負担比率及び資金不

足比率の公表については平成２０年４月、平成１

９年度決算から、財政健全化計画の策定などにつ

いては平成２１年４月、平成２０年度決算から義

務づけられました。健全化判断比率のうち、いず

れかが早期健全化基準以上になると、財政健全化

計画の策定が義務づけられ、その実施状況を毎年

度議会に報告し、公表しなければならず、さらに

財政再生基準を上回ると、財政再生計画、旧制度

での財政再建計画に当たる、の策定が義務づけら

れ、その実施状況を毎年度議会に報告し、公表す

るとともに、財政運営が計画的に適合しないと認

められた場合においては、予算の変更などの勧告

が行われ、国の管理下において厳しい財政運営を

強いられることになります。 

 本市の平成２１年度決算における各比率は、前

年度同様いずれの指標も早期健全化基準を下回っ

ている状況であります。 

 しかしながら、今後実質公債費比率について

は、一般会計における公債費の増加とともに、特

別会計への繰出金のうち、元利償還の財源に充て

たと認められる額の増大などにより上昇し、将来

負担比率についても、特別会計などへの地方債の

元金償還に充てる一般会計などからの繰り出し見

込み額や充当可能基金の減少などにより大幅に上

昇することも見込まれ、財政全般にわたる慎重な

運営が求められます。 

 次に、主要な施策の成果について、その総括と

主要な施策単位ごとに概略を申し上げます。 

 資料は２ページからになります。 

 平成２０年９月のリーマン・ショック以降の景

気後退、雇用情勢の悪化、農林水産業の長引く低

迷などにより市税収入は減少したものの、国の緊

急的な経済対策による国庫支出金などの増額と平

成２０年１２月に策定された生活防衛のための緊

急対策に基づき、地方交付税が１兆円増額とな

り、地域雇用創出推進費として、地域の知恵を生
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かした事業を推進し、地域の雇用を創出するた

め、雇用情勢や経済、財政状況の厳しい地域に重

点的に配分されたことによって増額となり、歳入

総額は対前年度と比較して増加をいたしました。 

 一方、歳出においては、予算編成では、行政評

価システムを導入して人件費、経常経費の削減や

普通建設事業費の削減など事務事業全般にわたり

徹底した歳出の見直し、各種施策の優先順位につ

いての厳しい選択と必要事業への重点的、効率的

な配分を行いましたが、平成２０年度において、

金融・経済危機による急激な景気後退を受けての

緊急対策として、地方公共団体支援対策として、

地域活性化に資するきめ細かなインフラ整備など

を進めるための地域活性化・生活対策臨時交付金

や定額給付金が交付され、地域の活性化や雇用維

持・創出、中小企業の受注に配慮した事業を繰越

事業として実施いたしました。 

 また、平成２１年度第１次補正予算により地方

公共団体が経済危機対策（平成２１年４月１０日

「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済

危機対策閣僚会議合同会議決定）と歩調を合わせ

て地球温暖化対策、少子・高齢化社会への対応、

安全・安心の実現、その他将来に向けたきめ細か

な事業を積極的に実施できるよう地域活性化・経

済危機対策臨時交付金が交付されたことにより、

歳出は対前年度と比較して大幅に増加をいたしま

した。 

 なお、平成２１年９月の自民党から民主党への

政権交代により、平成２１年度第１次補正予算の

執行の見直しで、一部執行が停止されましたが、

経済危機対策における公共事業などの追加に伴う

地方負担の軽減を図り、地方公共団体が国の施策

と歩調を合わせて、地域における公共投資を円滑

にすることができるよう補正予算債による対応に

加え、各地方公共団体の負担金などに応じて配分

する地域活性化・公共投資臨時交付金が交付さ

れ、さらに、平成２１年度第２次補正予算で、明

日の安心と成長のための緊急経済対策、平成２１

年１２月８日閣議決定において、電線の地中化、

都市部の緑化など地方公共団体によるきめ細かな

インフラ整備などを実施することとされたことを

踏まえ、地域活性化・きめ細かな臨時交付金が交

付されましたが、予算成立時期がその多くは繰越

事業として平成２２年度において執行することに

なりました。 

 本年度の主な事業として、平成２３年４月を目

指す庁舎建設事業においては、７月に中央公民館

の解体工事に着手し、９月に実施設計が完了し、

１１月から本体工事に着手をいたしました。 

 また、２０１１年７月で終了するアナログテレ

ビ放送からデジタル化への対応及び通信格差の解

消を図るためのＣＡＴＶ整備事業においては、平

成２０年度に整備した宇和町と野村町（惣川、大

野ケ原地区は除く）の残りの地区、明浜町全域、

三瓶町の中心部の伝送路敷設工事及び明浜サブセ

ンター施設整備工事に着手し事業推進を図りまし

た。 

 教育施設の整備では、昨年度から取り組んでい

る宇和中学校体育館の改築、小・中学校などの耐

震診断などにより安全で豊かな教育環境づくりに

努めました。 

 さらに、現下の厳しい地域経済、雇用失業情勢

にかんがみ、地方公共団体が雇用創出につながる

地域の実情に応じた事業を実施することができる

よう、地方交付税算定の中に地域雇用創出推進費

が創設されたことに対応し、地域経済の活性化や

雇用の維持・創出に努めるための地域雇用創出推

進事業を実施いたしました。 

 しかしながら、これら一連の景気対策は、緊急

避難的、一時的な措置ととらえられており、その

負担は将来のさらなる財政悪化につながることか

ら、国の経済財政運営と構造改革に関する基本方

針２００６で示された２０１１年度までの歳出歳

入一体改革が引き続き進められることが見込まれ

ます。今後社会保障費、公債費、繰出金などが増

加するとともに、合併に伴う財政的支援措置が

徐々になくなり、厳しい財政運営となることが想

定されますが、限られた財源を有効に活用するた

め行財政のスリム化と効率化に積極的に取り組

み、健全財政に努め、継続可能な財政基盤を確立

することが急務となっております。 

 なお、主要な施策の成果の概要につきまして

は、成果報告書１３ページから２０ページに記載

しておりますので、お目通しをいただきたいと思

います。 

 以上、主要な部分のみをご説明申し上げました

が、詳細につきましては、各常任委員会におきま

して、施策の成果報告に基づき各担当部課長が説

明を行いますので、よろしくご審議の上、ご認定

いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 
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○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程１２） 

○議長 次に、日程第１２、認定第２号「平成２

１年度西予市授産場特別会計歳入歳出決算の認定

について」から認定第１４号「平成２１年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計決算の認定につ

いて」までの１３件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 上甲会計管理者。 

 

○上甲会計管理者 それでは、平成２１年度西予

市特別会計の決算についてご説明を申し上げま

す。 

 公営企業を除く特別会計全体の歳入決算額は１

３３億７，５４８万８，０００円、歳出決算額が

１３２億３，４７２万円、歳入歳出差し引き額は

１億４，０７６万８，０００円となり、繰越財源

４９３万３，０００円を差し引いた実質収支は１

億３，５８３万５，０００円の黒字決算となって

おります。 

 それでは、会計別にご説明をさせていただきま

す。 

 まず、認定第２号「平成２１年度西予市授産場

特別会計歳入歳出決算の認定について」ご説明を

申し上げます。 

 資料は２９０ページからになります。 

 授産場特別会計は、歳入歳出総額ともに１，７

７９万円で、前年度と比較いたしましてそれぞれ

２１万５，０００円の増となり、形式収支、実質

収支ともに０円であります。 

 なお、手袋加工賃などの事業収入については６

２０万７，０００円で、前年度と比較いたしまし

て３８万８，０００円の増、６．７％の増収とな

りました。 

 次に、認定第３号「平成２１年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」ご説明を申し上げます。 

 資料は２９３ページからになります。 

 住宅新築資金等貸付事業特別会計は、歳入歳出

総額ともに１，５６９万５，０００円であり、前

年度と比較いたしまして１９７万７，０００円の

増となり、形式収支、実質収支ともに０円でござ

います。 

 次に、認定第４号「平成２１年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明を申し上げます。 

 資料は２９５ページからになります。 

 育英会奨学資金貸付特別会計は、歳入総額７，

６５１万４，０００円、前年度と比較いたしまし

て１，００２万９，０００円、１５％の増、歳出

総額４，１１９万４，０００円で、前年度と比較

いたしまして４７４万１，０００円、１０．３％

の減となり、形式収支、実質収支ともに３，５３

２万円を計上しております。 

 なお、２１年度貸付者は、継続７４名、新規３

８名で、貸付総額は４，１０１万円、償還者は３

２３名で、償還総額は５，５９６万４，０００円

となりました。 

 続きまして、認定第５号「平成２１年度西予市

国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明を申し上げます。 

 資料は２９７ページからになります。 

 まず、国民健康保険特別会計事業勘定は、歳入

総額が５７億４，２８９万６，０００円、歳出総

額は５７億４，０２６万９，０００円となり、形

式収支、実質収支ともに２６２万７，０００円と

なっておりますが、２２年度以降、前期高齢者交

付金などの精算が開始されるため、厳しい財政状

況になると予想されます。今後も健全な財政運営

のための保険税収入の確保対策や西予市健康づく

り計画２０１４の実践により医療費の適正化に努

めてまいります。 

 次に、診療所施設勘定について診療所別にご説

明を申し上げます。 

 資料は３０３ページからになりますが、３０５

ページをお開きください。 

 俵津診療所勘定では、歳入総額６，６１５万

３，０００円、歳出総額６，６０７万７，０００

円となり、形式収支、実質収支ともに７万６，０

００円となっております。 

 狩江診療所勘定では、歳入総額が６，５１８万

３，０００円、歳出総額が６，５１１万９，００

０円となり、形式収支、実質収支ともに６万４，

０００円となっております。 

 高山診療所施設勘定では、歳入総額９，６８５

万２，０００円、歳出総額９，６７５万４，００

０円となり、形式収支、実質収支ともに９万８，

０００円となっております。 

 田之浜診療所施設勘定では、歳入総額１，６９

０万３，０００円、歳出総額１，５７２万１，０
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００円となり、形式収支、実質収支ともに１１８

万２，０００円となっております。 

 惣川診療所施設勘定では、歳入総額が１，２４

４万円、歳出総額１，２４０万２，０００円とな

り、形式収支、実質収支ともに３万８，０００円

となっております。 

 土居診療所施設勘定では、歳入総額１億２，９

５８万８，０００円、歳出総額１億２，９５５万

９，０００円となり、形式収支、実質収支ともに

２万９，０００円となっております。 

 杉之瀬出張診療所施設勘定では、歳入総額が７

７３万円、歳出総額が７１１万８，０００円とな

り、形式収支、実質収支ともに６１万２，０００

円となっております。 

 遊子川出張診療所施設勘定では、歳入総額４９

２万９，０００円、歳出総額４０９万５，０００

円となり、形式収支、実質収支ともに８３万４，

０００円となっております。 

 二及診療所施設勘定では、歳入総額が７，９９

４万４，０００円、歳出総額が７，６０４万１，

０００円となり、形式収支、実質収支ともに３９

０万３，０００円となっております。 

 周木診療所施設勘定では、歳入総額が４，８３

５万７，０００円、歳出総額４，４９９万３，０

００円となり、形式収支、実質収支ともに３３６

万４，０００円となっております。 

 １０の診療所を合計いたしまして、歳入合計が

５億２，８０７万９，０００円、歳出総額５億

１，７８７万９，０００円となりまして、形式収

支、実質収支ともに１，０２０万円となっており

ますが、歳入総額から一般会計繰入金、前年度繰

越金を除きますと１億１００万８，０００円の赤

字となっております。今後も一般会計繰入金の削

減を図るため、診療所再編の検討や医薬材料など

の一括購入による経費削減に努め、地域になくて

はならない診療所づくりに努めてまいります。 

 次に、認定第６号「平成２１年度西予市老人保

健特別会計歳入歳出決算の認定について」ご説明

を申し上げます。 

 資料は３１６ページからになります。 

 歳入歳出総額ともに２，３９９万５，０００

円、前年度と比較いたしましてそれぞれ５億６，

３１０万９，０００円、９５．９％の減となり、

形式収支、実質収支ともに０円であります。 

 これは、平成２０年４月から老人保健にかわり

後期高齢者医療制度が始まったことにより、平成

２０年３月診療分までの月おくれ、過誤、再請求

などの実績に伴うものでございます。 

 歳入につきましては、支払基金交付金、国庫支

出金及び県支出金が０円、市の負担分である繰入

金が３７４万２，０００円の減で１，８８６万

４，０００円、前年度繰越金が２，０００円、そ

の他の収入が５１２万９，０００円となりまし

た。 

 なお、その他の収入の内容につきましては、主

に交通事故などの損害賠償請求により第三者納付

金などとなっております。 

 歳出につきましては、その他の支出が２，３５

７万６，０００円となり、歳出全体の９８．３％

を占め、歳出のほとんどが医療費実績の確定に伴

う支払基金償還金、国庫補助金の返還金になりま

す。 

 それ以外には、総務費が３６万１，０００円、

医療諸費の支出が５万８，０００円となりまし

た。 

 次に、認定第７号「平成２１年度西予市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」

ご説明を申し上げます。 

 資料は３１９ページからになります。 

 歳入総額５億５，９３０万２，０００円で、前

年度と比較いたしまして１，４５８万８，０００

円、２．７％の増、歳出総額が５億５，５８８万

４，０００円で、前年度と比較して２，４９１万

４，０００円、４．７％の増となりまして、形式

収支、実質収支ともに３４１万８，０００円の黒

字額を計上しております。 

 歳入につきましては、被保険者の保険料が３億

８３万７，０００円、繰入金２億３，３０３万

５，０００円、うち１億７，８８６万４，０００

円は保険料軽減措置に伴う保険基盤安定分で、

５，４１７万１，０００円が事務費と愛媛県後期

高齢者医療広域連合の共通経費分です。 

 諸収入の１，１６８万６，０００円は、後期高

齢者医療保険審査の受託収入が主なものでござい

ます。 

 歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合

負担金４億９，６７９万８，０００円となり、歳

出全体の８９．４％を占め、歳出のほとんどが前

年度繰越金の確定に伴う保険料、保険基盤安定

分、広域連合の共通経費となっております。 
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 その他総務費４，７０２万２，０００円、保険

事業費１，２０６万１，０００円となっておりま

す。 

 次に、認定第８号「平成２１年度西予市介護保

険特別会計歳入歳出決算の認定について」ご説明

を申し上げます。 

 資料は３２１ページからになります。 

 介護保険特別会計事業勘定は、歳入総額が４６

億５，４２５万４，０００円で、前年度と比較い

たしまして１億４，１７６万６，０００円の増、

歳出総額は４６億１，２２０万８，０００円で、

前年度と比較いたしまして１億３，６４９万６，

０００円の増となりまして、形式収支、実質収支

ともに４，２０４万６，０００円を計上しており

ます。今後も被保険者の心身の状況、その置かれ

ている環境などに応じて被保険者の選択に基づ

き、適切な保健医療サービス及び福祉サービス

が、多様な事業者または施設から総合的かつ効率

的に提供されるよう配慮し、介護保険の健全かつ

安定した運営を図ってまいります。 

 次に、認定第９号「平成２１年度西予市農業集

落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明を申し上げます。 

 資料は３３０ページからになります。 

 農業集落排水事業特別会計における歳入総額は

６億７，７８７万円で、前年度と比較いたしまし

て２億１，２０８万８，０００円、２３．８％の

減、歳出総額が６億６，９０３万５，０００円

で、前年度と比較して２億１，１７６万５，００

０円、２４．０％の減となり、形式収支、実質収

支ともに８８３万５，０００円を計上いたしてお

ります。本事業につきましては、現在市内９地区

が全面供用開始をしており、総排水区域面積３９

３ヘクタール、総排水人口が６，１９０人、年間

総処理水５５万３，６１６立方メートルの規模で

汚水処理を行っております。 

 平成２１年度における施工内容は、多田地区に

おいては、管路施設整備６７．６メートル、真空

ステーション１カ所、明間地区においては、管路

延長１，３４８．５メートル、中継ポンプ７基、

終末処理施設建築の工事をそれぞれ実施をしてお

ります。今後の予定といたしましては、平成２３

年度に明間処理区において全面供用開始を目標に

施設整備を進めてまいります。 

 次に、認定第１０号「平成２１年度西予市公共

下水事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

ご説明を申し上げます。 

 資料は３３７ページからになります。 

 公共下水道事業特別会計は、歳入総額が８億

１，０９０万９，０００円で、前年度と比較いた

しまして２億８８８万３，０００円、２０．５％

の減、歳出総額８億２３０万５，０００円で、前

年度と比較して２億４００万５，０００円、２

０．３％の減となり、形式収支は８６０万４，０

００円の黒字となり、実質収支においても３８４

万４，０００円の黒字額を計上いたしておりま

す。 

 事業内容につきましては、宇和処理区、野村処

理区ともに供用開始をしており、順次拡張区域の

整備を鋭意進めているところでございます。 

 以上、西予市簡易水道事業特別会計を除く平成

２１年度西予市各特別会計歳入歳出決算につきま

して説明をさせていただきました。大まかな説明

になりましたが、詳細につきましては、各常任委

員会におきまして、各担当部課長が説明を行いま

すので、よろしくご審議をいただき、ご認定いた

だきますようにお願いを申し上げます。 

○議長 九鬼公営企業部長。 

○九鬼公営企業部長 認定第１１号「平成２１年

度西予市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 ただいまごらんになっていただいておりました

資料の３２５ページからになります。 

 西予市簡易水道事業特別会計は、歳入総額が２

億６，８１８万４，０００円で、主な収入といた

しましては、給水収入１億１，６５５万８，００

０円、分担金及び負担金１，７６４万３，０００

円、繰入金８，０４５万１，０００円のほか、市

債借入金３，１６０万円などでございます。 

 歳出総額は２億３，８４６万６，０００円で、

主な支出といたしましては、総務管理費で、施設

の維持管理に係る経費が主でありますが、そのほ

か中山間事業の負担金１，５８２万１，０００

円、施設整備事業費の工事請負費４，４１４万

７，０００円、公債費の元金償還金４，２９６万

７，０００円、利子償還金１，８８２万７，００

０円などであり、形式収支は２，９７１万８，０

００円の黒字となり、翌年度に繰り越すべき財源

１７万３，０００円を差し引いた実質収支におい

ても２，９５４万５，０００円の黒字額を計上い
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たしております。 

 以上であります。 

 次に、認定第１２号「平成２１年度西予市上水

道事業会計決算の認定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 これからは公営企業会計の決算書、別冊になっ

ておりますが、よろしくお願いします。 

 まず、公営企業会計決算書の１８ページをお開

きください。 

 まず、平成２１年度の西予市上水道事業の連結

決算における概要を報告いたします。 

 営業収益につきましては、少子・高齢化に伴い

ます人口の自然減少によりまして給水量、給水収

益は年々減少する傾向にあります。 

 また、野村及び三瓶上水道におきまして、平成

２１年１０月分から毎月検針から２カ月に１回の

隔月検針へ移行したことに伴いまして調定月が１

カ月先送りとなり、１１カ月分の給水収益であっ

たことが減収の要因となっております。 

 さらに、生活環境が節水型へ移行しているとい

うことも使用料の減少に影響し、減収の一因と推

測しております。 

 経常利益につきましては、給水収益は減少しま

したが、営業外収益及び費用におきまして、民間

による住宅事業が展開され、新規水道加入金が増

収となり、また平成２０年度に企業債の補償金免

除を繰上償還を実施し、低利率に借りかえたこと

によりまして、支払い利息が減少したこと等によ

り、前年度比４．５％増の増益となっておりま

す。 

 次に、イの業務量でありますが、給水人口は前

年度から２７４人減の３万２６２人、有収水量は

は前年度比４．８％減の約３１８万７，０００立

米となりました。 

 次に、収益的収入及び支出の決算額についてご

説明をいたします。 

 ４ページの決算書をごらんいただきたいと思い

ます。 

 収入の水道事業収益は６億６９万６，８８２

円、一方、支出の水道事業費用は５億４，８０９

万７，５３９円となり、前年度と比較しまして、

収益は２．９％の減、費用は３．９％の減となっ

ております。 

 なお、これらは消費税込みの金額であります。 

 これらを８ページの損益計算書で見てみます

と、１の営業収益は５億４，８７２万２，９１８

円、このうち給水収益は前年度比４．１％減の５

億４，０９９万９，７００円となっております。 

 それに対します２の営業費用は４億８，５８２

万１，７０７円であり、前年度比０．１％の減少

となりました。 

 支出の主な内容としましては、人件費、材料

費、修繕費、動力費等でございますが、約６，５

００万円を南予水道企業団への受水費として支出

しております。これにより差し引きの営業利益は

６，２９０万１，２１１円となりました。 

 次に、３の営業外収益は、水道加入金など２，

４９４万９，６０６円で、うち１１９万９，２６

９円が一般会計からの補助金であります。 

 また、４の営業外費用は４，１６５万９，５１

８円は、企業債の支払い利息として支出しており

ます。 

 以上によりまして、経常利益は前年度比５．

０％増の４，６１９万１，２９９円、当年度純利

益は前年度比４．５％増の４，５３０万７，２１

７円となり、また当年度末の未処分の利益剰余金

が４億５，０８１万４，７８８円となっておりま

す。 

 なお、積立金等と合わせました利益剰余金合計

は約８億円となりました。 

 次に、資本的収入及び支出についてご説明をい

たします。 

 ６ページにお返りをいただきたいと思います。 

 資本的収入につきましては、税込み収入総額

３，４１７万９，９６８円となっております。そ

の主なものは、工事負担金１，１８３万３，５０

０円、一般会計繰入金２，２３４万６，４６８円

であります。 

 次に、資本的支出につきましては、税込み支出

総額２億５，２５４万６２３円で、建設改良費と

して１億５，９４０万８，３００円を支出してお

ります。この建設改良の主なものは、田之浜中田

地区配水管新設工事、久枝２区の配水管布設がえ

工事、野村第１浄水場改良工事、垣生国道３７８

号拡幅に伴う配水管布設がえ工事等であります。 

 また、企業債償還元金として９，３１３万２，

３２３円を支出しています。資本的収入額が資本

的支出に不足する額２億１，８３６万６５５円

は、過年度及び当年度の損益勘定留保資金、建設

改良積立金、減債積立金等により補てんをいたし



－30－ 

ました。 

 なお、３７ページからは各水道事業ごとの決算

資料を掲載しておりますので、ご参照願います。 

 また、上水道事業におきましては、水道料金等

の平準化が喫緊の課題でありまして、暮らしに大

切な命の水を安定的に供給できる事業経営の統合

に向けまして、サービスの向上とともに企業とし

ての健全経営になお一層努めてまいりたいと考え

ております。よろしくお願いします。 

 続きまして、認定第１３号「平成２１年度西予

市病院事業会計決算認定について」提案理由のご

説明を申し上げます。 

 同じく９４ページをお願いいたします。 

 まず、病院事業の概況を報告いたします。 

 平成２１年度におきましては、国の財政措置が

見直されたり、公営企業法の基準原則を堅持する

ことにより経営の健全化が促されまして、費用等

の節減にも努めた結果、宇和・野村両病院とも経

常収益を計上することができ、公立病院では数少

ない黒字決算となりました。 

 宇和病院におきましては、４月から内科医１名

が増員となったことから、入院においては、延べ

患者数、収益とも増加となっております。医業収

益は、対前年度比６，２２２万１，０００円の増

収となり、１０対１の入院基本料の堅持、経費削

減に努めた結果、経常利益は２００万７，０００

円となりました。 

 次に、野村病院においても実質的な医師数が１

名増となっており、医業収益は対前年度比４，６

６６万８，０００円の増収、経常利益は１億８３

４万円となりました。 

 また、野村病院におきましては、平成２１年５

月から地域医療学講座として、愛媛大学医学部学

生による実地研修が始まり、６８名の学生が野村

病院での研修を行いました。 

 イの業務量ですが、宇和病院では、年間延べ入

院患者数３万３，２９４人、外来延べ患者数３万

５，２９９人、野村病院では、年間延べ入院患者

数３万６，３９１人、外来延べ患者数６万７，８

５０人となっています。 

 次に、決算額について報告をいたします。 

 ８２ページ、８３ページへお返りをいただきま

す。 

 この表は、宇和病院と野村病院の連結決算によ

る報告で、消費税を含む額でございます。 

 まず、１の収益的収入及び支出につき、収入の

病院事業収益の決算額は２８億７，７３１万９，

８５４円となり、前年度と比較して６．１％増収

となりました。 

 一方、支出では、病院事業費用が２７億６，７

１７万４，４２８円となり、前年度対比で１．

３％の増額となっております。 

 次のページに移りまして、２の資本的収入及び

支出でありますが、収入の資本的収入は８，１３

３万１，６７６円で、そのうち６，１５３万１，

６７６円が建設改良に伴う一般会計出資金であり

ます。 

 支出でございますが、第１項の建設改良費につ

きましては、老朽化した医療機器の更新や電子化

の推進に努め、宇和病院では、超音波画像診断装

置、個人用透析装置など、野村病院では、医療画

像管理システム、入院注射３点実施システムなど

の購入を行いました。 

 第２項は、建物、医療機器等の企業債償還金で

あります。建設改良費及び企業債償還金と合わせ

た決算額は１億９，９２４万６，１４３円となり

ました。これによりまして資本的収入額が資本的

支出額に不足する１億１，７９１万４，４６７円

につきましては、過年度及び当年度の損益勘定留

保資金で補てんをいたしました。 

 そのほか８６ページには損益計算書を初め貸借

対照表、さらには、１１３ページから宇和・野村

病院ごとの決算資料を掲載しておりますので、ご

参照をお願いします。 

 続きまして、認定第１４号「平成２１年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計決算の認定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 同じく企業会計決算書１４４ページをお開きく

ださい。 

 まず、１の収益的収入及び支出についてご説明

をいたします。 

 収入の施設事業収益の決算額は４億１，５９３

万８，０１１円となり、前年度と比較して７％、

約２，９２０万円の増収となり、一方支出の施設

事業費用の決算額は４億２，３６３万９，１５４

円で、前年度と比較して６．２％、約２，４５０

万円の増となりました。 

 次のページ、２の資本的収入及び支出でありま

すが、資本的収入は、地域活性化・経済危機対策

臨時交付金で１，２９０万６，３４８円となり、
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資本的支出につきましては、企業債償還元金のほ

かナースコール、電話設備改修工事等で、決算額

は４，５９８万２，００８円となりました。支出

に対する不足額につきましては、過年度分の損益

勘定留保資金で補てんをいたしました。 

 それでは、１４８ページの損益計算書でご説明

をいたします。 

 １の施設運営事業収益は、介護給付費が主であ

りまして４億７１万２，２４８円、それに対しま

す２の施設運営事業費用では、その主なものは給

与費で、全体の７８％を占めています。特に対前

年度比増額となったものは、臨時職賃金や退職手

当組合負担金等であります。総額で４億２５３万

３５３円となり、差し引き営業損失は１８１万

８，１０５円となりました。 

 また、３の施設運営事業外収益は、市からの繰

入金など１，４８３万１６３円で、４の施設運営

事業外費用は、企業債償還利息及び雑支出など

２，１４１万８，０４６円となり、経常損失及び

当年度純損失が８４０万５，９８３円となりまし

た。 

 なお、前年度までの繰越欠損金と合わせた当年

度末の未処理欠損金は４，２０４万６，７３５円

となります。これに伴います事業の概要、そのほ

か１５３ページからの貸借対照表、そのほか事業

報告書を参照お願いします。 

 以上、４認定案件、よろしくご審議を賜り、ご

認定くださいますようにお願いを申し上げます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午後２

時１４分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後２時３

０分） 

 ただいま議題となっております認定第１号から

認定第１４号までの監査報告を求めます。 

 正司代表監査委員。 

 

○正司監査委員 決算審査意見についてご報告い

たします。 

 市長から、平成２２年７月７日付で地方自治法

第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定に

より審査に付された平成２１年度西予市一般会

計、特別会計及び西予市基金運用状況並びに平成

２２年６月１６日付で地方公営企業法第３０条第

２項の規定により審査に付された平成２１年度西

予市企業会計の決算について慎重に審査し、監査

委員は去る８月３０日に三好市長に対し、一般会

計決算、特別会計決算及び基金運用状況並びに西

予市企業会計決算の審査結果について意見書を提

出したところでございます。 

 以下、その結果につきましてご報告いたしま

す。 

 お手元の平成２１年度西予市一般会計及び特別

会計決算審査意見書の表紙をめくっていただきま

すと、平成２２年８月３０日付、西予監発第５６

号。 

 西予市長三好幹二殿。 

 西予市監査委員正司哲浩、同嶋川武文。 

 平成２１年度西予市一般会計及び特別会計決算

審査並びに基金運用状況審査意見の提出につい

て。 

 地方自治法第２３３条第２項及び２４１条第５

項の規定により審査に付された平成２１年度西予

市一般会計、特別会計歳入歳出決算及び証拠書

類、その他政令で定められた書類並びに平成２１

年度西予市基金運用状況ついて審査したので、そ

の結果について次のとおり意見を提出する。 

 次に、１ページをお開きください。 

 平成２１年度西予市各会計決算審査意見。 

 第１、審査の対象。平成２１年度西予市一般会

計歳入歳出決算及び平成２１年度西予市授産場特

別会計外９特別会計歳入歳出決算であります。 

 第２、審査の期間。平成２２年７月１３日から

平成２２年８月１０日までの間実施をいたしまし

た。 

 第３、審査方法。審査に当たっては、市長から

提出されました一般会計と特別会計歳入歳出決算

書、その他政令で定められた書類について、関係

諸帳簿及び証拠書類を照合し、計数の正確性、予

算の執行状況の適否及び遺漏がないかについて審

査をいたしました。 

 第４、審査の結果。審査に付された一般会計並

びに特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事

項別明細書及び実質収支に関する調書の計数につ

いて、関係諸帳簿及び証拠書類と照合を行いまし

た。その結果、適正に執行されていると認められ

ました。 

 なお、各会計の決算審査の状況及び意見は、２

ページ以下に記載をしておりますので、お目通し

をいただきたいと思います。詳細の説明は省略さ
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せていただきます。 

 次に、３５ページをお開きください。 

 決算審査の概要です。 

 決算の審査結果は、一般会計の歳入決算額２９

０億８，２６１万９，０００円に対して歳出決算

額は２８４億４，８８９万２，０００円で、５町

が合併して毎年減少していた決算額は、地方特例

交付金や地方交付税の増及び国県支出金の大幅増

により、ともに当年度は増加に転じています。特

別会計合計では、歳入決算額１３３億７，５４８

万９，０００円に対し歳出決算額は１３２億３，

４７２万円となっており、前年度に比べ歳入で１

４億９，５３０万２，０００円、歳出で１３億

９，３９８万３，０００円、それぞれ減少してお

ります。 

 決算に係る審査の結果につきましては、それぞ

れ予算の目的に沿って適正に執行されていると認

められました。 

 なお、今後の対応や検討課題の概要について申

し上げますと、３ページの財政指標等状況でも明

らかなように、普通会計における公債費負担比率

は１８．９％、経常収支比率は８９．７％で年々

改善はされているものの、ともに高比率で推移し

ており、予算編成に当たっては、慎重に対処すべ

きであると考えます。 

 ２、農林水産業費、土木費等については、翌年

度繰越額が大幅に増加しております。事業予算の

執行並びに進捗状況の管理については、今後十分

に注意し、適切に対応していただくよう要望いた

します。 

 ３、国民健康保険特別会計診療施設につきまし

ては、西予市全体の医療体制を考える中で、診療

所のあり方について、地域の実情も踏まえ、総合

的に検討していただきたいと考えます。 

 ４、例年発生している収入未済額、滞納金等に

つきましては、関係職員の努力により減少傾向に

ありますが、一般会計及び特別会計を合わせると

およそ４億円に達しており、依然として高額で推

移しております。公平確保の観点から、悪質滞納

者には法的措置を講ずるなど、未収金対策と収納

率向上に引き続き積極的に取り組むべきと考えま

す。 

 ５、財産に関する調書について、有価証券、出

資金及び出捐金については、前年度の株券の指摘

事項を踏まえて改善されており、適正に管理され

ております。今後ともその取り扱い及び管理には

十分注意して対処いただきたいと考えます。 

 基金につきましては、安全性を重視した適正な

管理運用がなされております。一昨年の決算分か

ら地方財政健全化法に基づく健全化比率の公表が

始まっており、また自治体の会計に民間企業の手

法を取り入れた地方公会計改革をも進んでおりま

す。これらの制度は、財務報告の信頼性の向上と

財政状態を正確に把握するためには不可欠なもの

であり、当市においても、今後その内容の精度を

高めていく必要があります。景気低迷が続く昨

今、西予市を取り巻く環境も厳しいことから、常

に危機意識を持ち、最少経費で最大効果が得られ

るよう、効率的で健全な行財政運営に一層努めて

いただきたいと考えます。 

 以上、一般会計、特別会計財産に関する調書、

基金運用状況の審査結果報告とさせていただきま

す。 

 次に、お手元の平成２１年度西予市公営企業会

計決算審査意見書の表紙をお開きください。 

 平成２２年８月３０日付、西予監発第５７号。 

 西予市長三好幹二殿。 

 西予市監査委員正司哲浩、同嶋川武文。 

 平成２１年度西予市公営企業会計決算審査意見

の提出について。 

 地方公営企業法第３０条第２項の規定により審

査に付された平成２１年度公営企業会計、西予市

上水道事業会計、西予市病院事業会計、西予市野

村介護老人保健施設事業会計の決算及び関係資料

を審査した結果について次のとおり意見を提出す

る。 

 １ページをお開きください。 

 平成２１年度西予市公営企業会計決算審査意

見。 

 １、審査の対象。平成２１年度西予市上水道企

業会計決算、平成２１年度西予市病院事業会計決

算、平成２１年度西予市野村介護老人保健施設事

業会計決算の３会計であります。 

 ２、審査の期間。平成２２年６月２２日から平

成２２年７月２１日までの間実施いたしました。 

 ３、審査の方法。審査に当たっては、３事業会

計の決算報告書、財務諸表及び決算附属書類が、

地方公営企業法、その他関係法令の規定に従って

作成されているか。また、これらのケース、経営

成績及び財政状況が適正に表示されているかにつ
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いて関係諸帳簿により確認いたしました。 

 あわせて、当該事業が公共の福祉を増進し、経

済性を発揮して合理的に運営されているかについ

ても必要に応じ関係職員から事情聴取して審査を

行いました。 

 ４、審査の結果。審査に付された決算報告書、

財務諸表及び決算附属書類は、いずれも地方公営

企業法、その他関係法令に基づいて作成されてお

り、関係諸帳簿に基づいて確認した結果、その計

数は正確であり、経営成績及び財政状況が適正に

表示されていると認められました。 

 なお、各会計の決算審査の状況及び意見は、２

ページ以下に記載しておりますので、お目通しを

いただきたいと存じます。詳細説明は省略させて

いただきます。 

次に、２０ページをお開きください。 

 平成２１年度の上水道事業会計の決算審査の概

要です。 

 １、業務実績。年間総配水量は４００万６，６

３１立方メートルで、前年度に比べ２１万９，６

１３立方メートルの大幅な減少、年間総有収水量

は３１８万７，７５７立方メートルで、前年度に

比べ１５万９，０５８立方メートル減少し、６年

連続の減少となっております。年間有収水率は７

９．６％と前年度に比べ０．４ポイント上昇し、

横ばい状況となっております。 

 ２、予算の執行状況。税込みの収益的収入は、

予算額６億８５３万３，０００円に対し決算額６

億６９万７，０００円で、執行率は９８．７％、

税込みの収益的支出は、予算額６億７８９万４，

０００円に対し決算額５億４，８０９万８，００

０円で、執行率は９０．２％となっており、収益

的支出の執行率が収益的収入の執行率を８．５ポ

イント下回り、利益が向上していると言えます。 

 ３、経営状況。上水道事業の総収益は５億７，

３６７万７，０００円で、前年度に比べ１，７４

２万７，０００円、総費用は５億２，８３７万円

で、前年度に比べ１，９３９万６，０００円それ

ぞれ減少し、当年度の純利益は４，５３０万７，

０００円と費用の減少が収益の減少を上回ったこ

とから増益となっております。総収益減収の主な

原因は、指針の統一化を図るため、野村及び三瓶

の各水道事業体が毎月検針から２カ月に１回の隔

月検針へ移行したため、収益計上が１カ月先送り

となり、１１カ月分の収益であったことが上げら

れます。 

 このほか各上水道事業体は、新設及び改良工事

を実施し、市民の衛生環境の向上と安全で良質な

水の安全供給に成果を上げておられます。 

 上水道事業の経営の健全化を図るため、各水道

事業体でまちまちである水道加入料金、使用料

金、個人負担金等について、西予市水道ビジョン

に基づいて計画的な検討が進んでおりますが、貯

蔵品の取り扱いにつきましては、昨年も指摘いた

しましたが、対応の不十分な事業体もあり、改善

を進めていく必要があると考えます。 

 なお、水道料金の未収入金につきましては、西

予市水道料金徴収事務取扱要領に基づいて徴収さ

れ、収納率が向上していることを申し添えます。 

 次に、３７ページをお開きください。 

 平成２１年度の病院事業会計の決算審査の概要

です。 

 １、業務実績。医師は、宇和病院及び野村病院

ともに内科医が１名増加いたしましたが、依然と

して定数不足の状態は続いております。両病院の

内科医の増加に伴って入院患者数は６万９，６８

５人と前年に比べ２，６４０人増加、外来は脳外

科外来の休診、小児科の休診等により１０万３，

１４９人と前年に比べ４，４２８人減少したこと

から、西予市病院全体の総患者数は１７万２，８

３４人と前年度に比べ１，７８８人の微減となっ

ております。 

 ２、予算の執行状況。税込みの収益的収入は、

予算額３０億１，７５２万５，０００円に対し決

算額２８億７，７３２円で、執行率は９５．

４％、税込みの収益的支出は、予算額３０億７，

００１万８，０００円に対し決算額２７億６，７

１７万４，０００円で、執行率は９０．１％とな

っており、収益的支出の執行率が収益的収入の執

行率を５．３ポイント下回り、利益の増加につな

がっております。 

 ３、経営状況。病院事業の総収益は２８億７，

２８０万９，０００円で、前年度に比べ１億６，

４６５万３，０００円と２年連続で増加、総費用

は２７億６，３５４万３，０００円で前年度に比

べ３，４６９万２，０００円増加いたしました

が、総収益の増加が大きかったことから、当年度

の決算は１億９２６万６，０００円の純利益とな

っております。 

 総収益の増加要因は、一般会計補助金及び負担
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金の基準の見直しなどにより、医業外収益が大幅

に増加したものであり、また総費用の増加の主な

ものは、法定福利費の負担率の改定によるものと

なっております。 

 病院の医業収益事業は、医師不足と患者数の減

少で極めて深刻な状況が続いていると言えます。

患者が病院に足を運んで安心して治療に専念でき

るよう医師の確保や地域医療の充実等、病院経営

の長期健全化の確立に今後とも努力していただく

よう要望するものであります。 

 次に、５２ページをお開きください。 

 平成２１年度西予市野村介護老人保健施設つく

し苑事業会計の決算審査の概要です。 

 １、業務実績。当年度の総利用者数は延べ３万

３，８７３名で、１日平均９５．７人の利用で充

足率は９１．０％となっています。これを対応別

で見ますと、入所者数は延べ２万７，６５７人

で、１日平均７５．８人で、充足率は９４．

８％、通所リハビリ数は６，２１６人で、１日平

均１９．９人で、充足率は７９．６％、１日の利

用者は、ほぼ前年並みとなっておりますが、減少

傾向にあります。 

 ２、予算の執行状況。税込みの収益的収入は、

予算額４億３，２０６万７，０００円に対し決算

額４億１，５９３万８，０００円で、執行率は９

６．３％、税込みの収益的支出は、予算額４億

３，２０６万７，０００円に対し決算額４億２，

３６３万９，０００円で、執行率は９８％となっ

ており、収益的支出の執行率が収益的収入の執行

率を１．７ポイント上回り、経費高となっており

ます。 

 ３、経営状況。つくし苑の総収益は４億１，５

５４万２，０００円で、前年度に比べ２，９２６

万４，０００円、総費用は４億２，３９４万８，

０００円で、前年度に比べ２，５０９万円ととも

に増加しております。総収益は介護保険率の改定

及び市からの繰入金で増加したものの、費用面で

法定福利費の負担率改定が大きかったことから、

総費用が総収益を上回り赤字決算となっておりま

す。つくし苑の平均的な入所者数は７６名で、入

所割合は９５％前後で推移しており、ほぼ限界に

達していると言えます。収益面で大きな期待はで

きませんが、さらに利用者数の確保に工夫すると

ともに、経費の節減等、経営基盤の構築に努めて

いただくよう熱望いたします。 

 以上、西予市公営企業会計決算の審査結果報告

とさせていただきます。 

 これで決算審査意見についての報告を終わりま

す。 

 

○議長 以上で監査報告は終わりました。 

  （日程１３） 

○議長 次に、日程第１３、報告第５号「平成２

１年度西予市一般会計継続費精算報告について」

から報告第１７号「西予市ＣＡＴＶ（株）の経営

状況について」までの１３件を一括議題といたし

ます。 

 理事者の説明を求めます。 

 別宮副市長。 

 

○別宮副市長 報告第５号「平成２１年度西予市

一般会計継続費精算報告について」提案理由のご

説明を申し上げます。 

 平成２１年度において仮設庁舎改修事業及び次

世代育成支援地域行動計画策定事業の継続費に係

る継続年度が終了をいたしましたので、地方自治

法施行令第１４５条第２項の規定により継続費精

算書を添えてご報告を申し上げます。 

 続きまして、報告第６号「平成２１年度健全化

判断比率の報告について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

 平成２１年度決算に基づく実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の

健全化判断４比率を算定いたしましたので、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項の規定により監査委員の意見を付しご報告を申

し上げます。 

 続きまして、報告第７号「平成２１年度資金不

足比率の報告について」提案理由の説明を申し上

げます。 

 上水道事業会計、病院事業会計、野村介護老人

保健施設事業会計、簡易水道事業特別会計、農業

集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会

計につきまして、平成２１年度資金不足比率を算

定いたしましたので、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第２２条第１項の規定により監査

委員の意見を付しご報告を申し上げます。 

 続きまして、報告第８号「財団法人宇和町住宅

協会の経営状況について」、報告第９号「西予市

土地開発公社の経営状況について」、報告第１０
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号「株式会社野村地域振興センターの経営状況に

ついて」、報告第１１号「株式会社エフシーの経

営状況について」、報告第１２号「株式会社城川

開発公社の経営状況について」、報告第１３号

「株式会社どんぶり館の経営状況について」、報

告第１４号「あけはまシーサイドサンパーク株式

会社の経営状況について」、報告第１５号「株式

会社グリーンヒルの経営状況について」、報告第

１６号「財団法人宇和文化会館の経営状況につい

て」、報告第１７号「西予ＣＡＴＶ（株）の経営

状況について」一括して提案理由のご説明を申し

上げます。 

 地方自治法第２２１条第３項の規定する市の出

資比率が５０％以上の法人等については、同法第

２４３条の３第２項の規定により、毎事業年度に

法人の経営状況を説明する書類を作成し、議会に

提出することが義務づけられており、本議会に１

１法人の平成２１年度経営状況について報告をす

るものであります。 

 各法人の経営状況の詳細につきましては、担当

各部長のほうから説明を申し上げますので、よろ

しくお願いを申し上げます。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 報告第８号「財団法人宇和

町住宅協会の経営状況について」説明をさせてい

ただきます。 

 平成２１年度財団法人宇和町住宅協会の事業

は、みどり団地２期宅地を平成１５年から平成２

１年に継続して販売いたしました。全５３区画の

うち、平成１５年度に宇和町住宅産業連合会加盟

業者に住宅フェア用地として９区画、個人へ１２

区画、１６年度は３区画、１７年度は５区画、１

８年度は３区画、１９年度は２区画、２０年度は

１区画販売し、平成２１年度は販売実績がありま

せんでした。現在の残区画は１８区画となってお

ります。 

 なお、平成２１年度は、現在３区画を販売いた

しております。 

 次に、平成２１年度の収支報告をいたします。 

 歳入の部で、事業活動収入２４７万２，７７５

円、繰越金５，６３４万１，３７４円、歳入合計

５，８８１万４，２４９円でございます。 

 歳出の部では、事業活動支出２２１万２，９８

１円、財務活動支出０円、歳出合計２２１万２，

９８１円でございます。差し引き繰越金といたし

まして５，６６０万１，２６８円でございます。 

 財団法人宇和町住宅協会としては、出資団体か

らの財政支援を受けず、基金及び繰越金で財源を

確保し、健全な運営に努めておりますが、今後は

前年度に引き続き、みどり団地２期残区画の販売

を促進するのみとなっております。 

 詳細につきましては、お配りしております資料

をお目通しください。 

 なお、平成２１年度財団法人宇和町住宅協会の

事業につきましては、平成２２年５月１１日の監

査、平成２２年６月１４日の理事会におきまし

て、事業報告及び決算の承認を得ましたことをご

報告いたします。 

 続きまして、報告第９号「西予市土地開発公社

の経営状況について」説明をさせていただきま

す。 

 平成２１年度西予市土地開発公社の事業につき

ましては、完成土地売却については、宇和町さく

ら団地３区画を販売し、２，０６８万２，０６０

円の収入がありました。公有用地取得につきまし

ては、一般国道３７８号三瓶バイパス道路改築事

業との合併施工負担金として４３７万９，８２０

円を愛媛県へ支払いいたしました。 

 公社におきましては、完成土地のうち三瓶町い

ぶき団地全２４区画のうち残１３区画を、城川町

高野子団地全１５区画のうち残８区画を、宇和町

さくら団地８２区画のうち残７４区画の販売推進

を行っております。 

 次に、平成２１年度の収支報告をいたします。 

 歳入の部では、事業収益２，２０５万７，９０

０円、事業外収益９６７万８，４２６円、特別利

益は０です。繰越金３，００１万５，３３４円、

事業借入金０、歳入合計６，１７５万１，６６０

円でございます。 

 歳出の部では、事業費用８０５万２，０８８

円、販売費及び一般管理費１，７４１万４，１３

４円、事業外費用５６６万６，０８９円、事業借

入元金償還０円、歳出合計３，１１３万２，３１

１円でございます。差し引き繰越金といたしまし

て３，０６１万９，３４９円でございます。 

 詳細につきましては、お配りしております資料

をお目通しください。 

 なお、西予市土地開発公社の事業につきまして
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は、平成２２年５月１１日の監査、平成２２年６

月１４日の理事会におきまして、事業報告及び決

算の承認を得ましたことをご報告を申し上げま

す。 

 引き続きまして、農林水産関係第三セクター６

社の経営状況につきましてご報告をいたします。 

 まず、総括的に、平成２１年度は前年からの不

況の影響が国内に厳しく広がり、集客事業や個人

消費が伸び悩みを見せた中で、各社それぞれに経

営改革や販売促進に積極的に取り組んできた結

果、加工販売、食品提供部門でカバーをし、総合

的な売上向上や当期利益の獲得につながったと言

えます。 

 地域貢献面では、施設利用者総数１０１万５，

０００人、雇用者総数は２２０名以上を維持、地

域還元総額も１０億３，０００万円を超えるなど

大きな地域波及効果をもたらせており、各社の今

後の経営努力にさらに期待をしたいと存じており

ます。 

 以下、施設ごとにご報告を申し上げます。 

 報告第１０号「株式会社野村地域振興センター

の経営状況につきまして」ご説明をいたします。 

 当社は、西予市指定管理者として農業公園ほわ

いとファームの管理経営に当たり、乳製品や絹製

品などの地域特産品の製造販売、レストラン事業

ほかイベント開催による地域内外からの集客事業

に取り組んでおります。２１年度におきまして

は、部門ごとに収支分析を行い、新規取引先の開

拓、ネットショップへの出店など販売の拡大を図

り、また菓子類を中心に新規商品の開発やレスト

ラン運営の効率化など経営の改善に努めてまいり

ました。その結果、実質売り上げは約６，３５０

万円、前年対比９９．９％となり、実績としまし

ては、厳しい経営状況となりましたが、わずかな

がら当期純利益を計上することができました。期

末における地域雇用者は、パート職員を含め１９

名でございます。２２年度は各種チーズなど新た

な乳製品の開発や県の農商工連携事業として、明

浜創生館と共同で取り組んでいる新商品の事業化

を推進するとともに、役職員の意識改革を初め、

さらなる販路拡大、施設運営の改革を図り、徹底

した経営の改善に取り組んでまいります。 

 なお、詳細につきましては、配付いたしており

ます資料をごらんください。 

 次に、報告第１１号「株式会社エフシーの経営

状況について」ご説明をいたします。 

 当社は、林産材の伐出、除伐、作業道開設、治

山等の受託作業を主な事業として、森林の保全や

林業の担い手育成等に取り組んでおります。材価

の下落が続く中、この１年は林業への就業定着を

進めるための雇用対策事業及び森林整備に重点を

置いた事業展開となり、森林整備面積では１８０

ヘクタール、前年対比１１１％と増加したもの

の、伐出生産量では５，３００立米、前年対比５

８％と大幅な減となりました。この結果、売上総

額では約１億２，４００万円、前年対比８５％と

縮小したものの、治山事業への積極的参入が功を

奏し、当期純利益では１，０５０万円を計上する

ことができました。期末における地域雇用者数は

３１名でございます。２２年度におきましても、

原木相場低迷が続く中、大変厳しい状況となるこ

とが予想されますが、造材から販売までの市場木

材情報を最大限に収集し、西予市内森林の適切な

整備と林業活性化に向けて将来につながる経営と

担い手の育成を確立してまいる所存でございま

す。 

 なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をごらんください。 

 次に、報告第１２号「株式会社城川開発公社の

経営状況について」ご説明いたします。 

 当社は、西予市指定管理者として特産品センタ

ー、加工センター、クアテルメ宝泉坊など８施設

の管理経営に当たり、地域特産品の製造販売ほか

市民の健康増進、観光交流などの事業を行ってお

ります。２１年度実績は、実質売り上げ約４億

９，８００万円、前年対比１０５％、当期利益１

７７万円となりました。国内景気悪化の影響が全

業種へ広がり、デフレの進行の中で取引先の在庫

調整や減産、一般消費の冷え込みや集客部門の伸

び悩み等で苦戦を強いられてまいりましたが、燃

料価格が落ちついたことや原材料価格の低下、取

引先拡大によるリスク分散、また新商品開発の継

続的な取り組みや経営全般の効率化などの結果、

売り上げ、経常利益ともに過去最高の結果を得る

ことができました。期末における地域雇用者は、

パートを含め８４名でございます。今後も高齢化

や景気動向など消費者ニーズの的確な把握ととも

に、自社ブランドのたゆまぬ開発など、常に挑戦

する姿勢のもとに、信頼される地域の中核企業と

して産業活性化に貢献してまいる所存でございま
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す。 

 なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をごらんください。 

 次に、報告第１３号「株式会社どんぶり館の経

営状況について」ご説明をいたします。 

 当社は、西予市指定管理者として、ふれあい市

場、レストランなどの管理経営に当たり、農林水

産物や地域特産品の販売ほか、観光交流などの事

業を行っております。年間のレジ客数が６年連続

で５０万人を超えていましたが、平成２０年度か

ら５０万人を下回り、２１年度は４９万２，７０

０人、前年対比１０２％となりました。経営実績

では、レストランメニューの改善や店内整備等の

成果もあり、売り上げ、経常利益ともに前年度実

績を上回り、当期純利益では、昨年度比約１．９

倍の８００万円を確保いたしました。期末におけ

る地域雇用者は、パート職員を含め２１名でござ

います。現在収支は安定的に推移しております

が、前述のとおり集客数の伸び悩みが停滞してお

り、近隣地域での競合施設の開業や今後の高速道

路の南伸などの影響にも危機感を持ち続けなけれ

ばなりません。今後も生産者との信頼関係はもと

より、今年度予定の施設改修を含めた機能の拡

充、強化など、新たな戦略を展開し、さらには、

観光を初めとする各種情報の発信拠点としての機

能強化を行い、地場産業の振興や地域活性化に貢

献してまいります。 

 なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をごらんください。 

 次に、報告第１４号「あけはまシーサイドサン

パーク株式会社の経営状況について」ご説明申し

上げます。 

 当社は、西予市指定管理者として、ふるさと創

生館、塩風呂はま湯、民宿故郷、オートキャンプ

場きゃんぱの経営に当たり、ジュースなどの地域

特産品の製造販売ほか市民の健康増進、観光交流

などの事業を行っております。平成２１年度で

は、施設整備の適正管理を初め、無添加ジュース

のブランド化推進や集客体制の見直し、経費の節

減化などに積極的に取り組んでまいりました。そ

の結果、実質売り上げ２億８７０万円、前年対比

１０５％、当期利益約２９０万円のプラス決算と

なりました。部門別に見ると、無添加ジュースを

初めとする特産品類の売り上げは向上しておりま

すが、集客事業部門においては減少、減益傾向と

なっております。当期末における地域雇用者は、

パートを含め４４名でございます。 

 なお、厳しい経営状況ではございますが、今後

とも全社挙げて経営の効率化を進め、商品の開発

や販路拡大、お客様の獲得に取り組み、さらに地

域貢献が果たせるよう努力してまいる所存でござ

います。 

 なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をごらんください。 

 次に、報告第１５号「株式会社グリーンヒルの

経営状況について」ご説明いたします。 

 当社は、西予市指定管理者として、ケールを青

汁に加工し、その販売を行っています。平成２１

年度におきましては、県内工場分の売り上げをグ

リーンヒルが総括するなどの経営体系変更に加

え、製品の生産量が約１．５倍となったことか

ら、売上高は約８億１，３００万円、前年対比３

５６％となりました。 

 また、経常利益につきましても、原料輸送方法

の改善、製品歩どまり向上、燃料価格の安定によ

り１，３４０万円、前年対比２８６％となりまし

た。 

 なお、期末における地域雇用者数は２８名でご

ざいます。 

 ケールかすのサイレージ飼料化は、残渣処理経

費の削減にも貢献しており、今後は資源リサイク

ル事業として取り組むとともに、管内のケール契

約量を出荷できるようきめ細かい管理を行ってい

きます。 

 株式会社ファンケルとの製品取引体制を見直し

たことにより、夏場の体制はよくなりましたが、

愛媛でのケールのできぐあいに大きく左右される

リスクも抱えております。今後も工場の稼働率ア

ップが期待できるようＨＡＣＣＰ遵守による製造

工程管理を徹底し、すぐれた製品づくりに努めて

まいります。 

 なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をごらんください。 

 以上で事業の報告とさせていただきます。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 報告第１６号「財団法人宇和文

化会館の経営状況について」ご説明させていただ

きます。 
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 財団法人宇和文化会館は、指定管理者として、

芸術文化事業の実施と施設の管理運営を行ってお

ります。芸術文化事業としまして、宇和文化会館

自主事業８公演、三瓶文化会館自主事業３公演及

び共催等事業４公演を実施、中でも吉田正記念オ

ーケストラコンサートでは、宇和中学校吹奏楽部

との共演を行い、指揮者から直接の指導を受け、

生徒の楽器演奏向上に役立ちました。貸し館業務

としては、年間７５６件で、延べ４万７，６９９

人の利用となっております。 

 収入につきましては、西予市からの受託料収入

４，２４９万５，０００円、事業収入３，１６４

万９，０００円、会場利用収入１，０３７万１，

０００円及び利息収入と雑収入８４万７，０００

円を含めた事業活動収入合計８，５３６万２，０

００円であり、前年比８．１６％の増となってお

ります。 

 事業活動支出につきましては、管理費２，４５

６万８，０００円と事業費５，５７３万２，００

０円であり、合計８，０３０万円となりました。 

 事業活動収入合計８，５３６万２，０００円か

ら事業活動支出合計８，０３０万円を差し引きま

すと５０６万２，０００円となり、投資活動収支

差額６９万円を差し引くと４３７万２，０００円

となり、前期繰越額３７８万５，０００円と合わ

せまして８１５万７，０００円が次期繰越額とな

ります。 

 詳細につきましては、お配りしております資料

をお目通しください。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 最後になりましたが、報

告第１７号「西予ＣＡＴＶ（株）の経営状況につ

いて」ご説明申し上げます。 

 西予ＣＡＴＶ株式会社は、前身であります野村

ケーブルテレビ株式会社の発行済み株式を平成１

９年度に西予市が一部取得し、平成２０年４月１

日は、西予ＣＡＴＶ株式会社と社名を変更し、現

在発行済み株式１，２００株のうち１，０６０株

を西予市が保有いたしております。 

 平成２１年度の事業は、宇和町及び野村町の中

心部における世帯数約４，０００世帯を対象にし

たケーブルテレビ事業とその他の地域を含めた説

明会及び各種事務事業、手続などの事業開始に向

けた準備が主なものでございました。平成２１年

７月には、放送センターを開設し、現在契約の締

結を終えた世帯より順次接続工事を行っておりま

す。 

 平成２１年度の収支でございますが、損益計算

書のとおり、当期純損失が３，１７９万７，８７

０円でございました。 

 なお、平成２１年度につきましては、西予市か

ら４，５００万４，０００円の補助金、委託料及

び負担金を支出いたしております。 

 詳細につきましては、お配りしております資料

をお目通しいただきたいと思います。 

 以上、西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況の説明

を終わります。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 あす９月８日は午前９時から一般質問及び質疑

を行います。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

  散会 午後３時２０分 
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      議  事  日  程 

１ 一般質問 

 ２ 議案第 ８３号 西予市木質ペレット製造 

           設備設置事業設計・施工 

           一括型工事請負契約につ 

           いて 

 ３ 議案第 ８４号 財産の無償譲渡について 

           （西予市城川無菌培養施 

           設） 

 ４ 議案第 ８５号 西予市社会体育施設条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ８６号 西予市母子父子家庭等福 

           祉手当支給条例の一部を 

           改正する条例制定について 

   議案第 ８７号 西予市林業センター条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ８８号 西予市簡易水道及び愛媛 

           県条例水道の設置に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

 ５ 議案第 ８９号 市道路線の廃止について 

   議案第 ９０号 市道路線の認定について 

 ６ 議案第 ９１号 平成２２年度西予市一般 

           会計補正予算（第２号） 
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 ７ 議案第 ９２号 平成２２年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第１号） 

   議案第 ９３号 平成２２年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第 ９４号 平成２２年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第１号） 

   議案第 ９５号 平成２２年度西予市後期 

           高齢者医療特別会計補正 

           予算（第２号） 
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           保険特別会計補正予算 

           （第２号） 
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           正予算（第２号） 
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           予算（第２号） 
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           会計歳入歳出決算の認定 
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 ９ 認定第  ２号 平成２１年度西予市授産 

           場特別会計歳入歳出決算 

           の認定について 

   認定第  ３号 平成２１年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

   認定第  ４号 平成２１年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           歳入歳出決算の認定について 

   認定第  ５号 平成２１年度西予市国民 

           健康保険特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成２１年度西予市老人 

           保健特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ７号 平成２１年度西予市後期 

           高齢者医療特別会計歳入 

           歳出決算の認定について 

   認定第  ８号 平成２１年度西予市介護 

           保険特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ９号 平成２１年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計歳 

           入歳出決算の認定につい 

           て 

   認定第 １０号 平成２１年度西予市公共 

           下水道事業特別会計歳入 

           歳出決算の認定について 

   認定第 １１号 平成２１年度西予市簡易 

           水道事業特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第 １２号 平成２１年度西予市上水 

           道事業会計決算の認定に 

           ついて 

   認定第 １３号 平成２１年度西予市病院 

           事業会計決算の認定につ 

           いて 

   認定第 １４号 平成２１年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計決算の認定について 

１０ 陳情第 １６号 防災行政無線の早期更新 

           と防犯灯に関する補助金 

           についての陳情書 

 

本日の会議に付した事件 

  

１ 一般質問 

 ２ 議案第 ８３号 西予市木質ペレット製造 

           設備設置事業設計・施工 

           一括型工事請負契約につ 

           いて 

 ３ 議案第 ８４号 財産の無償譲渡について 

           （西予市城川無菌培養施 

           設） 

 ４ 議案第 ８５号 西予市社会体育施設条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 
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   議案第 ８６号 西予市母子父子家庭等福 

           祉手当支給条例の一部を 

           改正する条例制定について 

   議案第 ８７号 西予市林業センター条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ８８号 西予市簡易水道及び愛媛 

           県条例水道の設置に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

 ５ 議案第 ８９号 市道路線の廃止について 

   議案第 ９０号 市道路線の認定について 

 ６ 議案第 ９１号 平成２２年度西予市一般 

           会計補正予算（第２号） 

 ７ 議案第 ９２号 平成２２年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第１号） 

   議案第 ９３号 平成２２年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第 ９４号 平成２２年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第１号） 

   議案第 ９５号 平成２２年度西予市後期 

           高齢者医療特別会計補正 

           予算（第２号） 

   議案第 ９６号 平成２２年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第２号） 

   議案第 ９７号 平成２２年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第２号） 

   議案第 ９８号 平成２２年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第２号） 

   議案第 ９９号 平成２２年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第１００号 平成２２年度西予市上水道

事業会計補正予算(第２号) 

   議案第１０１号 平成２２年度西予市病院 

             事業会計補正予算(第２号) 

 ８ 認定第  １号 平成２１年度西予市一般 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

 ９ 認定第  ２号 平成２１年度西予市授産 

           場特別会計歳入歳出決算 

           の認定について 

   認定第  ３号 平成２１年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

   認定第  ４号 平成２１年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           歳入歳出決算の認定につ 

           いて 

   認定第  ５号 平成２１年度西予市国民 

           健康保険特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成２１年度西予市老人 

           保健特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ７号 平成２１年度西予市後期 

           高齢者医療特別会計歳入 

           歳出決算の認定について 

   認定第  ８号 平成２１年度西予市介護 

           保険特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ９号 平成２１年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計歳 

           入歳出決算の認定につい 

           て 

   認定第 １０号 平成２１年度西予市公共 

           下水道事業特別会計歳入 

           歳出決算の認定について 

   認定第 １１号 平成２１年度西予市簡易 

           水道事業特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第 １２号 平成２１年度西予市上水 

           道事業会計決算の認定に 

           ついて 

   認定第 １３号 平成２１年度西予市病院 

           事業会計決算の認定につ 

           いて 

   認定第 １４号 平成２１年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計決算の認定について 

１０ 陳情第 １６号 防災行政無線の早期更新 

           と防犯灯に関する補助金 

           についての陳情書 
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  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 本日は報道関係以外にも傍聴に来ていただいて

おります。ありがとうございます。今後ともどう

ぞご自由に傍聴に来ていただきますようによろし

くお願いいたします。 

 ただいまの出席議員は２４名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付しております

とおりであります。 

  （日程１） 

○議長 これより日程第１、一般質問を行いま

す。 

 この際、申し上げます。 

 各議員の発言は、申し合わせの発言時間１５分

以内でお願いをいたします。質疑については３回

までとし、あわせて１０分以内でお願いをいたし

ます。 

 通告順に質問を許可いたします。 

 まず、１０番元親孝志君。 

 １０番元親君。 

 

○１０番元親孝志君 皆さんおはようございま

す。 

 今ほど議長からもありましたが、登壇者を代表

いたしまして、私のほうからも傍聴者の皆さんに

対しまして心から厚くお礼申し上げたいと思いま

す。 

 さて、昨夜７時３０分のクローズアップ現代、

ここで日本の森林が買われいくというタイトルの

番組があったようでございます。私は、不幸にし

て見ることができなかったわけでございますが、

けさ改めてインターネットでチェックをいたしま

すと、確かにそういう番組が放映されておりまし

た。内容等につきましては、ちょうど私が今から

質問をさせていただきます森林行政についてと似

たようなところがございまして、私としますと非

常に的を射たいいタイミングで質問ができるなと

いうことで意を強くいたしまして、ただいまから

質問をさせていただきたいと思います。 

 それでは、初めに森林行政についてお伺いをし

たいと思います。 

 我が国は資源の少ない島国であると小さいころ

から言い聞かされてきました。しかし、日本には

他の国には数少ない豊かな森林資源と水資源があ

ります。これらはもしかすれば、将来最も貴重な

資源の一つになるかもしれません。歴史とは皮肉

なもので、資源に恵まれているからといって、必

ずしも豊かであるとは限りません。例えば、中近

東はあれだけ豊かな石油資源に恵まれながら、い

まだに多くの国民は貧困にあえいでいます。その

最大の理由は、水資源がないために工業国になれ

ないというジレンマがあります。日本が戦後目覚

ましい経済成長を遂げることができたのは、この

豊かな森にはぐくまれた美しい水があったからだ

とも言われております。 

 さて、この豊かな森林資源の活用いかんによっ

て、これからの地方が大きな転機を迎えることに

なるかもしれません。私が３年前から着目してき

たのが、林業が地方再生の起爆剤になるのではな

いかという思いでございました。これまでに久万

高原町森林組合、京都府日吉森林組合、林野庁と

研修を繰り返してくる中で、林業の方向性がある

程度見えてきたと確信いたしました。特に、京都

府日吉森林組合に行って湯浅専務の話を聞く中

で、林業の将来像が見えた気がいたしました。そ

れと時期を同じくして、林野庁が森林・林業再生

プランを発表いたしました。菅総理の所信表明の

中でも林業について述べられております。林業関

係者によれば、総理の所信表明の中に林業につい

て具体的に明記されたのは初めてのことであると

大きな期待が寄せられております。日吉森林組合

と林野庁の考えは全く同じ内容であります。林野

庁は現在林業再生に向けての基本設計の段階であ

りますが、日吉森林組合では独自の調査研究で既

に実践に入っており、確実に結果を出されており

ます。ここで双方に共通するのが、徹底してドイ

ツの森林・林業をモデルにしている点でありま

す。ドイツでは、林業がＧＮＰの５％を占め、販

売額は１，７００億ユーロ、当然木材の自給率は

１００％であります。日本がドイツの林業から学

び、今後取り入れようとしている施策は、大きく

分けて以下の３点であります。 

 １点目は、徹底した路網整備であります。政府

は、１０年間でドイツ並みの路網を整備すると明

記されております。ドイツでは、ヘクタール当た

りの路網延長が１１６メートルであるのに対し

て、日本はわずか１６メートルしか整備されてお

りません。 

 ２点目は、徹底した機械化の導入です。日本の
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林業機械とされているものは、実は本来の林業機

械とは似て非なるものであり、生産性の向上に限

界があると指摘されております。建設機械の応用

で対応するのではなく、林業専用の機械化が必要

になってまいります。 

 ３点目は、徹底した森林管理です。ドイツで

は、森林管理者の育成や森林所有者のサポートシ

ステムが驚くほどしっかりしていることです。森

林官という公務員が、民有林の施業のサポートま

でやっております。森林署は作業コーディネータ

ーを行い、林業作業員を育成するための学校が各

地にあります。また、大学では林業経営のプロや

マネージャー、あるいはコーディネーターを育成

しております。このように徹底した森林管理のも

とで徹底したコスト削減を可能にし、業として立

派に成り立っております。その結果として、これ

ら一連の就業人口は自動車産業の２倍、約１２０

万人、関連企業は１５万社を超えると言われてお

ります。 

 ドイツでは、持続可能な林業、産業革命以来２

００年間続いております。持続可能という言葉

は、実は１６世紀にドイツの林業の世界で生まれ

た言葉であることを知りました。同時に、生物多

様性という言葉を最近の日本でもよく聞くように

なりました。これらの森林・林業に求められるも

のは、持続可能な生産の現場であると同時に、野

生生物の生息地としても関心が高まっておりま

す。 

 オーストリアの経済学者ミレンドルファーは、

将来の林業に対して、あなたたちは過去の落ちこ

ぼれではない。あなたたちは未来の優等生なの

だ。なぜかというと、工業化社会の未来は田舎に

ある、地方にあるとすばらしい言葉を残しており

ます。この言葉は、地方に生きる者にとってまさ

に胸踊り、夢膨らむ話であります。 

 ここで本題の質問に入りたいと思います。 

 林野庁が昨年の１２月に発表した森林・林業再

生プランは、西予市としても当然研究されている

と思いますが、これについての感想をお伺いいた

します。 

 ２点目として、森林・林業基本法には、その第

６条に地方公共団体の責務として、地方公共団体

は基本理念にのっとり、森林及び林業に関し国と

の適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体

の区域の自然的、経済的、社会的諸条件に応じた

施策を策定し及び実施する責務を有するとありま

すが、林野庁は既に動き始めております。９月以

降には２３年度予算の概算要求をされる予定であ

りますが、西予市においても自然的、経済的、社

会的諸条件に応じた施策を策定し及び実施する計

画は遅滞なく進んでいるのでしょうか、お伺いを

いたします。 

 ３点目として、林業についてはドイツの例を見

ればわかるように非常に希望が持てますし、近い

将来地方再生の起爆剤になると私は思います。そ

のためには、国の施策と並行して西予市独自の林

業施策が必要と思われますが、西予市の考えをお

伺いいたします。 

 ４点目として、久万高原町には林業課がありま

す。西予市においても、林業の将来性を考えれば

林業課を設置し、国が本腰を入れようとしている

この時期に同時歩調をとって、顔の見える行政を

行ってはどうかと思いますが、林業課の設置計画

は考えがあるのかどうか、お伺いをいたします。 

 ５点目として、今後森林・林業再生プランを実

行する上で最も厄介なのが、山林所有者の確認と

隣地境界線、その後の団地化の同意の取りつけ作

業だと思われます。これも急がないと年々不在村

地主がふえて、ますます厄介なことになってまい

ります。そのためには、行政の持つ個人情報の提

供、あるいは行政のサポートが必要不可欠と思わ

れます。考えをお伺いいたします。 

 ６点目として、西予市は来年度の本庁支所方式

移行に向かって、その準備が着々と進んでおりま

す。野村町には、林業会館という立派な施設が総

合支所裏にありますが、本庁支所方式とともに不

要の長物になると想定されます。この施設を林業

再生の拠点として利用さす考えはないのかどう

か、お伺いをいたします。 

 次に、農業行政についてお伺いをいたします。 

 先月の日本農業新聞に、米在庫３１５万トン、

過剰米対策が農政の大きな焦点とする記事が一面

に記載されておりました。米は戦後、農政の最大

のテーマであったことは今さら申し上げるまでも

ありません。終戦直後日本を襲ったのは、危機的

な食料不足でした。それと並行してやみ米が横行

いたしました。農水省とすれば、国民に十分な食

料を供給することは、農政を預かる農水省として

最大の悲願でありました。当時のＧＨＱと農水省

は、理念は全く違っていましたが目的が一致し、



－46－ 

戦後の奇跡とも言える農地解放を実現いたしまし

た。当時、長靴１足の値段で農地１０アールが払

い下げられたとも言われております。とにもかく

にも、農水省にとって米の生産高を確保すること

が至上命題でした。 

 しかし、１９７０年代に入って、国民の食の欧

米化と相まって、一転して生産過剰に見舞われる

ようになりました。１９７０年以降の農政は、一

転して減反政策との戦いになってきました。今の

日本は、米５００万トンを減反して小麦７００万

トンを輸入する国になっております。その結果

は、自給率３９％という先進諸国では最低水準に

至っております。与・野党間を問わず、自給率５

０％を政策目標に掲げておりますが、残念ながら

達成の道筋は全く見えておりません。農業の衰退

イコール地方の衰退につながるわけでありますか

ら、当然地方行政として看過することはできませ

ん。 

 これは私の持論でありますが、農業を十把一か

らげにとらえるのではなく、大別して議論すべき

であると思います。全国の農業を中山間地域農業

と平野部の農業に大別し、さらに平野部の農業は

専業農家と兼業農家に分類すべきであると思いま

す。中山間地域農業は、農地の集約が限りなく不

可能であり、当然規模の拡大による効率化は望め

ません。ここはヨーロッパ並みの中山間地域直接

支払制度が必要であり、平野部においても専業農

家が農業で食べていける確固たる保障が必要だと

思います。土曜、日曜にしか農業をやらない給与

所得者を、農業者として保障する必要がどこにあ

るのか疑問に思います。 

 そこで、以下の点について質問をいたします。 

 西予市内の専業農家と、第１種、第２種兼業農

家の割合はどうなっているのでしょうか。 

 ２点目として、１０年後の農業が懸念されます

が、西予市内の農業従事者の年齢構成はどのよう

になっているのでしょうか。 

 ３点目として、国の食料自給率はわかっており

ますが、西予市内の食料自給率はどうなっている

のでしょうか。 

 ４点目として、西予市内の専業農家の１人当た

りの実質所得はどれくらいでしょうか、お伺いい

たします。 

 ５点目として、農政といえば国の仕事のようで

ありますが、西予市の農政あるいは農業に対する

理念はどうなのでしょうか。すなわち、西予市の

農業行政について具体性が見えない、取り組む意

欲が感じられないという意見をよく耳にいたしま

す。市としての考えをお伺いいたします。 

 最後に、このままではだれもが心配しているよ

うに、１０年後には農業を行っている人は今の半

分以下になる可能性があります。自給率の問題も

さることながら、食の安全保障という視点で見た

ときにこれで果たしていいのかどうか。農政を預

かる行政としてどのように考えておられるのか、

お伺いをいたしまして、私の質問を終わります。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 皆さんどうもおはようございます。 

 きょうは、７人の方から一般質問をお受けする

ようになります。一般質問に当たりましては、き

ょうは傍聴席のほうには早朝から傍聴をいただき

まして、まことにありがとうございます。心から

お礼を申し上げたいと思います。 

 今、国のほうでは民主党の代表選挙が熱く行わ

れておりますけれども、円高株安に対する経済対

策は非常に停滞をしております。この西予市議会

は西予市のために熱い議論が行われる議会であっ

てほしいと、このように願っておるところでござ

います。 

 それでは、まず最初にご質問がありました林業

の政策について私のほうから答弁をさせていただ

きます。 

 最初のご質問のありました、森林・林業再生プ

ランの感想につきましてについてお答えをさせて

いただきます。 

 森林・林業再生プランの背景を考えてみれば、

戦後植林した人工林の資源が利用可能な段階に入

ってきたということである一方、国内の林業は路

網整備や施業の集約化がおくれるなど生産性が非

常に低いと、また輸入材に需要が押され、材価が

低迷する中で森林所有者が林業への関心が低下し

ておりまして、森林の適正な管理に支障を来して

いると非常に危惧されておる次第でございます。

また、世界的な木材需要の増加、資源ナショナリ

ズムが高まって、為替の動向などを背景として外

材輸入の先行きが不透明感を増しております。そ

のような中、木材を化石資源のかわりにマテリア

ルやエネルギーとして利用し地域温暖化防止に貢
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献することや、資源をコンクリなどから環境に優

しい木材に転換することにより、低炭素社会づく

りを進めるなど、木材利用の拡大に対する期待が

非常に高まっております。このようなことを踏ま

えまして、１０年後を目途としまして木材自給率

５０％を目指し、外材に打ち勝つ国産材の基盤確

立を旨とした再生プラン、林業地域であります西

予市にとってはまさに風が吹いてきたなという感

じに受けております。この再生プランの大きな比

重を占めるのは路網整備であり、それをもとに低

コスト化、資源の有効利用、木材の安定供給を図

ることにあります。国の制度の改革、予算を見き

わめ、西予市としても積極的に取り組みたいと考

えています。 

 次に、第２番目の森林・林業基本法に基づく自

然的、経済的、社会的諸条件に応じた施策及び実

施についてについてお答えさせていただきます。 

 森林・林業基本法の基本理念は、森林の有する

多面的機能の持続的発展、林業の持続的かつ健全

な発展、林産物の供給及び利用の確保を旨として

いるところでございます。国の責務にあわせて地

方公共団体の責務を規定しておりますけれども、

自然的、経済的、社会的諸条件という言葉は、そ

れぞれの実態に合った森林・林業政策をしなさい

よということだと思っております。当然ながら、

西予市も連綿としてその施策を実施してきたとこ

ろであります。基本法に基づきまして、西予市の

森林基本法を策定しておりますし、森林整備の基

本方針をそれに基づきましてつくりまして、西予

市の林業政策を行っておるところでございます。

また、間伐等の実施の促進に関する特別措置法、

一般的に言われる特定間伐法でございますけれど

も、これによりまして西予市としまして特定間伐

等の促進計画を実施しまして、２０年度から２４

年度までの５年間で１，４４０ヘクタールを間伐

することを目標としておるところでございます。 

 続きまして、西予市の単独の林業政策について

お答えをさせていただきます。 

 西予市では、平成１７年度から地域産材木材住

宅建設促進事業、平成１８年度から地域間伐材出

荷促進対策事業を開始しております。地域産材の

需要を喚起するとともに、関連する木材産業及び

建設産業を促進し、さらに平成２２年度木質バイ

オマス製造施設建設等を予定しておるところでご

ざいます。このことが林業経営の所得安定につな

がり、さらに水源の涵養、国土保全や山林災害の

防止等の公益機能や二酸化炭素吸収源の確保がで

きるものと確信をしておるところでございます。

再生プランの動向を参考としながら、７０％を占

める西予市の山林もどう守っていくか、そのため

に元気な市林業政策ができるような今後建議をし

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、ご質問のありました林業課の設置

についてお答えをさせていただきます。 

 西予市においても、林業の将来性を考えれば林

業課の設置も考えなければならないと思っており

ますけれども、現在本庁支所方式移行に伴う本市

の組織機構を固めているところであり、今後国、

県の施策展開及び本市の事業の推進等を判断をし

て検討をしてまいりたいと思っております。 

 続きまして、森林・林業再生プランの実施上の

市の保有する個人情報の提供及び行政サポートに

ついてお答えをさせていただきます。 

 市といたしましても、７０％を占める森林の管

理体制をどう展開していくか、そのための市山林

管理体制検討会を平成２２年６月に立ち上げ、現

在まで２回会を開催いたしまして、２組織林業事

業体、県、市と検討を重ねてまいりました。今後

は、森林・林業再生プランの動向を考えながら、

市職員が出向できる組織体を考え、不在村地主の

解明、個人情報及び行政サポートができるよう検

討してまいりたいと思っております。 

 最後のご質問であります、西予市野村林業総合

センターの林業再生拠点としての利用についてお

答えをさせていただきます。 

 組織体の構成員は、２組織の林業事業体、林業

専門家及び市職員が考えられますが、今後施業意

欲の衰退した森林所有者にかわり意欲的な組織を

育成するとともに、作業コストの低減等による林

業経営の安定を図り、持続可能な林業生産活動と

森林整備を強く求められています。その拠点施設

として、野村林業活性化センターの利活用を視野

に入れて検討してまいりたいと考えております。 

 以上、林業に関する答弁とさせていただきま

す。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 それでは、２件目の農業施

策についてお答えをいたします。 
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 まず初めに、お断りをしておきますが、２０１

０年の農林業センサスは昨日９月７日に発表があ

り、手元に資料がございませんので２００５年の

数値を使用させていただきたいと思います。 

 １点目のご質問、市内専業農家と第１種、第２

種兼業農家の割合についてお答えをいたします。 

 ２００５年農業センサスの数値では、専業農家

が２２．７％、第１種兼業農家が１１．３％、第

２種兼業農家が３５．９％、残りの３０．１％が

自給的農家となっております。 

 ２点目の質問、市内農業従事者の年齢構成につ

いてお答えをいたします。 

 １５歳から２９歳の農業従事者が５．２％、３

０歳から５９歳までの農業従事者が４０．６％、

６０歳から６４歳までの農業従事者が１０．

１％、６５歳以上の農業従事者が４４．１％とな

っており、６５歳以上の高齢者が農業を担ってい

る状況であります。先ほど申しました２０１０年

の全国の平均年齢でございますが、６５．８歳と

いうことで公表になっておるようでございます。 

 ３点目の質問、市内の食料自給率についてお答

えをいたします。 

 国においては、国内の農産物の生産高と国外か

らの農産物の輸入量を把握しており、国内の食料

自給率を知ることはできますが、市内においては

西予市内外の農産物が自由に流通しておりまし

て、西予市市内の食料自給率を把握することは困

難でございます。したがって、西予市市内の食料

自給率の把握はできておりません。参考までに、

国内の食料自給率は、農林水産省発行されており

ますａｆｆという機関紙がございますが、カロリ

ーベースで４０％となっております。 

 ４点目の質問、市内専業農家の１人当たりの実

質所得についてお答えをいたします。 

 営農類型、耕作条件等によって異なりますが、

例として宇和町篤農家の米、麦、大豆の土地利用

型農業で栽培面積が水稲９．４ヘクタール、麦、

大豆がそれぞれ８．３ヘクタールの農家で、農業

経営基盤強化促進法による農業経営改善計画認定

申請書の現状では約２４０万円ですが、米、麦、

大豆については国からの戸別補償制度、水田利活

用自給率向上事業の助成金がありますので、それ

を含めれば所得は上がっております。 

 ５点目の質問、市の農政、農業に対する理念に

ついてお答えをいたします。 

 西予市は、宇和海を望む沿海側から四国カルス

トに至る立地条件を生かして、果樹、米、畜産を

基幹産業として多種多様な農産物を生産してきま

したが、経営の発展を図るため一部の農家で施設

園芸の導入が盛んとなっております。この施設園

芸において、イチゴ、雨よけトマト、キュウリ、

雨よけミニトマトなどの高収益性の作物、作型が

担い手農家を中心に導入して、地域として産地化

を図っております。また、耕種農家を中心に経営

規模拡大を試行する農家と、施設園芸による集約

的経営を展開する農家との間で労働力の提供、農

地の賃借等、その役割分担を図りつつ地域複合と

しての農業発展を目指します。また、このような

農業生産展開の基礎となる優良農地の確保を図る

ことを基本とし、農業振興地域整備計画に即し、

農村地域の秩序ある土地利用の確保に努めます。 

 西予市の農業構造については、１点目の質問で

答弁しましたように、兼業農家及び自給的農家の

割合が全体の７７．３％でありまして、専業農家

は２２．７％にとどまっております。農業収入の

減少による農外所得への依存度が急速に高まり、

兼業化が進み、土地利用型農業を中心として農業

の担い手不足が深刻化しています。一方、中山間

地域である野村町、城川町においては、農業就業

人口の高齢化及び減少に伴って後継者に継承され

ない、または担い手に集積されない農地で遊休化

したものが耕作放棄地となり、周辺農地の耕作に

大きな影響を及ぼしております。元親議員が言わ

れますように、この農業構造をまとめて議論する

ことは無理があり、西予市を沿岸部の農業地帯、

平地農業地帯、農山村地帯に大別して方向づけを

していく必要があります。 

 この３つの農業地帯の農業構造の現状及びその

見通しのもと、農業が職業として選択し得る魅力

とやりがいのあるものとなるよう、おおむね１０

年後の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率

的かつ安定的な農業経営を育成することといたし

ます。農業経営規模、生産方式、経営管理の方

法、農業従事の対応等に関する営農の累計ごとの

具体的な経営の指標を示し、農業を主業とする農

業者が新規における他産業従事者並みの生涯所得

に相当する年間農業所得、おおむね３８０万円、

農業従事者１人当たりの年間労働時間２，０００

時間程度の水準を実現できるものとし、これらの

経営が本市の農業生産の相当部分を担う農業構造
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の確立を目指します。 

 ６点目の質問、１０年後の農業従事者の半減化

についてお答えをいたします。 

 人が健康に生きるために最も基本的な問題であ

り、一年３６５日毎日とる食事に安全なものを望

むことは当然であり、安全じゃない農産物が流通

する社会は人間存在を根底から危うくするもので

す。元親議員が言われますように、今後農業生産

者が減少していけば、西予市産の農産物の出荷量

が減少し、市外または外国産の農産物が流通する

ことになり、食の安心・安全が脅かされる状況と

なります。このような状況に陥らないようにする

ために、具体的な経営指標を提示することにより

営農意欲を喚起し、意欲あるすべての農業者が農

業を継続できる環境を整備するとともに、地域農

業の担い手の中心となる家族農業経営について、

規模拡大や経営の多角化等の経営改善を促し、西

予市の農業従事者数の減少を食いとめたいと考え

ております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 元親孝志君。 

 

○１０番元親孝志君 それでは、森林行政につき

まして１点再質問させていただきたいと思いま

す。 

 先ほど市長より答弁をいただきまして、私が期

待していた以上の答弁をいただいたということ

で、大変うれしく思っておるところでございます

が、市長も言われましたように今の森林・林業再

生プランというものが、政権も今不安定でござい

ますので、これが果たして今後確実に実行される

かどうか、行政としても当然様子見もしなければ

いけないということはよくわかるわけですけれど

も、今回の林野庁のこの施策変換については、恐

らく５０年ぶりの政策転換じゃないかというふう

に私思っております。今までの林野庁の政策って

いうのは、あくまでも育林が主でありましたが、

今回の施策は出口戦略ということで林業が金にな

る林業に方向転換したということで、非常に私も

期待をいたしております。 

 その中で、いま一度市長の背中を押したいわけ

ですけれども、先ほどクローズアップ現代の話も

しましたが、今外国市場によって日本の山林が非

常にあちこちで買収されておるというのは私も以

前から確認をいたしております。その目的ってい

うのは明らかにされておりませんが、恐らく想像

できることは、一つはもちろん材としての価値が

今日本の材齢が４０歳から５０歳ぐらいになって

おりますので、即材としての価値があるというこ

とと、それから今日本の森林が底値であるとい

う、一つの買い時であるという魅力があるわけで

すが、それ以外にまとまった山を買うことによっ

て、やはり水源の水利権を確保できるということ

で、そこで水産業が将来可能であるという可能性

がある。 

 それからもう一つは、ＣＯ２の排出権の取引、

日本ではまだ余り行われておりませんけれどもヨ

ーロッパあたりではもう日常茶飯事にこれ行われ

ておりまして、非常に高価な取引がされておりま

す。ヨーロッパあたりのヘクタール当たりの排出

権の価格というのを調べてみますと、約年間１ヘ

クタールで１万円から１万四、五千円の価格で売

買されております。そうしますと、西予市が４万

ヘクタール山林があるわけですから、掛けますと

年間四、五億円の排出権の収入の可能性があると

いうふうな期待値もあります。 

 それからもう一つは、今最近よく新聞等に出て

おりますけども、生物多様性保全ということがあ

ります。これ私も調べてみましたら、平成５年環

境基本法から平成２０年に生物多様性基本法に変

わっておりまして、世界各国で今２００国余りが

これに加盟をいたしております。ことしの１０月

には、日本で日本が議長国になって開催をされる

予定であるようですけれども、こうした生物多様

性保全という役割を森林が担うということになり

ますと、森林には本来の資源としての価値プラス

付加価値が非常に高いということでありまして、

これを西予市の４万ヘクタールをお金に換算しま

すと恐らく私の想像ですが、１，０００億円近い

ぐらいな創造価値があるんやないかというふうに

思っておりますので、いま一度市長の思いもいろ

いろちゅうちょされるんもわかりますが、ここは

思い切ってこの林業行政にひとつ西予市の活路を

見出すという目的で特化していただきたいと思う

んですが、再度市長の思い、決意をお伺いしたい

と思います。 

 

○議長 三好市長。 
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○三好市長 それでは、元親議員の再質問につい

てお答えをさせていただきます。 

 この林業行政というのは、今元親議員がおっし

ゃられるように、国も本当に大転換をしたなあと

いうこの再生プランで見えるわけであります。私

も、実を言いますとこの林野庁の今度長官になら

れた方とは、ちょっと５年ぐらい前から割かしつ

き合いをさせていただいておりまして、そういう

意味では情報がとりやすい段階にあるところでご

ざいますが、私も西予市は愛媛の中でも私どもと

久万高原町が一番山が多くて材も多い、毎年量も

ふえておるわけでありますから、そういう意味で

は特段な行政として、あるいはそれぞれ業とをさ

れておられる方々とタイアップをしながらやって

いく必要があるんだろうとは思っておるわけでご

ざいます。 

 私も、昨日クローズアップ現代を見させていた

だいて、やはり外国の方々がそういう目で日本の

山を見ておるんだなあという感情を、改めて脅威

を受けながら見ておったわけでありますが、それ

だけ時代が変わりつつあるということを私どもが

感じて、この感じを、一番は私どもは限界集落対

策等々をやっておるわけでございますが、その中

で林業が再生することによって限界集落に対する

見方ががらっと変わりますし、生活様態ががらっ

と変わってくると確信をしておりますし、そうい

う意味では私は愛媛の中では早くから、いわゆる

基礎的実態として林業行政を取り組んできたとこ

ろだと私は自負をしておるところであります。そ

れを、より以上今後今おっしゃられるような付加

価値の問題も含めてやっていきたいと考えており

まして、ＣＯ２の排出権については担当部局に次

なる展開を指示をしておるところでございまし

て、そういうものを一歩一歩次の段階へ進めてい

きたい、このような思いであります。 

 以上です。 

 

○議長 元親孝志君。 

 

○１０番元親孝志君 林業について、もう一点だ

けお伺いしたいと思いますが、今言った計画を実

行する上で、一番厄介なのは質問をさせていただ

きましたが、これからの機械化等に対しまして山

を団地化していかなければいけない。日本の山っ

ていうのは、非常に細切れな所有者によって成り

立っておりますので、これをまとめてやはり１０

ヘク、２０ヘクタール単位の森林として取り扱っ

ていかなければいけないわけですが、その上で非

常に厄介なのはその境界線なり、それからまた個

人の所有者にそこに道路を入れるっていうことに

対しての了解等を一人一人とっていかなければい

けない、莫大な時間と費用がかかろうと思うんで

すが、これをやらない限り今までの話っていうの

はすべて絵にかいたもちになってしまうわけです

から、どうしてもこれをやっていかなければいけ

ないわけですけれども、これをやる上において、

私は一つ思い起こすことがあるんですが、過去に

行政において国土調査っていうのをやられており

ますが、これを見ますと昭和４５年に第２次国土

調査１０カ年計画というのに基づいて、その当時

大量な臨時職員を採用されて各市町村役場には国

土調査対策室か何かを設置して取り組まれて、一

気に全国の国土調査を完成されておるわけです

が、これぐらいな規模でこの事業に取りかからな

いと、年々不在村地主っていうのがふえてきて、

どうにもこうにもならないんじゃないかと。これ

を一年おくらせば、３年も５年も手間暇がかかる

というふうなことになりますので、短期間にこれ

を解決していかなければいけないという思いがす

るんですが、そこまで踏み込んでやられる覚悟が

あるかどうか、再度お伺いしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、元親議員の質問について

再度お答えをさせていただきます。 

 まず、私どもはそういう山林を排出等々につい

て低コスト化を図るために先ほどの再生プランで

はありませんが、路網の整備等々含めてやること

は非常に大事だと思っておるわけでございます。

その中には、所有者が異なるわけでありますか

ら、そういう意味でもいろいろな方法論を講じな

くてはならないと思っておりますが、私どもが今

考えておるのは、先ほどもちらっと当初のお答え

のときに言わさせていただきましたが、新しく組

織体をつくっていこうと。いわゆる森林組合、エ

フシー、市と新しい組織体をつくって、その中で

対策を練っていこうという考えを今県の指導と一

緒にやろうということの流れをつくって、テーブ

ルに今着いておる段階でございます。その中で、
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地図情報等々を含めてしっかりやっていく。私ど

もは幸い、きのうクローズアップ現代の中で境界

線が非常に難しいというような話がありました

が、あれは国土調査をやっていない地域でありま

す。私どもは国土調査をやっておりますので、し

っかりした図面上であるわけでありますから、そ

れは心配しなくていい。だから、その中で地図情

報をしっかりつくって、今言いました組織体と含

めてやっていこうという考えておるわけでありま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 元親孝志君。 

 

○１０番元親孝志君 ３点目として、農業につい

てお伺いしたいと思います。 

 先ほど細かい数字を質問いたしまして、大変恐

縮に思っておるわけですが、これ何のために質問

したかと言いますと、食料っていうのは人類にと

ってなくてはならない生命のもとでありますけれ

ども、この非常に貴重なものがこれだけの脆弱な

基盤の上に成り立っておるという現実を我々知っ

ておかなければいけないというふうなことを一つ

確認したかったという点があります。 

 それと、もう一点ですけれども、これから西予

市どんどんどんどん耕作放棄地がふえてきて、当

然この数字であるように従事者も高齢化しておる

と、こういう中で将来の展望を描くというのは非

常に難しいと思うんですが、私は一点だけ行政に

試験的にやっていただきたいなと思うことがある

んですが、それは今の日本の家畜、牛とか豚とか

鶏とか、すべて飼料っていうのは外国から輸入し

たものを食べて、そこで卵や肉を生産しておるわ

けですけども、こういったことが果たしていつま

で可能かということが非常に個人的に心配いたし

ております。当然、考えなければいけないのは、

国内の草とか穀物を食べさせて肉を生産する、卵

を産むという本来の仕組みに戻らなければいけな

いわけですが、そこで一つ考えられることは、ヨ

ーロッパの農地とか周辺を見ますと、非常に管理

が行き届いておる、だれが管理しているかってい

うと羊が管理しているわけなんですよね。ですか

ら、日本の田舎もこういう耕作放棄地あたりに羊

を放牧して、羊で自然を管理させながらそこに羊

の肉、それはやがてジンギスカンとかに使えるわ

けですが、そういう本来の自然形態の中でそうい

う生産を確保していく手段っていうのはあると思

うんですが、そういったことを試験的にどっかで

羊二、三十頭放牧していただいて、それが現実に

そういったものが将来つながっていけるかどう

か、実験をやっていただければ非常にありがたい

と思うんですが、そういう予算はないでしょう

か。これをお伺いしたいと思います。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 元親議員の言われるとおり

で、耕作放棄地がこれだけ広がってくるというこ

とで、我々も大変頭を悩ませておるところでござ

いますが、今ほど羊を飼って耕作放棄地をという

ことでございますが、今の西予市内の耕作放棄地

の現状は山が荒れ放題ということで、まずそうい

う牧草が生える状況にないということでございま

す。まず、牧草が生える状況に耕作放棄地をもと

に戻すということが第一点でございまして、それ

から物事は始まっていくんかなという気もいたし

ております。先ほどモデル的にと言われましたん

で、今後西予市としてもぜひ検討したい事項であ

ると思いますし、これは西予市三瓶、明浜、宇

和、野村、城川、すべてに当てはまる事項でござ

いますので、今後十分検討させていただきたいと

思います。 

 

○議長 次に、６番小野正昭君。 

 

○６番小野正昭君 質問に入る前に、私は多少剣

道をかじっておりまして、剣聖と言われた宮本武

蔵が戦場に戦う前に、戦気寒流月帯びて澄めるこ

と鏡の如し、これは沈着冷静にということであり

ますけれども、先ほどは西予市議会一、二の知恵

者であり、また論客と言われております我々清風

会の会長の元親議員の一般質問の後、多少憶する

ところがありますけれども、しかしながら議長の

許可をいただきましたので、私は私なりに一部ま

ちおこし、また産業の創出の分野もあり、私の所

属委員会の所管事項に関係いたすところがありま

すが、今回の質問は主に地方自治の根幹と言うべ

き財政について。 

 １つ、平成１８年に検討し、２０年に見直しを

された中・長期財政の見直し（仮試算）は、試算
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どおりに推移をされているのか。 

 ２つ、平成２０年度と比較した２１年度普通会

計の所感について。 

 ３つ、自主財源確保及び向上についての施策。 

 以上、大きく分けて３点につき、私の所感を取

り入れながら市長にお伺いをいたします。 

 なぜこのような質問かと申しますと、２１世紀

は一般に地方の時代と言われ、またよく耳にもい

たしますが、その根拠は地方分権一括法にあると

思われます。この法律は、今日までの中央政府か

ら政治、行政において統治権を地方政府に部分

的、あるいは全面的に移管されることはご案内の

とおりであります。昨日、これもまた元親議会運

営委員長の研修報告の前段に触れられたとおりで

あります。１９９９年、平成１１年７月公布、２

０００年４月に一部を除いて施行され、また２０

０７年には新分権一括法の制定に向け審議がなさ

れ、民主党の政権交代によりさらに充実され、早

まっていくものと期待をいたしております。その

一つが、これまでのひもつき補助金でなく、地方

のことは地方で有効に活用ができる一括交付金も

細かなことでは別にして、その一例であると私は

思っております。 

 歴史はめぐり、歴史は繰り返すとよく言われま

す。私は、平成１１年の町議選の折、必ず市町村

合併があり、いわゆる廃藩置県から逆に廃県置藩

になるであろうと訴えてきたことを思いを起こし

ております。この廃藩置県は、１８６９年、明治

２年版籍奉還の折、当時２７４の大名に廃藩置県

が命じられ、１８７１年、明治４年７月大政官布

告により府県配列は３府７２県となり、今日まで

の中央集権国家の体制ができたのであります。ち

なみに、現在の１都１道２府４３県の都道府県

は、ご案内のとおり１９７２年、昭和４７年アメ

リカから返還された沖縄が入り現在に至っており

ます。また、将来は道州制あるいは当時の自治省

は１，０００から７００ぐらいの市町村にもと耳

にいたしております。いずれにいたしましても、

自治体の文字のごとく、我が町のことは我が町で

治めなければならない、そう遠くないと私は思っ

ております。また、そうでならなければならない

とも思っております。 

 さて、そこでお伺いをいたしますが、平成１８

年に出され、２０年に見直しをされた西予市中・

長期財政見直し（仮試算）についてお伺いをいた

します。 

 仮試算による平成２０年度、２１年度及び２９

年度の数値は下記のとおりであります。また、平

成２０年度及び２１年度の主な普通会計の決算状

況を追いますと同様に下記のとおりであります。 

 そこで、上記の数字を踏まえて質問をいたしま

す。 

 １つ、中・長期の仮試算では、平成２１年度の

歳入総額は約２５４億１，５００万円に対し、同

決算では約２９１億２，９００万円と約３７億

１，４００万円の増額の要因は何か。 

 ２つ、同歳出総額では約２４６億６，５００万

円に対し、同決算では約２８４億６，０００万円

であり、その差額約３７億９，５００万円の増額

の要因は何か。 

 ３つ、昨日平成２１年度の一般会計決算成果報

告の中で、退職予定者２分の１以内の採用、早期

退職者制度の継続等による人件費の削減に努め、

またその他の施策で効率的な財政運営に着実にま

ちづくりを推進したとの報告がありましたが、人

件費で約４６億５，７００万円に対し、同決算で

は４８億３，９００万円と約１億８，２００万円

増加しておりますが、その要因は何か。 

 ４つ、公債費比率１３．３％に対し、９．６％

と３．７％減少であり、その要因は何か。 

 ５つ、経常収支比率９０．９％に対し、８９．

７％と１．２％減少をいたしておりますが、この

要因は何か。 

 ６つ、財政力指数についてお伺いをいたしま

す。 

 仮試算の数値は、旧町の数値を積み上げたもの

であり、また旧町の計算方法との違いも承知をい

たしておりますが、０．２４２に対し０．２７で

わずか０．０２８上昇をいたしておりますが、そ

の要因は何か。 

 以上、６項目を見て注目すべきは歳入総額もさ

ることながら、歳出総額及び人件費が目立った数

字となっておりますが、試算といえども一度見直

しをしたにもかかわらず、数字が少し大きいので

はないか。 

 次に、平成２０年度及び２１年度の普通会計決

算状況では、２１年度について若干の数値の差が

ありますが、特に歳入総額において２１年度は約

５２億９，５００万円増加をしておるのに対し、

歳出においても約５３億９，６００万円も増加の
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要因は何でしょうか。 

 平成２０年度の監査委員による監査報告の結び

では、財政指数などの状況でも明らかなように、

普通会計における経常収支比率が９０．２％と高

比率で推移をしていると。このことは、既に財政

構造の硬直化を示し、行政内容の変化に伴う弾力

性の確保が必要課題であると指摘をされておりま

す。この件につきどのように受けとめ、どのよう

な見直しもしくは対処をされたのか、お伺いをい

たします。 

 次に、財政力向上の施策についてお伺いをいた

します。 

 今後、地方自治の進展を図り健全な地方自治を

堅持するには、大切なのは財政力の向上であり、

自主財源の確保だと考えますが、この件につき次

のことを申し上げ市長の所感をお伺いをいたしま

す。 

 平成２１年における通常第一審において、禁錮

以上の刑を言い渡された被告人の数は７万１，８

８１人に対し、うち実刑者は２万９，３１２人で

あります。ちなみに、平成２０年は実刑者の数は

２万８，９６３人、うち男性２万６，７６８人、

女性は２，１９５人、全体でわずかと言うべきか

３４９人の増加を見ております。平成２２年３月

１９日、法務省矯正局によると、俗に刑務所とい

われる拘置所を含めた数は全国で１８８カ所あ

り、女性刑事所、いわゆる刑務所の数は８施設に

なっております。収容人員は、平成１９年３カ

所、２０年で１カ所、最近になり運営を開始され

ました。これは、ＰＦＩ方式ということで公共事

業を民間活力でという方策をとられたようであり

ますが、収容人員７万５，２５０人に対し、収容

定員は９万３５４人であり、１万５，１０４人の

余裕があります。しかし、女性被告収容者の数は

定員が５，４７０人に対し、収容人員は５，２１

２人とわずかに足りてはいますが、今後外国人の

犯罪の増加、特に女性の凶悪犯の増加、犯罪の増

加の傾向を考えるに当たりましたときに、こうい

うことは大変私は憂慮をいたしております。そう

いう意味で、私は早目にこのアクションを起こす

べきだと思いますが、財政力向上、自主財源の確

保の上からも、市長はこの件につきいかなる所見

をお持ちか、お伺いをまずいたしたいと思いま

す。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、小野議員のご質問につい

てお答えさせていただきますが、数字的なものに

ついては部長のほうから答えさせていただきます

ので、私はそれを踏まえてのご質問だとは思いま

すけれども、最後の財政力向上の施策について私

のほうから答えさせていただきます。 

 急に刑務所の誘致の話が出ましたので、ある意

味ではどういうところから出てきたのかちょっと

私もわからないところがありますが、刑務所施設

の誘致につきましては、ご指摘のとおり入所受刑

者数が１０年前と比較すると増加傾向にあり、施

設の需要が高まっているところではございます。

施設誘致のメリットとして、地元住民の雇用や地

域経済の活性化、住民税などの税収等が見込まれ

ます。これはお考えのとおりだと思いますが。ま

た、刑務所職員、その家族としての収容受刑者が

住民として登録されるため、地方交付税の算定要

件であります人口が増となり、地方交付税の増額

が考えられるところでありまして、過去において

も過疎対策として誘致に乗り出した自治体もあっ

たようでありますが、新設される施設の数が少な

いことや、地元住民の理解が必要なことなどの課

題も多く、現時点では西予市としては誘致の検討

は考えておりません。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 それでは、小野議員の最

初の質問でございますが、財政に関する質問につ

いてお答えいたします。 

 まず、ご指摘の中・長期財政の見通し、いわゆ

る仮試算と私どもは言っておりますが、これにつ

いては試算は毎年作成しております向こう１０年

間の普通会計における中・長期財政計画、これを

もとに平成２１年１月時点で作成した内部事務資

料でございます。ただ、国、県の税制改革や地域

経済の動向、政策的な大型事業の実施等により大

きく数値が変動する場合もあるということを前提

とした計算でございます。そのことをあらかじめ

ご理解いただいた上で、仮試算額、指数、実績額

等の差異についてお答えいたしたいと思います。 

 まず、質問１及び２、平成２１年度の歳入歳出
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決算実績額が仮試算額と比較して大きく増額にな

っておるという要因でございますが、国の緊急的

な経済対策、それにより平成２０年度から２１年

度にかけて定額給付金事業や地域活性化・生活対

策臨時交付金事業、地域活性化・経済危機対策臨

時交付金事業等の景気下支えの経済対策、こうい

うものがたくさんございました。それと、基金積

み立て等を行ったことが主な要因でございます。 

 次に、質問３の人件費の増額の要因でございま

すが、職員数は若干減少いたしましたけれども、

職員共済組合負担金、退職手当負担金が大きく増

額になったことが要因でございます。 

 次に、質問４の公債費比率の減少の要因でござ

いますが、公債費比率はいわゆる財政構造の弾力

性を判断する指標でございまして、公債費に充て

られる一般財源の額の標準財政規模に占める割合

をあらわしております。積算上分子に当たる公債

費の増加に対して、普通交付税の増により、分母

に当たる標準財政規模が大きくなり減少したもの

でございます。 

 次に、質問５の経常収支比率の減少の要因でご

ざいますが、この比率は人件費、扶助費、公債費

等の義務的性格の経常経費に、地方税、地方交付

税、地方譲与税等の経常一般財源収入がどの程度

充当されるかを見ることによって財政構造の弾力

性を判断する指数です。ただ、これも積算上分子

に当たる人件費、公債費等の増加が、分母に当た

る地方交付税、この増加のほうが大きく比率が減

少したものでございます。 

 次に、質問６の財政力指数でございます。仮試

算で示した指数と平成２１年度の実績による指数

で若干計算方法が異なりますので、比較は単純に

はできませんけれども、仮試算と同様の方法では

計算しますと０．２３５となり、ほぼ同数値とな

ります。いずれにしても、本市の財政力は脆弱な

状況にございます。 

 また、平成２０年と比較して平成２１年度の普

通会計決算が大幅に増加している要因についてで

ございますけれども、先ほどご説明いたしました

とおりに緊急経済対策等の事業に加えて庁舎建設

事業、ケーブルテレビ整備事業等の大型事業の実

施による増が主な要因でございます。 

 財政構造の弾力性の確保については、極めて重

要な問題でございまして、第２次行政改革大綱や

行政評価システムにより、すべての会計の事務事

業の徹底した見直しを努めているところでござい

ますけれども、さらなる財源の選択と集中により

人件費、物件費等を見直し、削減、市債の慎重な

発行と適切な管理により公債費の抑制を図ってま

いり、継続可能な財政基盤の確立に努めたいと考

えております。 

 以上、財政に関する答弁といたします。 

 

○議長 小野正昭君。 

 

○６番小野正昭君 先ほどは部長から財政の件に

ついてるる説明を受けました。 

 財政というのは、大変難しくて奥の広いもの

で、我々なかなか理解がしにくいのですけれど

も、一生懸命勉強してこれから財政に目を向けて

いきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、１段目の質問はいわ

ゆる前段でありまして、これからが本番というん

ですか、先ほど私一般質問の最初に言いましたよ

うに、所管事項にかかわりますんで財政を建前と

してまちおこしの質問をさせていただけたら、こ

のように申し上げたわけであります。市長さんも

いきなり何でかなというふうなことでしたけれど

も、理由はそこにあったわけであります。 

 私は、２１世紀は環境と福祉の世紀であるとい

うことも、これも街頭で訴えてきました。このこ

とにお金がかかるのは事実であります。その環境

と福祉に目を向けて、まちづくり産業を興し活性

化をするのがいい施策の方法ではないかなと、バ

ブルがはじけた今日、企業を中へ誘致するという

ことは大変困難だと私は思っております。菅総理

も福祉を産業として雇用の見直しをと言っておら

れますのはご案内のとおりであります。 

 そこで、私は昨年１２月の第１回目の一般質問

のときに、市長は行政のトップであり、また反面

政治家であるということを発言をさせていただき

ました。 

 そこで、市長にお伺いをいたしますが、まず丸

谷金保さんといわれる方をご存じかどうか、単純

な質問ですけれどもお聞きをして再質問とさせて

いただきます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 存じておりません。 
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 以上です。 

 

○議長 小野正昭君。 

 

○６番小野正昭君 丸谷金保さんという方は、北

海道池田町の元町長さんでして、食堂で御飯を食

べておるときにお百姓さんが牛を引いて歩かれて

おった、これを見て丸谷町長はああそうかと、我

が町には野ブドウがあるなと。その野ブドウが今

までは甘いワインだったのが酸っぱいワインでし

ょう、その牛肉といわゆるワインをかけ合わせて

まちおこしをされたと。当時町民から相当なこん

なまずいワインが飲めるかとか、こんなものをし

てとかという非難を浴びたけれども、当時の丸谷

町長は町の２０年、３０年、５０年先を見越し

て、ばかと言われても信念を通した、こういう方

で将来は代議士になられた方です。 

 そこで、やっぱりこのことを念頭に置いて、

我々家庭においてもいわゆる経費というものは、

財政というものは、入るをはかって出ずを制すと

いうことがありますが、まずやはり入るをはから

なければならないと思います。先ほどの元親議員

の一般質問の中に、耕作放棄地とか、ほれから森

林の話が出ましたけれども、私は余り踏み込むと

これまた所管にかかわりますので質問事項とちょ

っと型が違いますのでご無礼かと思いますけど

も、あえて申しますと、市長は刑務所の答弁の中

で住民の感情という答弁をいただきましたけれど

も、私は男性は余り好ましくないんです。女性を

ひとつしていただいたら、やはり女性は余り凶悪

な犯罪を他人には及ぼしませんのでどうかなと。

女性を検討していただきたいなと。それで、その

女性の受刑者の方々に、いわゆる体験作業と称し

てそういう作業の一貫性をしていただいたらどう

かなと、耕作放棄地とか、ミカンのいわゆる体験

作業とか、そういうことをしていただければ、い

わゆる農業等の担い手の一躍にも買っていただけ

るんではないかなと、と同時にやはり造成からい

わゆる雇用、物品の流通を考えますと、これから

先２１世紀はこういうことに目を向けなければい

けないのかなという思いを、私はかねがね強く思

っておりましたので、財政にかこをつけてこの話

を今回させていただいたので、お許しをいただい

たらと思います。 

 そういうことで、やはり２１年度ですか、決算

のいわゆるカンセンの末尾にこうありますね。景

気低迷が続く昨今、西予市を取り巻く環境も厳し

いことから、常に危機的意識を持ち、最少経費で

最大効果が得られるよう効率的で健全な行財政運

営に一層努めていただきたいと、こういうことで

先ほど言いましたように、入るをはかって出ずを

制すという観点からも、ぜひひとつそういうこと

で検討をしていただいたらなと。これは、いわゆ

る先ほど市長のあいさつの中で、議場は議論の場

と言われましたが、これは私は行政と議員は政策

の議論の場、戦いの場と思っております。戦気寒

流月帯びて澄めること鏡の如しであります。ぜひ

お願いをしたらと思います。 

 終わります。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

０時１７分） 

○議長 再開をいたします、（再開 午前１０時

２８分） 

 次に、１１番嶋川武文君。 

 

○１１番嶋川武文君 今は日本社会は大変な変革

期にあると思います。５０年に一回の合併を初

め、政治、経済、財政、産業、あるいは子供の問

題に幅広く今は大きな変革期の渦の中にあると言

っても過言ではないと思います。私は、一つだけ

政治倫理について質問いたしたいと思っておりま

す。 

 昨年の衆議院議員総選挙は、歴史的な民主党の

大勝に終わりました。それがいわゆる自民党の５

５年体制の崩壊か、あるいは一時的な交代劇なの

かわからないところですが、少なくとも５５年体

制は終えんしなければ、国民の理解は得られない

ことだけは確かなようであります。 

 そして、皆さんご案内のとおり、鳩山前総理大

臣、小沢前民主党幹事長という、いわゆる２大巨

頭による民主党政治が始まりました。その後、

種々マニフェストに沿って政策を実行しようとす

るものですが、その内容はほとんどばらまき的な

ものなので、財源の乏しさと相まって完全には実

行されておりません。特に、皆さん記憶に新しい

ものとしては、これは財源の問題じゃなくて政治

問題と言えますが、沖縄のいわゆる普天間基地の

問題は二転三転、延期などで最低でも県外と言っ

ていたのも、結局はかつての自民党の案に実質逆
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戻り、時間の無駄と混乱を招いただけでした。そ

の間に、両巨頭による政治と金の問題などもあ

り、両氏はその職にとどまることができなくなり

辞職、現在の菅内閣にかわったことはご案内のと

おりであります。 

 ７月の参議院議員選挙で、今度は民主党が負け

ます。この総括で、民主党は多少間違った答えを

平然と出します。その結果は、菅首相の消費税の

言及が原因だと言うのであります。そうでしょう

か、皆さん。結構な数の方が、主にジャーナリス

トの方が言っておりますが、その原因は政治と金

の問題、特に小沢前幹事長のことと普天間問題だ

と。特に、小沢さんの政治と金については、今の

ところ不起訴なのですから法的にはクリアなの

で、そこで結審となるのでありますが、ただこの

件につきましては東京第五検察審査会が再審査し

ておりまして、その結果は今月の末に出るという

ような報道がなされております。しかし、さっき

も申しましたように、政治家はそれでいいのでし

ょうか、政治家はそうはいかないのであります。

政治的、倫理的に国民は許していないと思うので

あります。その結果が世論調査にも出ておりま

す。小沢さんは、議員辞職も含めてかなりの高い

数字が出ております。政治家は襟を正さなければ

なりません。参議院選挙の結果は、そのあらわれ

と思うのであります。 

 少なからず、我々西予市議会議員も政治の末席

にあります。議員として協議、審議、議決など議

会業務に携わる前に、倫理的にクリアしておかな

ければなりません。しかし、現実には西予市政治

倫理条例を設置しておりますが、その内容は乏し

く、ざる法と言わざるを得ません。あってないの

と同じなのであります。審査会の設置もありませ

ん。ざるどころか、網で水をくむようなものであ

ります。世論は言っております。明らかに公共工

事等々主体の会社を経営している者が議員に堂々

といる。西予市議会の倫理のレベルを理解するこ

とができないということをよく聞きます。まこと

に残念であります。政治倫理について、市長、副

市長、そして教育長も対象になります。ここで、

再度政治倫理について真剣に協議し、再び市民に

堂々と納得していただける内容のものを制定する

ことを提案いたすものであります。市長のご所見

をお願いいたします。 

 以上であります。 

○議長 別宮副市長。 

 

○別宮副市長 政治倫理条例について、嶋川議員

からの一般質問にお答えをいたします。 

 政治倫理をめぐりましては、しばしば政治と金

の問題として大きく論じられてきております。現

在、国政においても非常に注目を集めている状況

にあることは周知のとおりでございます。もとよ

り、政治に携わる者は、その地位や権限を私的利

益にすることが職業倫理として禁止されておりま

す。それを遵守させるためには、個人の道徳観や

判断のみならず、客観的に監視できる仕組みとし

て法的規制が必要であります。 

 当市の政治倫理条例は、平成１７年第１回定例

会において政治倫理の確立を図り、市政に対して

市民から信頼され公正で民主的な市勢の発展に寄

与することを目的に、議員発議で制定をされたも

のであります。現在、愛媛県内２０市町のうち、

当市を含めて６市町が政治倫理条例を定めており

ます。条例を制定していない市町におきまして

も、政治倫理の遵守に関しまして何らかの申し合

わせ事項や規定を定めているものと思われます。 

 さて、議員のご指摘のとおり、条例制定をして

いる県内市町のうち、当市のみが審査会の設置を

規定をいたしておりませんし、また具体的な判断

基準も設けておりません。政治倫理に触れるよう

な事案に対して、適切な措置がとれるような制度

を整備することは当然に求められるところであり

ますが、これは制度の適用を受ける者の姿勢が最

も重要になると考えております。したがいまし

て、本条例が議員発議でなされたものであるこ

と、また条例の厳格適用のために政治倫理基準の

具体化も必要となりますが、特に問題となります

請負に関しましては、過去の一般質問にもお答え

をいたしておりますとおり、まず議会内部で検討

をいただき、協議いただくことが必要であろうか

と考えております。 

 市の理事者といたしましては、議会の検討内容

と歩調を合わせて、市民から見て不適切と思われ

るような状況があれば適所適正に対処でき、だれ

からも疑念を抱かれることのない政治倫理の遵守

徹底に効果的な制度を構築したいものと考えてお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長 嶋川武文君。 

 

○１１番嶋川武文君 この政治倫理条例というん

ですが、これは倫理ですので条例でするというの

は私も不本意ではありますが、しかしやらなけれ

ばならないと強く思っております。 

 ここで、市長に再度質問いたしますが、およそ

行政、議会もそうですが、法律に基づいて運用し

ていくのが基本でありましょうが、ただ政治家と

つく限り果たしてそれでいいのでしょうか。今、

民主党の代表選挙をやっておりますが、いわゆる

豪腕の小沢さんが最近選挙上手ですから、徐々に

よくなってきているようでございますが、ただ世

論調査いたしますと相変わらず政治と金の問題は

問題になっております。７割、８割の方がだめだ

と言っておりますが、私はこの倫理につきまして

は、法律だけを守ってクリアすればいいという問

題じゃなくて、やはりいわゆる倫理、道徳が必要

と思います。改めて、今副市長にはご答弁はいた

だいたんですが、市長も非常に答えにくいとは思

いますが、再度簡単で結構ですので市長のお考え

をお願いいたします。私は、法律だけ守っておれ

ばいいという問題じゃないと思うんです、特に政

治家関係は。その点はいかがでしょうか。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、嶋川議員の再質問につい

てお答えをさせていただきます。 

 これは、非常に難しい問題でもあります。今先

ほど、当初のご質問にもあったとおり、国のほう

にも小沢さんが法律と倫理という問題で、政治倫

理についてどうかということで議論をされておる

ところだと思っておるわけでありますが、およそ

それぞれ、私であり、議員の方でもそうでありま

すが、政治に携わる者は法律があり、それで道徳

倫理観があって、その上に政治的ないろいろな判

断が加わってくるんだとは思っておるわけであり

ます。 

 その中で、西予市の中の政治倫理でございます

けれども、これはあくまでも議会の中でまずご判

断をいただいた中でつくられていただいた条例で

ありますし、行政もまずそこを尊重しながら、議

員の方がまずご判断をいただくところで流れをつ

くっていったらいいんじゃなかろうかなとは思っ

ておるわけであります。しかしながら、行政の中

でも、先ほど副市長の答弁も後段の最後のほうに

もちょっと言わさせていただいておりますが、目

に余るようなことであれば行政としても議会の

方々と一緒に一歩踏み出していくという気持ちは

強く持っておるところでございまして、その辺の

ところはしっかり心に持っておかなくてはいけな

いのかなという思いでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 次に、２番二宮一朗君。 

 

○２番二宮一朗君 公明党の二宮一朗でございま

す。ただいま議長より許可をいただきましたの

で、通告しております５つの項目について質問を

させていただきます。 

 初めに、予防ワクチンの公費助成について２点

お伺いをいたします。 

 １つ目は、子宮頸がんの予防ワクチンについて

であります。 

 この件につきましては、私の３月の第１回定例

会におきまして一般質問をさせていただきまし

た。そのときには、市単独での公費助成は財政的

に難しい。国、県の動向を見ながら検討したいと

の答弁をいただいたと記憶をしております。その

後、全国各地で公費助成を開始した地方自治体が

ふえてきており、厚生労働省の調査でことし６月

の時点では回答のあった１，７４４の自治体のう

ち１１４の自治体、６．５％に当たりますけれど

も、が公費助成を行い、またその中の７８の自治

体６８．４％では１万２，０００円以上の助成を

行っていることが明らかになっております。ま

た、８月の参議院予算委員会において我が党の松

あきら参議院議員から、国が子宮頸がんの予防ワ

クチンの公費助成を行うべきだとの質問に対し

て、菅総理は大切なことだと思う、私は前向きな

形で取り組むべきだと思うと答弁をされました。

そして、その直後に厚生労働省が２０１１年度予

算の特別枠として、助成事業費として１５０億円

を要求する方針との報道がなされました。 

 また、この愛媛県においては、先日上島町が町

内の中学生６３人を対象に、この９月から実施を

決めたとの報道がありました。前回の市単独での

公費助成は財政的に難しいという答弁もわかりま

すけれども、検診とのセットでほぼ１００％予防
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ができると言われているこの子宮頸がんでの不幸

な女性をなくすためにも、ぜひとも我が西予市で

も公費助成に積極的に取り組むべきだと考えます

が、市長の考えをお伺いをいたします。 

 ２つ目に、Ｈｉｂワクチン、肺炎球菌ワクチン

についてお伺いをいたします。 

 Ｈｉｂワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンは、

細菌性髄膜炎を防ぐワクチンとして世界では既に

１００カ国以上で予防接種が行われ、９０カ国以

上で国の定期予防接種に位置づけられているもの

であります。細菌性髄膜炎は、脳を包む髄膜に菌

が取りつき炎症を起こす病気でありますが、国内

では年間約１，０００人が発症をし、その約５％

が死亡、救命ができても約２５％が脳に後遺症を

残すと言われております。原因菌は、約６割がＨ

ｉｂ、インフルエンザ菌ｂ型というもので、続い

て肺炎球菌が２割を占めております。何よりも迅

速な診断と適切な治療で重症化を防ぐことが大切

ですけれども、早期の場合には風邪と見分けるの

が難しいという問題もあるようで、できれば保育

園や幼稚園などでの集団生活が始まる前のできる

だけ早いうちにこれらの予防接種を済ますことが

望まれます。最近特に、乳幼児のお母さんたちの

間で関心が高くなってはきておりますけれども、

全額自己負担が原則の任意接種となっているため

に、接種をしたくてもできないという厳しい現状

があります。ちなみに、１回の接種当たりの費用

は約９，０００円、接種開始年齢によっては２回

から４回が必要であります。この経済的負担を軽

減するために、全国では既に助成制度が始まって

いる自治体もあるようですので、我が西予市にお

いても全額とはいかないまでも、幾らかでも助成

ができる制度の実施を求めるものであります。市

長の考えをお示しください。 

 次に、２点目として西予市のホームページの充

実についてお伺いをいたします。 

 現在の情報社会において、ホームページの利活

用と役割、効果については今さら言うまでもあり

ませんが、さきの参議院選挙前にもネットでの選

挙が話題になっていたように、近い将来インター

ネットを使った選挙運動の解禁もされようとして

おります。それこそが、インターネットを使った

ブログやメール、ツイッターやホームページが国

民に普及をしているという証明だと思います。 

 そこで、１点目として行政からの情報発信につ

いてお伺いをいたします。 

 ホームページの中の暮らしのガイドというとこ

ろをクリックしますと、担当課で検索という箇所

があります。しかし、大半の部署からは情報が入

っていないという現状があります。担当の部署に

よって発信される情報の量が違うのは当然であり

ますけれども、クリックをした市民の皆さんから

見ると、なぜ何も入ってないのって思われるくら

い検索データは０件でしたという担当課の多さに

ちょっと驚いてしまいます。伝える情報がそれほ

どないのか、伝える努力が足りないのか、いずれ

にせよ１００を超える担当課の数をもう少し部門

別に整理をするなどの工夫が必要だと感じます。

市民の皆さんへの情報発信方法がこのホームペー

ジだけではないのは理解できますけれども、もう

少し市民の皆さんに伝えたいという気持ちがこも

ったホームページの内容にしてほしいと思います

が、ご所見をお伺いいたします。 

 ２つ目に、このホームページからいただく市民

の声についてお伺いをいたします。 

 市民の皆さんが、行政、市長に思いを伝える方

法の一つとして、ホームページの中の市長への投

書箱があります。これは、昨年の４月に設置をさ

れたと記憶をしておりますけれども、設置をされ

てから今までにどのくらいの件数の投書があった

のでしょうか。できれば投書の件数や、こんな投

書をいただきましたなどのプライバシーには考慮

した上で、その大まかな内容くらいはホームペー

ジの中でフィードバックをしていただければ、市

民の皆さんの関心も一層高まってくると思いま

す。その実行の可能性をお伺いをいたします。ま

た、担当課に対してのお問い合わせの件数を掌握

されていれば、それも教えていただければありが

たいと思っております。 

 ３つ目に、広告事業についてお伺いをいたしま

す。 

 このホームページには、ホームページへの広告

と広報せいよへの広告の募集がありますが、その

効果が見えてきていないように感じます。実際今

までにはどれくらいのお問い合わせがあり、また

今後のこの広告事業に対してどういうふうに取り

組みを考えられているのか、お伺いをいたしま

す。 

 それと、このホームページの中の新たな広告媒

体の提案というところで、実際に寄せられている
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提案内容があればあわせてお聞かせ願いたいと思

います。 

 次に、大きな３点目、新庁舎の総合案内の設置

についてお伺いをいたします。 

 ２年前の６月定例議会において、私の初めての

一般質問の行政の市民サービスの中で再質問をさ

せていただきました。また、当時の総務常任委員

会での質疑のときにも何回か意見要望を述べさせ

ていただいておりますけれども、残念ながらその

都度いい返事はいただいておりませんが、いよい

よ新庁舎の全貌が見え始めてきて、来春には市民

の皆さんに利用をしていただくようになりますの

で、再度しつこいとは思いますが提案をさせてい

ただきたいと思います。 

 私がこの２年間の行政視察等で訪問をさせてい

ただいた庁舎では、多くの市や町で総合案内を設

置されているところがありました。それは、建物

の大きさでもなく、市とか町とかの行政の規模の

大きさにも関係はありませんでした。初めて訪問

させていただいた自治体において、庁舎に入って

すぐの場所に総合案内があると、その自治体の市

民と行政の距離感の近さがわかるように感じられ

ました。市民の皆さんから見た庁舎内の雰囲気や

行政というものは、この庁舎の中にいる職員の皆

さんや、市長初め理事者の皆さんが思われている

よりも、もっと遠く、高く感じられているように

思います。私が市民の皆さんに総合案内について

あったらいいと思うんですけれどというふうにお

聞きをしたら、あるべきですよねとか、あって当

然ですね、中には、えっ、計画の中に入ってない

のと驚く方もおられます。西予市においては、市

民と行政のさらなる距離感を縮めるためにも、ま

た市民の皆様への行政サービスとしても本当にし

つこいようで恐縮でありますが、ぜひとも総合案

内の設置を考えていただきたいと思います。市長

の考えを再度お伺いをいたします。 

 次に４番、子育て支援、少子化対策としての保

育料の支援策についてお伺いをいたします。 

 少子・高齢化の波は、物すごいスピードでやっ

てきております。この西予市においても、小学校

の再編などで将来の子供の人数が予想されている

数字を見たりしますと、二、三十年後の西予市の

状況を想像することさえ、ちょっと怖いような気

がいたします。この保育料の件につきましては、

国の基準とはいえ保育料算出方法から幅のある保

育料で課税区分とはいえ、このことは以前から保

護者の皆さんの負担と不満がありました。近年、

幼・保の一元化の話が出ていたころには、保育料

が今よりは平準化されるのではないかとかなり期

待もしておりましたけれども、ここ最近また国政

においてのトーンが下がったのかどうか、余り耳

にしなくなってきております。今、国においては

子供は社会が育てるとの趣旨から子ども手当を支

給しており、今後は党首選結果次第とは思います

が、現金支給と現物支給で子育て支援の方向性を

見せております。我が西予市が今後人口の減少の

スピードを少しでも鈍らせたり、食いとめるため

には、今の、またこれからの若い世代の人たちが

この西予市に多く住んでいただき、一人でも多く

の子供を産み育ててもらうという希望を抱くしか

方法はありません。 

 そこで、西予市版の子育て支援策として、例え

ば３人目以降の子供の保育料を市で負担するなど

の、近隣の町にもアピールができるような若い世

代の人が西予市に住みたくなるような助成策が必

要だと思いますが、市長の考えをお聞きいたしま

す。 

 最後に、５番目として新たな過疎対策の推進に

ついてお伺いをいたします。 

 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する

法律の施行に伴い、過疎対策事業債の対象として

ソフト対策が追加をされることになりました。こ

れは、過疎関係市町村が地域の実情に応じてきめ

細かく目配りを行い、地域が抱える課題や地域を

取り巻く社会状況を的確に把握をすると同時に、

資源や特性を生かした仕組みや方策を自立促進市

町村計画として作成し、事業が展開できることに

なったと理解をしております。西予市の限度額予

算は約２億５，０００万円くらいと伺っておりま

すけれども、せっかくできた予算でありますか

ら、今まであった事業をこの過疎対策事業債に振

りかえるような対応ではなく、西予市の将来を見

据えた新たな新しい発想の事業を期待をしておる

ところでありますけれども、現時点での西予市と

しての方向性とお考えがあればお示しをいただき

たいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 
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○上甲生活福祉部長 二宮議員のまず子宮頸がん

予防接種ワクチンの公費助成についての答弁をい

たします。 

 子宮頸がんは、性交渉により感染するヒトパピ

ローマウイルスが主な原因とされ、年間約１万

６，０００人が発症し約２，５００人が死亡して

いるとされており、予防には若年層へのワクチン

接種が有効と考えられております。感染率は、２

０代で９０％、３０代で７５％、４０、５０代で

６５％と、若年者ほど感染の割合が高く、発症率

は４０から５０代が一番高く、次いで６０代とな

っております。検診による早期発見、治療でほと

んどが治癒できますが、さらにワクチン接種によ

り１００％近い予防が可能となります。しかし、

接種費用は１回当たり約１万５，０００円必要と

されており、３回接種では１人４万５，０００円

程度となります。今回、国が特別枠で示した子宮

頸がん予防接種対策強化事業で１５０億円で、接

種費用の３分の１が国庫補助されると見込まれて

おります。接種できる対象者は、１０歳以上の女

性で世界的に１０代前半の接種が推奨されておる

ところでございます。そのため、対象者を１０代

前半とすれば小学校高学年及び中学生となろうか

と思います。去る９月３日の新聞報道によります

と、接種率向上につながる学校での集団接種では

適切との意見はわずか４％で、養護教諭のほとん

どが副作用が起きた場合の対応や保護者への説明

に不安を感じていると言われております。また、

医療従事者でも約半数４７．６％が副作用の不安

を感じているようでございます。今年度、県内で

実施を予想されております上島町と松野町は、い

ずれも中学生を対象としております。現在、当市

の女子中学生は５５９人で、接種費用は１回当た

り１万５，０００円と換算をいたしますと、２，

５１５万５，０００円程度となり、国が３分の１

の８３８万５，０００円を助成するといたします

と、残り３分の２の１，６７７万円を県や市町、

または個人で負担することとなります。当市とい

たしましても、個人負担を公費により助成したい

と考えておりますけれども、現状では財政事情の

ほか、接種による副作用の問題などもあるため、

国や県、近隣市町の動向を見ながら慎重に検討し

ていきたいと考えております。 

 続きまして、Ｈｉｂ、肺炎球菌ワクチンの公費

助成についてのご質問にお答えをいたします。 

 乳幼児の細菌性髄膜炎は、細菌が脳に感染する

重症の感染症で、発症から２４時間以内に症状が

急激に悪化する劇症型ではほとんどが死亡すると

言われております。原因菌のヘモフィルスインフ

ルエンザ菌ｂ型は通称Ｈｉｂと呼ばれ、通常の罹

患の死亡率は３から５％、２５％の割合で後遺症

が残ると言われております。乳幼児の肺炎球菌の

場合、死亡率は１０から１５％で、生存しても１

０から２０％の割合でてんかん、発育障害、難

聴、脳性麻痺、精神遅延などの後遺症が残ると言

われております。これらのワクチンは、任意接種

のため全額個人負担となっております。予防接種

の対象者と回数は年齢により異なり、Ｈｉｂワク

チンは２カ月から６カ月児で４回、７カ月から１

１カ月児で３回、１歳から４歳児で１回で、１回

当たりの接種費用は７，０００円程度必要でござ

います。肺炎球菌ワクチンの接種は、２カ月から

１０歳児の間に４回、１回当たりの接種費用は１

万円程度でございます。いずれも接種費用が高額

なため、市単独の公費助成は難しい状況でござい

ます。国も予防接種法の見直しを検討している中

で、Ｈｉｂ、肺炎球菌などの任意予防接種の検討

もあわせて行われていることから、今後の国や県

の動向を見ながら検討していきたいと考えており

ます。 

 続きまして、子育て支援、少子化対策としての

保育料支援策についてお答えをいたします。 

 西予市の保育料は、平成１９年度に国徴収基準

の８５．８％が２１年度には８０．７％までに軽

減されております。市長マニフェストに掲げてお

りますとおり、７０％水準を目指しているところ

でございます。質問にあります３人目の無料化に

ついては、平成２１年度から国の基準は無料にな

っておりますけれども、本市におきましては入所

者には多少なりとも負担は必要でないかという考

えを尊重し、１０分の１を継続しておるところで

ございます。しかし、県内各地の状況を見てみま

すと、本市以外はすべて無料になっており、本市

においても来年度より無料化を検討しようとして

いたところでございます。平成２１年度の実績

は、１年間で延べ１４５人が該当をし、年間保育

料徴収額は２８万６，９００円で、１人当たり

１，９７８円となっております。保育料の水準

は、県内９市の平成２１年度国徴収基準に対する

市適用率で比較してみますと、本市は８０．７％
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で西条、四国中央市に次いで県内３番目に低くな

っております。平均は８３．７％で、児童１人当

たりの市の持ち出し額は５万７，８２８円であり

ます。このように、本市の保育料は全体的には安

くなっておりますけれども、国基準の第６階層及

び第７階層は他市に比べて高くなっているのが現

状であります。今後、財政状況も考慮しながら検

討を要するものと考えております。 

 子育て支援、少子化対策については、ことしの

３月に西予市次世代育成支援行動計画の後期計画

を策定し、通常保育に加え延長保育や一時保育及

び学童保育等の取り組みなどを盛り込み、保護者

からの多様なニーズにおこたえしているところで

ございます。国では、新たな子育て支援制度体系

を検討しており、子育て支援に係る財源の統合

や、幼児教育と保育を一体化したこども園の創

設、子ども手当の支給に関しては現金、現物給付

の提供など、制度そのものが大きく変わろうとし

ております。今後は、国の動向を見定め適正に対

応することが必要であると考えております。 

 以上、二宮一朗議員の一般質問に対する答弁と

させていただきます。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 それでは、二宮議員の２

番目の質問、ホームページの充実からまず最初に

お答えいたしたいと思います。 

 最初に、ホームページによる情報の発信につい

てでございますが、ご指摘のありました暮らしの

ガイドの中の担当課の情報につきましては、現在

のシステムは情報を入力した課が担当課となり、

一つの情報を担当課を複数という表示をできませ

ん。制度や手続方法等、全市で共通しているもの

は、本庁の担当課が情報を掲載しております。そ

のために、各総合支所の各課の掲載情報がほとん

どない状態、具体的には検索データがゼロでした

という表示になる場合が多うございます。ただ

し、各総合支所でイベントや催し物を主に担当し

ている部署につきましては、暮らしの情報以外に

もその情報を別途掲載しておるところでございま

す。市内では、ブロードバンドの整備が順次行わ

れておりまして、今後ますますホームページの重

要性は増してまいりますので、多くの皆さんに利

用いただけるよう関係部署と連携し、今後より多

くの情報掲載に努めてまいりたいと思います。 

 続きまして、市民の声についてでございます

が、平成２１年度４月開設以来、平成２２年８月

末現在で１７件の投書をいただいております。い

ただいた内容について内容をホームページに掲載

することは、その内容により個人を特定するおそ

れもございますので控えさせていただいておりま

す。ただ、投書件数の掲載については可能でござ

います。また、いただいた提言内容を参考に市政

運営で新しい事業に取り組んだり、展開があった

際には情報発信してまいるようにいたします。 

 なお、西予市ホームページの担当課への質問は

こちら及びお問い合わせから寄せられた行政相談

件数でございますが、平成１８年度が１１３件、

平成１９年度１０２件、平成２０年度１４４件、

平成２１年１６４件、２２年度が６８件となって

おります。 

 広告事業につきましては、ホームページのバナ

ー広告、広報せいよの広報掲載募集に係る問い合

わせともに年五、六件程度でございます。広告事

業は、広告事業実施要綱に基づきまして、広告印

刷物、市が発行する印刷物、ホームページ、いわ

ゆる庁舎や公用車などの財産などへの広告が可能

ですが、現在ホームページ、広報紙、市民生活、

ごみカレンダー等に有料広告を掲載しておる状況

でございます。新たな広告媒体について、具体的

な提案はございませんけれども、封筒などに広告

を掲載するということを検討してまいりたいと思

います。 

 次に、新庁舎の総合案内についてのご質問につ

いてお答えいたしたいと思います。 

 新庁舎の建設も皆様のご理解、ご協力のもと、

順調に進捗しているところでございまして、新庁

舎建設に伴う組織機構の大枠もおおむね固まりま

して、現在細部の事務取扱について協議検討を進

めているところでございます。その中にありまし

て、議員さんからご提案いただいております総合

案内所の設置についてももちろん検討いたしまし

たが、現在の職員数が絶対数が不足ぎみというこ

ともあり、配置する予定にはございません。た

だ、新庁舎１階のレイアウトからしますと、専任

の総合案内係を配置するよりも、各窓口担当者や

１階の各部署に配置された職員が積極的に来庁者

にお声をかけるということを徹底したほうが、来

庁者のニーズの把握とか職員意識の改革、さらに
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は議員もおっしゃられております市民との距離感

の払拭の面でもより効果的であり、総合的に住民

サービスの向上にもつながるんではないかと判断

しておるところでありますので、ご理解いただき

たいと思います。 

 最後に、５点目の新たな過疎対策、ソフト事業

の推進でございます。 

 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する

法律、今年４月１日に施行されたところでござい

ます。これまで４度にわたる過疎法は、いずれも

適用期間１０年の新法として制定されてまいりま

したが、今回は一部改正により６年の延長法とな

りました。改正で大きく変わったところは、ご指

摘のとおりハード事業に対する対象施設の拡大に

加え、過疎市町村の長年の悲願でありましたソフ

ト事業への過疎対策事業債の適用が認められたと

ころでございます。これにより、地域医療の確

保、住民の日常的な移動のための交通手段の確

保、集落の維持活性化など、将来にわたり安心し

て暮らすことのできる地域社会の実現を図るため

の事業の財源とすることができるようになりまし

て、過疎地域のより細やかな事業に積極的な活用

が可能となりました。ソフト事業による起債発行

限度額は、人口、面積、財政状況などの条件を考

慮して定められることになっております。本市に

おいては約２億５，０００万円が単年度における

限度額ということになっております。現在、本市

においても２２年度から２７年度までの過疎地域

自立促進計画案を取りまとめ中でございまして、

県との事前協議を進めているところでございま

す。その結果を受けて、１２月の定例議会に関連

議案の提出を予定しているところでもございま

す。また、これまでに人口減少や高齢化が進む地

域の実情や特性、行政ニーズをもとに社会基盤整

備事業を初め、限界集落対策事業や地域公共交通

活性化再生総合事業、さらには地域医療再生構想

に基づく八大圏八幡浜・大洲圏域地域医療再生計

画事業等を推進しているところであります。そう

した取り組みと、新たな過疎対策ソフト事業によ

る連携と調整によりまして、その成果が将来にわ

たって維持拡大できるよう、きめ細かな対策を講

じて地域の活性化と自立促進を図りたいと考えて

おります。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○２番二宮一朗君 それでは、何点か再質問をさ

せていただきます。 

 １点目として、上甲部長のほうから答弁をいた

だきました子宮頸がん、それからワクチンの件で

すけれども、新聞等にも載っておりまして学校で

の集団検診とか副作用が心配とか、こういうのは

私も認識はしております。ただ、先ほど言いまし

た参議院の予算委員会において、これは子宮頸が

んのワクチンの件が出始めてからインターネット

で悪質ないたずら等がたくさんありまして、これ

をすると妊娠できなくなるとか、そういうことも

ありまして、松あきら議員が厚生労働省の技官に

答弁を求めて、本当にこの子宮頸がんのワクチン

が副作用があるのかどうか答弁してくれというこ

とで、しっかりないということを答弁をしており

ます。また、集団検診で学校とかが不安とか、擁

護の先生とかが不安とかという件に関しては、ま

だまだ周知が余りされていないということで、今

後それは国が施策として決まったら順次周知はさ

れてくるんだろうなというふうに理解をしており

ますんで、ぜひ西予市においてもそういうふうに

プラス思考でちょっと考えていただいたらと思っ

ております。 

 それと、子育て支援の部分について保育料の３

人目が無料を検討していただくということで、こ

れは必ずぜひ来年からやっていただきたいなと思

うんですけれども、それに加えて私がもう少し踏

み込んでお願いしたいというか、考えていただき

たいなと思うのは、やっぱり少子化対策ですから

３人以上の子供さんがおったら３人目の保育料が

無料になる、今言っていただいたのは３人一緒に

行かせていたら３人目が無料になるという保育料

のことですけれども、そうじゃなくて、私のとこ

ろにも子供が４つ、４つ年が離れてますから、３

人一遍に保育園とかということはないわけですよ

ね。１人卒業したらあと２人保育園とか、そうい

う場合でも３人目は無料ですよという、ちょっと

画期的な施策、お金が要ることですんで大変とは

思いますけれども、そういうふうにとらえていた

だきたいと。 

 先ほどの言った予防ワクチンの件も、今回お願

いしている子育て支援、少子化対策の件について

も、先ほどちょっと言いましたけれども、上島町
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が愛媛県で初ということでこういう新聞で出まし

た。こういうインパクトが大事じゃないかなと思

うんですよね。西予市において、要するに若いお

母さん、または子供、そういうふうなところにき

ちんと目を向けてますよという市の行政の姿勢

が、今後のそういう少子化対策、または人口減少

等々の施策になってくるんじゃないかと思います

んで、市長はよく、僕もこの２年間しかこの議会

でおつき合いないですけれども、この２年の中で

も行政は経営感覚が必要やということを最近よく

おっしゃられていると２期目に入って、僕はよく

思うんですけれども、確かにそれはそのとおりや

と思います。だからこそ、よく言われる周りの市

町村を見てとか、国や県の動向を見てというだけ

ではなくて、独自のものをしっかり出していただ

きたいなと。それが将来の、前も一般質問で言い

ましたけれども投資にもなるし、僕はパフォーマ

ンスが好きではありませんけれども、やっぱり皆

さんが注目していただくということが、まず考え

る第一歩になると思いますんで、ぜひそこのとこ

ろもお願いしたいと思っております。 

 それと加えて、総務部長のほうのホームページ

の件ですけれども、予想外に問い合わせの件数が

ちょっと多かったんで、逆に僕はうれしいなと思

っておるんですけれども、これは先ほどの最初に

言った件と合わせて、やっぱ情報をフィードバッ

クで出していただくと、やっぱり見ている者もせ

があるというか、私もちょっと言ってみようかな

とかというふうになると思いますし、私の同級生

なんかもこの間お盆に帰ってきたときに、年も年

なんで今どき宇和のことが気になるんよというこ

とで、よくホームページを見るというふうな話を

してました。ただ、余り情報がそんなないよね

と、例えば僕の今回の議会のこういうのを見てみ

たら、いまだにまだ６月議会の議事録が変わって

ない、３月のまんまなんですよね、まだいまだ

に。ちょっと古過ぎるんじゃないかなと、そうい

うところもやっぱりしっかり対応していただきた

いなというふうに思っております。 

 それと、最後の過疎対策の件につきましては、

今からだと思いますんで、しっかり取り組んでい

ただきたいと思いますんでよろしくお願いしま

す。 

 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、二宮議員の再質問の２点

について私がお答えをして、３点目のホームペー

ジについては、これは質問要りますか、要りませ

んね。そしたら、２点についてお答えをさせてい

ただきます。 

 子宮頸がんにつきましては、先ほど部長のほう

が答えたところでありますが、私ども新聞の出た

意図というところが非常に気にしておるところで

ございまして、その副作用がもしあったら、ある

いは学校の現場が十分認識がない段階でどこまで

踏み込めるかなというのが非常に気にはしておる

ところでございます。ただ、公明党の松議員が、

今ほど言われて厚生労働省のほうの技官のほうが

答えられたということは、相当国のほうも研究を

された上での回答であろうと、このように思って

おりますので、それは注目に値するものだと思い

ますし、私どももそういうことを踏まえながら子

宮頸がんの助成については踏み込んでいくという

のは、やるべき道の一つではなかろうかなという

気は以前からはしておりましたが、その情報の中

でしっかりしたことを考えていきたいと思ってお

ります。 

 第２点目の保育料の関係等々も合わせましての

ことでございますが、私は福祉の感覚では以前か

らもこの議会の場で何回も言っておりますが、福

祉に国境があってはいけないという感覚を持って

おります。市町村の中で線を引いてしまう、これ

はやはり本来おかしいわけです。だから、こうい

う例えば保育料にしても子宮頸がんにしても、先

ほどのもう一つの問題にしても、本来なら国がや

るべき問題であります。市町村がどっかが特別に

やったから、それがいわゆるインパクトがあって

格好いいとか云々とあるのは、非常に私は福祉の

社会では困ると。だから、福祉国境論を以前から

言っておるのはそういうところでありまして、本

来なら国がやるべき道は国がやるべきだと、ある

いは広域自治体の県がやるべき道は県がやるべき

だという考えを持っております。市町村が格好よ

く一時的にというのはやりやすいですが、余りそ

れをやると本来のところに至らない。私は、福祉

にはそういう感覚を持っております。それ以外の

産業云々かんぬんについては、地域特性を生かす

というのは非常に大事でありますが、私は福祉国

境論を持ってそういう理論構成をして、以前から

この場に話をさせていただいておるところであり



－64－ 

まして、ただ保育料についてはこういう少子化の

中で何とか前向きの中で、今８０％ちょっと８０

くらいまできましたけれども、国の基準よりです

ね、できるだけ安く、７０ぐらいまでいけるよう

な流れをつくっていったらなと、これは思ってお

るところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○２番二宮一朗君 市長みずから答弁をいただき

まして、大変にありがとうございました。 

 私も今までの一般質問、これまでの中でも市長

の福祉の国境論というのは理解をしておるわけで

ございますけれども、先ほども言いました行政の

経営者としてというのも一つですし、先ほどもち

ょっとありましたけれども政治家という問題とい

うその判断からも私はちょっとそこのところが尊

敬している市長ではありますけれども、ちょっと

意見の違うところでありまして、ぜひ私の意見も

取り入れていただければうれしいなということ

で、ちょっとその上島町のやられた言葉として載

っておるんですけれども、唯一の予防可能ながん

であり、少しでも早く実施すべきだと考えてお

り、国や県の対応を待たずに実施したいというの

が上島町の考え方ということで、これは別に子宮

頸がんのことだけではないんですけれども、すべ

てにおいてやっぱり西予市はどうなのかという、

ここにおられる皆さんは行政の理事者なわけです

から、西予市の市民目線でしっかり考えていただ

きたいということで、これは別に答弁要りません

ですけれども。 

 最後にもう一点だけ、新庁舎の総合案内、本当

にいろんな場面でしつこく僕もお願いしてますけ

ども、以前の総務部長にも何回も言いましたけれ

どもやっぱり同じような返事で、いい返事をいた

だけませんでした。何でこんだけおって、人数が

たった一人、二人できんのかなと。本当にそうい

うふうに言われるんであれば、市民の皆さんはも

っと、行政の中におられる仕事されておる人を厳

しく監視しますよね。本当にお前時間ないんか

と、たった１時間この課から順番に抜けて総合案

内に座る時間がないのかというふうなことになる

んじゃないのかなと。例えば、前回言ったときに

は場所がないと言われました。もう設計している

んで、場所がないというふうに言われました、こ

の議場でね。私は、別に総合案内で座ってなくて

もいいんですけども、銀行なんかでよくフロアマ

ネジャーみたいにおられると思うんですよね。入

ってこられて、ちょっときょろきょろとしよった

らすっと行ってね、どちらに行かれますか、どん

な御用ですかっていう、そういうふうな方が欲し

いというふうに僕は思っとるわけですよ。ぜひ、

もう一度そこのところをちょっとご検討いただけ

ればありがたいなと思いますんで、これが最後の

質問です。よろしくお願いします。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 私も前回９月議会の議事

録を拝見いたしました。その際にも職員配置でな

く、わかりやすい案内表示、それと各関連のある

部署を一つのワンフロアにまとめて住民の皆さん

にご不便がないような配慮をするということで答

弁させていただいております。非常に前回と同じ

内容になりますけれども、今回１階部分に市民

課、税務課、いわゆる福祉事務所部門、市民の皆

様が大変利用が多いであろうという課を配置する

予定でございます。２階以降についても、主要な

課については個別の部屋じゃなくてカウンターで

対応できる場所がございます。そういうこともあ

って、市民の皆様にはご不便はおかけしない配置

ができたんじゃなかろうかなと案の段階では思っ

ておりますが、先ほど申しましたとおり職員を配

置の段階で、これは臨時や嘱託という職員配置じ

ゃなくて、ある程度行政事務のわかっている方が

必要になろうかと思います。その意味で、私答弁

中にも現在支所を重視するという立場で、本庁ば

かりに人を集めるわけにはいかないということ

で、若干職員が不足ぎみという答弁をさせていた

だいたところであります。新庁舎開設後に混乱と

か問題が起こるようでございましたら、また改め

て検討ということにさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○議長 次に、１２番沖野健三君。 

 

○１２番沖野健三君 質問の前に、皆様に一言申

し上げたいことがあります。 

 先日、市民の方から本庁の市民係は感じがい
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い、親切だ、電話の交換士も応対がいいと褒めて

いただきました。早速課長にこのことを言います

と、以前からそういう声は聞いております。この

ことが刺激になり、市民生活課ではお互いあいさ

つができるようになりましたということでした。

とかく、市の職員はサービスが悪いとか、サービ

ス精神がないとか、あいさつをしないとか、いろ

いろ悪口を聞いておりましたが、今回市役所の顔

でもある市民係や電話交換士が褒めていただき、

職員教育の効果が出てきていると感じた次第で

す。来年４月には、新庁舎が完成いたします。し

かし、庁舎だけ立派ではあんこが腐ったまんじゅ

うのようなものであります。庁舎は立派だが、職

員は悪いと言われないように、今後も職員教育を

行っていただき、西予市の職員はあいさつができ

て感じがいいと言われるようにしていただくこと

をお願いして、質問に入ります。 

 初めに、平成２９年に愛媛県において開催され

ます第７２回国民体育大会についてお伺いいたし

ます。 

 愛媛県では、昭和２８年に四国４県で第８回大

会が開催されて以来、実に６４年ぶりの本県での

開催となります。現在、競技会場が県下の市町に

おいて内定しております。 

 我が西予市では、相撲、成年女子ソフトボール

が行われます。会場は、相撲が乙亥会館、成年女

子ソフトボールが宇和球場及び宇和運動公園多目

的広場です。相撲会場の乙亥会館については、西

の国技館と言われるほど立派な建物で自慢のでき

る施設でありますが、成年女子ソフトボールが行

われる宇和球場はとても古い施設で、国体が行わ

れる場所としては大変不便を来すと思われます。

昨年１２月の定例会で、宇和球場の改修について

質問をいたしました。森教育長は、国体ソフトボ

ール招致とあわせて考えておりますとの答弁であ

りました。招致が決まった以上、国体に向けての

宇和球場の改修についてお考えをお伺いいたしま

す。 

 ８月２５日の愛媛新聞によりますと、宇和球場

は西予市新市立病院建設地検討委員会において、

新病院の建設の場所として適地であるとの答申が

出ております。もし新病院の建設地として宇和球

場が決定した場合、宇和球場はなくなるのか、そ

れともまたはどこかに移転して建設されるのか、

お伺いいたします。 

 また、運動公園多目的広場についても大規模な

改修が必要と聞いているので、あわせて改修の計

画をお伺いいたします。 

 国体を成功させるには、国体開催までの地域の

関心と盛り上がりが必要です。そのためには、イ

ベントを催し、運営のノウハウをつかまなくては

なりません。相撲については乙亥相撲や少年相撲

を行っておりますが、ソフトボールについてはま

だ大きな大会が行われておりません。今後の取り

組みについてもお伺いいたします。 

 次に、スポーツ合宿についてお伺いいたしま

す。 

 西予市には、多くのスポーツ施設があります。

この施設を利用して、市外のスポーツ団体や大学

生、高校生、小・中学生が合宿をした場合、補助

金を交付できないでしょうか。宇和島市や愛南町

では、市外のスポーツ団体が合宿した場合、１泊

につき１人１，０００円を助成しているそうで

す。８月９日、１０日の２日間、松山の済美平成

中等教育学校の陸上部３１名が、新しくなった宇

和運動公園の陸上競技場を利用した合宿をされ、

大変好評を得ました。来春にもまた来たいと言っ

ておられます。市外のスポーツ団体の合宿を誘致

することは、交流人口の増大と地域活性化に役立

つと思いますので、ぜひ実現していただきたいと

思います。スポーツ合宿についてのお考えをお伺

いいたします。 

 最後に、市役所周辺の駐車場の確保についてお

伺いいたします。 

 さきの６月の定例会の一般質問にもありました

が、新庁舎の完成後、職員は５０人増加するが駐

車可能台数は約５００台から４５０台に減少し、

駐車場不足が心配されております。現在でも、イ

ベント等があると駐車場探しに苦労いたします。

宇和町の方たちは、町内のどこに駐車場があるか

ご存じだけれども、宇和町外から来町された方た

ちは庁舎周辺しか知らないので大変苦労すると言

っておられます。 

 そこで、私は提案するのですが、宇和町外の職

員は各総合支所から西予市のバスで送迎してはど

うでしょうかと思います。現在、宇和町外から約

１３０名の職員が通勤しております。バスで送迎

することによって通勤手当も減額でき、一挙両得

だと思いますがお考えをお伺いいたします。 

 以上で一般質問を終わります。 
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○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 沖野議員の一般質問のうち、第

７２回国民体育大会愛媛大会の取り組みについて

お答えをいたします。 

 西予市で開催の国体競技種目として相撲全般、

成年女子ソフトボールの２種目が内定しており、

その競技会場としてそれぞれ乙亥会館、宇和球

場、宇和運動公園多目的広場を予定しておりま

す。ご質問の愛媛国体に向けての宇和球場及び宇

和運動公園多目的広場の改修計画についてお答え

をいたします。 

 平成２３年度に、国体関連の中央競技団体正規

視察が実施されます。この視察は、愛媛県内の競

技会場が国体施設基準、競技規則等を満たしてい

ない場合、その確保を求めるものであり、出場選

手の実力を十分引き出すための対応など、詳細な

改修指導や助言がなされるものでございます。そ

の後、各国体開催地においてはその指導事項をも

とに改修計画を立てて、県の補助要項に沿って本

格的な改修を実施していくことになります。本市

におきましても、県から示されている愛媛国体開

催準備スケジュールに合わせて円滑に競技や試合

が実施できるよう施設の改修を行いたいと考えて

おります。具体的には、平成２４年度から平成２

６年度にかけて改修を行い、開催２年前の平成２

７年度には施設整備を完了し、平成２８年度に愛

媛国体本番に向けたリハーサル大会を開催する計

画でございます。 

 次に、例えば宇和球場が新市立病院の建設用地

となった場合についてのご質問でございますが、

仮説でございますので具体的な答弁はできません

が、ご質問にお答えをいたします。 

 国体成年女子ソフトボールの会場は、２カ所以

上が必要とされており、宇和球場及び宇和運動公

園多目的広場を予定しておりますので、例えば宇

和球場が新市立病院の建設用地となった場合は、

それにかわる競技会場の確保が必要となります。

あわせて、当時宇和球場建設のために用地を提供

した町民有志及び期成同盟会への配慮や、宇和球

場周辺は都市公園に指定されており、かわるべき

都市公園の設置が必要と考えられます。 

 以上のことから、教育委員会といたしましては

愛媛国体開催を視野に入れた新宇和球場の建設を

検討しなければならなくなると考えております。 

 次に、国体ソフトボール開催に伴う今後の取り

組みでありますが、去る８月２０日、西日本大学

女子ソフトボールの優勝チームであります神戸親

和女子大学ソフトボール部２５名によりまして、

宇和中学校女子ソフトボール部が指導を受け、基

本の大切さやレベルアップの要点を教わり、中学

生にとって実り多いものとなりました。さらに、

今年度ソフトボールに興味のある児童・生徒、ソ

フトボール部等に広く参加を呼びかけ、国体ＰＲ

事業としてソフトボール教室を行うなど、順次ソ

フトボール普及と競技力の向上を目指したいと考

えております。 

 また、全国規模の大会等の誘致につきまして

は、今後体育協会、ソフトボール協会と連携を密

にし、誘致活動を行ってまいりたいと考えており

ます。 

 次に、市外スポーツ団体の市内合宿に対する補

助金制度についてのご質問でございますが、ご指

摘のとおり宇和島市と愛南町では他の市町に先駆

け平成１９年度から延べ宿泊数５０泊以上の実施

団体に対して、２０万円を限度として１泊当たり

１，０００円の補助金が支給されております。本

市といたしましては、愛媛国体の開催に向けた国

体ＰＲ事業の開催、各種スポーツ教室、全国的規

模の大会やスポーツ合宿の誘致など、スポーツの

普及と競技力の向上を目指した取り組みをより一

層推進したいと考えております。そのためには、

スポーツ振興にとどまらずご指摘の交流人口の増

加や地域活性化など、さまざまな経済効果を目指

した支援制度についても今後検討を重ねていきた

いと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ３番目のご質問、駐車場

の確保についてお答えいたします。 

 新庁舎の駐車場の考え方につきましては、さき

の第２回定例会において酒井議員さんからの一般

質問で答弁をいたしておりますとおりでございま

して、現在新庁舎開庁に向けて検討しているとこ

ろでございます。 

 議員ご提案の宇和町以外から通勤している職員

を各総合支所からバスを利用して送迎してはどう

かということでございますが、このバスは当然市
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所有の代替バスや福祉バスを想定されていること

と思います。確かに、市所有施設や市有財産を効

率的に有効活用することは行政運営上大変重要な

テーマでございまして、常に考えておかないとい

けないことだと認識いたしております。しかし、

現在市が所有し運行しておりますバスにつきまし

ては、職員の通勤時間帯、特に朝の通勤時間帯は

ちょうどスクールバスや地域の足として運行いた

しております。また、現在西予市地域公共交通活

性化協議会を設置いたしまして、さまざまな形態

で運行されておりますバス路線の見直しを検討い

ているところでございます。当然のことながら、

職員の通勤時間や運行路線を優先することはでき

ません。したがいまして、現実的に職員の通勤バ

スに市の所有するバスを利用してというのは非常

に困難と思われるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 沖野健三君。 

 

○１２番沖野健三君 それでは、再質問をさせて

いただきますが、まず国体の招致のことから再質

問させていただきます。 

 今、教育部長の話では今後のスケジュールとし

て２０１５年にはもう施設が完了していないとい

けないと、２０１６年にはリハーサル大会、これ

はソフトボールは全日本総合女子ソフトボール選

手権大会が行われることになっておると言われま

した。そうすると、私が一番問いたいのは、現在

市長の頭の中には宇和球場に新市立病院を建設す

るという考えはあるかどうかということなんです

ね。今後、宇和球場をなくなるんじゃなしに、今

教育部長では移転しなければいけないと、移転し

て建設しなければならないという答弁でありまし

たので、そのことを考えると２０１５年までに今

後宇和球場を移転した場合に、そういう場所と

か、もちろん財源もありますけども、そういうこ

とが市長の頭の中にあるのかどうかということを

お伺いしたいということですね。 

 続いて、取り組みなんですけど、相撲のほうは

この国体に向けていろいろ関心を高めるようにな

ってるんですよ。先日も７月２５日に瀬戸内少年

相撲大会が行われたんですけども、そのパンフレ

ットなんかでも２０１７年愛媛国体を成功させよ

うという盛り上がりをあおっているんですけど

も、そういうようなことがソフトボールには全然

見えてこないんですね。だから、今後やりますと

言われても、具体的に今後こういうチームを呼ん

で女子のソフトボール大会をやりますということ

をぜひ計画していただきたいというふうに思って

おります。 

 それから、２点目のスポーツ合宿なんですけど

も、これは私一番心配しておりますのは、平成２

３年度に高速道路が宇和島まで開通するようにな

りますと、西予市は通過の町になるんじゃないか

と。もちろん宿泊人口も減少するんじゃないかと

いうふうに思われます。そうなると、もちろん旅

館組合とかいろんなホテル組合とか、非常に心配

されておるのが今後経営がどうかということも思

っておられますけども、その中で団体客を招致し

て、特に合宿なんかというのは２泊か３泊、長け

れば１週間というようなことになりますので、非

常にいい試みじゃないかと思うんですけども、こ

れをぜひ検討するというんじゃなしにやっていた

だきたいというふうに思います。 

 余談ですが、実は私のところも合宿免許という

のをやっておるんですね。それで、泊まり込みで

免許を取らすということをやっておるんですけど

も、こういうことをやると若者が来るんですね。

若者が来たら非常に活気が出る。それともう一つ

は、外貨の獲得にもなりますんでぜひ実現させて

ほしいというように思います。 

 それから、駐車場の件については、先ほど市の

バスを使うとかどうのこうのと言われましたけど

も、市のバス使わなくてもいいんですよ。民間業

者に委託してもいいんですよ、それは。頭の中に

市のバスを使わないといけないのでできないとい

うんじゃなしに、それを切りかえて民間業者に委

託してもいいなというようなことで検討をしてい

ただきたい。これは、駐車場が確保できなかった

ら、本当今町内でもご存じやと思うんですけども

有料になってきているんですね。愛媛銀行卯之町

支店の駐車場なんかも今有料になってきておりま

す。だから、今後有料なんかも考えないけない時

期に来てるんじゃないかというように思います。 

 それからもう一つ、これは駐車場を今保健セン

ターの前面道路、あれが今廃止になっておるんで

すけどね、庁舎建設のために。あれを駐車場とし

て利用できないかという考えなんですけども、そ

れについて産業部長にもご意見をお伺いしたいと
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いうように思います。 

 以上でございます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、沖野議員の再質問につい

てお答えさせていただきますが、大きくは４つぐ

らいあったと思いますけど、そのうちの２点ぐら

いについて私のほうから回答をさせていただきた

いと思います。 

 国体誘致に関係する宇和球場のあり方でありま

すけれども、その中で宇和病院との関係でどうな

るのかというご質問でございますけれども、今の

段階でまだ宇和病院の２つの場所についての最終

決定には至っておりません。まだ白紙の段階でご

ざいまして、できるだけ早いうちにこの１カ所に

ついては決定をする段階で、宇和球場の方法論、

今の場所を改修するのか、新しい場所に移転をし

て対応するのかという決定をさせていただくとい

うことにしたいと思います。いずれにしても、宇

和球場はなくならないということだけ確約をして

いきたいと思っております。 

 それと、スポーツ合宿の関係でございますが、

これはいい提案であったとは思っております。こ

ういう提案をもとに、私どももそういう地域の中

で外貨獲得の中の方法論として行政も前向きに考

えていくということは必要なことだと思っており

ますし、既にあけはまシーサイドパーク等々もス

ポーツ合宿等に似たような合宿も結構やっていた

だいておるような側面もありまして、そういう広

がりを行政としても各業界の方々と連携をしなが

らやっていくことについては前向きに考えていき

たいと、このように思っております。 

 あとは各部長からお答えをさせていただきま

す。 

 以上です。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 沖野議員の再質問で、愛媛国体

に向けたＰＲと、いろんな大会についての誘致に

ついてのご質問にお答えしたいと思います。 

 この国体のＰＲでございますが、市民の皆様と

一致団結して盛り上げていくことが一番大切だと

考えております。そういった形でいろんな機会を

通じて国体をＰＲしていきたいと考えておりま

す。 

 また、全国規模の大会の誘致等についてでござ

いますが、本年度から神戸の親和女子大学等々と

の関連もできておりますので、そういったいろん

な関係諸団体と連携をとりながら全国規模の大会

誘致に向けて一層努力していきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 職員の駐車場の問題です

けども、最終的に絶対的なスペースが足らないと

いうのが一番の根本問題だと思います。私どもの

ほうでも、現在宇和体育館の周辺の駐車場や空き

地も含めて新たに通勤地域別に整理できないかと

いうことも検討いたしております。それととも

に、新庁舎が完全に整備された後に、公用車を中

心になろうかと思いますが立体駐車場の建設もど

うかという考え方も視野に入れた検討を始めてお

ります。いずれにしても、駐車場、市民にご迷惑

のかからない方法を考えてまいりたいと思いま

す。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 先ほどの沖野議員からの新

庁舎の裏の道路の関係でございますけれども、沖

野議員言われましたように市道からは外しており

ますが、公衆用道路としてなっております。した

がって、この公衆用道路にしたことによりますこ

とは、新庁舎の建設に伴いまして確認申請を出す

ときにそういうことでの対応の仕方になったと思

っております。また、その隣接する駐車場につき

ましては、都市計画の駐車場になっておりまし

て、この都市計画の駐車場を存続させるというこ

とが前提での確認申請だったと思っております

が、今現在この道路につきましては市道からは格

下げておりますけれども、現在道路として使われ

ておりまして、これを駐車場にするということは

今の段階ではちょっと考えづらいのではないかな

と、十分検討していかないけない事項だとは思っ

ております。先ほど総務部長も申されましたよう

に、今の駐車場については立体駐車場等も考えら
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れておるということでございまして、その場所に

ついてはいろいろあると思いますけれども、現在

の都市計画駐車場について正式な立体駐車場をつ

くることは困難じゃないかなと思っております。 

 以上です。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

１時５８分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後０時５

８分） 

 次に、２４番坂本隆重君。 

 

○２４番坂本隆重君 私は、通告により３点ほど

質問をいたします。 

 ２１世紀は環境と福祉の時代と言われ、早くも

１０年が経過しようとしています。国においては

政権交代による事業仕分けを前面に盛んに行わ

れ、政治主導、地域分権、地域主導と言われ、国

の借金はついに９００兆円に膨らみ、また最近の

円高は経済のグローバル化とはいえ、１ドル９３

円前後の想定でドル建てしているのが８５円前後

に高くなれば、１円高が何百億円もの収益減とな

るのである。反面、昨日のドルは８３円をつけた

ようでありますが、これによってニューヨークの

株はきょうは恐らく日本の株価は下がると思いま

す。それで、１ドル８３円となれば何が日本にと

って利益を生むかと言いますと、海外旅行やそれ

と企業が海外へ投資には非常に有利になるのであ

ります。しかし、今や代表戦の真っ盛りで、政府

は大胆な経済対策を打つような状態にはありませ

ん。 

 また、最近の異常気象は、これはなぜかと思わ

れることが多過ぎます。というのは、遅霜、長

雨、花卉、野菜等の不作、最近になってはサンマ

が不漁であるとか、倍ほどの値段がしていると

か、いろいろなことが起きております。要因は、

地球温暖化にあるのではないかと言われていま

す。したがって、地球温暖化問題と今話題となっ

ている高齢者住所不明問題について質問をいたし

ます。 

 第１点は、地球温暖化対策について、西予市に

おいても京都議定書に基づき二酸化炭素６％削減

の３．８％を森林が目標とされているごとく、西

予市の豊富な資源を活用した美しい森づくり基盤

整備交付金事業の実施により、地域の林業の活性

化、雇用の拡大につながり、２２年度中には工事

も完了し、２３年度には間伐の伐採目標面積を達

成できるであると思います。また、２３年度の環

境省の概算要求の中に、温室効果ガスの国内排出

量取引制度の整備に向けて３６億円計上するとあ

るごとく、西予市の面積の７５％を森林が占め、

その人工林は８０％となっているようでありま

す。この豊富な資源を有効活用すべきではない

か。 

 なお、この排出量に関する二酸化炭素の数値化

については、２００８年において県がある企業に

今治市の市有林３．１ヘクタールが年間二酸化炭

素を３０トン吸収すると認証しております。今現

在、西予市において行われているバイオマス事業

と並行して、国内排出量取引制度に積極的に参画

すべきと思いますが、お伺いをいたします。 

 第２点目は、太陽光発電についてですが、世界

の市場としては５００兆円規模と言われておりま

す太陽光発電に積極的に取り組むべきではない

か。西予市においても、企業誘致に条例を制定し

取り組んでいますが、国内企業も国内市場に大き

な成長が期待できず、急成長の続くアジアの中で

も、特に中国、東南アジア諸国連合、インドへの

投資が盛んになっています。それは、現地で人材

を確保し、ニーズに応じて生産販売する現地化が

進んでいるからであります。もちろん、コスト面

が根底にあるのでありますが、そこで西予市の将

来に向けての長期的な展望に立って、市民生活に

密着した豊富な資源である自然エネルギーの活

用、すなわち太陽光発電以外にないのではないか

と思います。それには、全市を挙げて産官学が連

携して企業を起こす以外にはないと思います。た

だし、この事業は初期投資が非常に大きく、きめ

の細かい計画が必要です。地域づくりは、地域が

自力でできるかが課題であり、継続的に活動する

組織のあり方、そして人材育成が不可欠で、知恵

と経営能力を持つ人材が必要なのであります。市

長のお考えをお伺いいたします。 

 ３点目は、今日本じゅうで話題となっている１

００歳以上の高齢者住所不明問題であります。つ

い先日には、１４０歳の人が出てきたとの報道に

は驚いております。また、平均寿命が世界でトッ

プと言われていることについても、５年ごとの国

勢調査に基づいているので間違いありませんとの

報道がありました。都会では、人間関係、コミュ
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ニケーション、家族制度の崩壊、また東京では最

近離婚率が５０％を超えたとかという報道もあ

り、また５０歳以上の未婚の男性が全体の１６％

を超えた、貧困化が進み年収２００万円の人が全

体の４分の１を占める経済格差が各地域に起こっ

ている等々、要因はいろいろあると思いますが、

世の中不思議な時代になったのではないかと思い

ます。 

 そこで、西予市においてはどうなのか。住基ネ

ット、年金、戸籍等、縦割り行政が個人情報を盾

に関連関係の担当課への連携がとれていないので

はないかと思われる点があるのですが、お伺いを

いたします。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 坂本議員の第１点目の質問

にお答えをいたします。 

 地球温暖化の急速な進行は、多方面にわたって

顕著な悪影響を生じさせ、この夏も記録的な猛暑

が続いております。国では、この温暖化対策とし

て京都議定書の目標達成のための施策の強化に加

え、鳩山前総理が国連総会で表明された温室効果

ガスを２０２０年までに１９９０年に比べ２５％

削減を実現するため、私たちの身近なところでは

エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進

事業、またエコカー補助金など、種々の対策を実

施していますことはご承知のとおりでございま

す。 

 議員ご指摘のとおり、京都議定書では国内の森

林における二酸化炭素吸収量で温室効果ガス削減

目標の６％のうち３．８％相当を確保することを

定めております。森林は二酸化炭素の吸収源とし

て大きな役割を果たしていることから、本市にお

きましてもバイオマスペレット生産利活用促進事

業や、美しい森づくり基盤整備交付金事業によっ

て間伐の促進による健全な森林づくりや化石燃料

の使用削減など、森の循環形成や国産材の利用を

促進し、二酸化炭素をたっぷり吸収する元気な森

を育てるために、積極的にかかわっているところ

であります。平成２１年２月には、特定間伐等促

進計画を作成し、２４年度までの５カ年間で１，

４４０ヘクタールの間伐を行うことを目標に掲げ

ているところでもございます。また、地球温暖化

対策実行計画の策定によって、公共施設における

エネルギー使用量を調査し温室効果ガスの削減

や、生活系ごみの分別によって可燃ごみを削減し

温暖化防止にも努めているところでございます。

議員のおっしゃいますとおり、この森林による二

酸化炭素の吸収機能や、木材利用による二酸化炭

素排出削減機能に対して、経済的な価値を生じる

ようになってきており、環境省による国内排出量

取引制度など、低炭素社会の構築に向けさらなる

展開が求められております。本市におきまして

も、この恵まれた森林を生かすため、これらの制

度を総合的に検討し、地球温暖化対策に加えて環

境保全に対する企業の寄与という新たな経済価値

を可能な限り見出し、林業の振興、地域活性化に

努めてまいりたいと思います。１点目の答弁とさ

せていただきます。 

 続きまして、高齢者の住所不明問題についてお

答えをいたします。 

 住民基本台帳の記録の正確性を確保するために

は、住民は住民としての地位の変更に関する届け

出を正確に行うこととされております。今般、全

国的に住民基本台帳に記載された高齢者のうち、

既に死亡または住民票に記載された住所から転出

等をしているにもかかわらず、死亡届や転出届な

どの必要な届け出が行われていない事案が判明し

たところでございます。 

 市民生活課といたしましては、住民からの各種

届け出がなされたものについては住基ネット上あ

るいは紙ベースでの移動確認表により関係各課そ

れぞれの係へ周知できるシステムとなっておりま

すので漏れはございません。住民票につきまして

は、健康保険や年金などの各種サービスを確実に

受けられるようにするために、より慎重に対応し

ているところでございます。しかしながら、正規

な届け出がなく住民票に誤記もしくは記載漏れが

あることを知ったときは、住民票の記載消除、ま

たは記載の修正を行うため、住民基本台帳部局と

福祉関係税務担当部局、選挙管理委員会及び教育

関係部局との間で今まで以上に連携を密にするこ

とが必要であります。 

 例えば、福祉部局におきましては国民健康保

険、後期高齢者医療、介護保険の保険証を送付し

た場合のあて名不在、また保険料の徴収を行うた

め訪問した場合、ケースワーカーが生活保護受給

者を訪問した場合、また民生委員あるいは区長さ
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んが住民を訪問した場合、税務担当部局では納付

通知書を送付した場合のあて名不在、また滞納の

督促のため訪問した場合、あるいは選挙管理委員

会においては投票人名簿に基づく入場券を送付し

た場合等々、いろいろなケースにおいて不明者や

不在者など、住民基本台帳に基づく情報と異なる

事実を知る機会がございます。こういった場合に

は、速やかに住民基本台帳担当部局であります市

民生活課へ通報する体制となっております。担当

部局では、通報に係る事項を確認した場合には、

適切に職権で住民票の記載消除または記載の修正

を行うことといたしており、今後も住民基本台帳

の記録の正確性確保に努めてまいりたいと思いま

す。冒頭申し上げましたように、原則として住民

からの届け出により把握することとなっておりま

すので、届け出が正確に行われますよう改めて住

民の皆さんに制度の周知を行いたいと思っており

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ２点目の太陽光発電につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 太陽光発電は、発電過程で全く排出物を出しま

せんので、近年地球温暖化対策の一つとして風力

発電とともに注目の集まる自然エネルギーシステ

ムであろうと思います。国際的にも環境対策とと

もに新たな雇用創出の場として、積極的な産業育

成支援策を打ち出しておる国々もございます。 

 本市におきましても、太陽光発電に限らず地域

が有するさまざまな資源の活用を産業興しや温暖

化対策に結びつけるという考え方は、これからの

地域づくりを進めていく上で非常に重要なことと

思っております。地域づくりには、人材を含め地

域の総合力が問われますので、ご指摘のように資

金力、人材、ノウハウ、専門知識を補完し合える

産学官の連携は、本市にとっても非常に有益な手

法であると考えております。したがいまして、今

後とも各種の施策を推進する際、産学官の連携と

体制づくりを視野に入れつつ調査研究を進めてま

いりたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 坂本隆重君。 

○２４番坂本隆重君 まず、上甲部長の徹底した

年金、それから住所、戸籍にはちょっと一例外が

過去にあったんじゃないかと思うんですが、それ

以外は完璧に行政サービスを行われているように

私は納得いたしました。ただ、これが表面的には

１００歳以上ということであるんですが、ただ表

面的なものだけでなく、これはあらゆる福祉サー

ビス、それから本人の生命に関する問題、それか

ら家族制度とかいろいろなものに密着しているん

じゃないかなと思います。 

 特に最近ふえております独居老人、これが１０

世帯に１世帯が今現在であると。それで、１０年

もすれば１０世帯に対しての比率が４世帯にまで

なるんじゃないかという推測がされております。

これは、独居老人の場合には個人情報が絡んでき

ておりますので、地域の民生委員にとっても非常

に難問であると。そして、最近災害が起きた場

合、そのときに情報が民生委員のあたりが非常に

伝わっていない。かといって、そこへ情報をとり

に行ってもなかなか難しい問題があると、個人情

報の問題ですね。そういうことが今現在西予市に

おいては起きてきとるんじゃないかなと思います

ので、この際国は１００歳以上とやってますが、

８５歳か８０歳ぐらいまで下げていって、徹底し

てこの独居老人、家族と一緒におる場合はまだ、

都会とは別なとらえ方になると思いますので、特

に独居老人に対しての考え方をひとつこの際提起

したいと思いますが、その中で特に地域の包括支

援センター、一般的には社協とかという地域もあ

るんですが、それと民生委員とのかかわり方、こ

ういったことを今後進めていただきたいなと思っ

ております。というのは、民生委員の中において

は地域のサロン会、それからコミュニティーの場

として月に１回の給食サービスとかいろいろやら

れておるようですが、そういった面においても非

常に西予市は進んでおるんじゃないかなと。これ

を一層拡大されて、万一のところの災害があった

場合の処置、そこまで一応踏み込んでやっていた

だきたいと思うんですが、そういうような独居老

人に対する今後の考え方がこうしてやるんだとい

うことがございましたらお願いしたいと思います

が。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 
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○上甲生活福祉部長 坂本議員の再質問でござい

ますが、独居老人に対する見守りといいますか、

そういうことはどのような方法で行うかというこ

とでございますが、１点につきましては民生委員

さんにつきましては、独居老人の情報を出して提

供を行っておるところでございます。それで、日

ごろの活動の中で対応をしていただいておろうか

というふうに思います。 

 地域包括支援センターの話も出ましたけれど

も、つい最近長妻大臣のほうが地域包括支援セン

ターへ地域の見守り活動を推進していく中で情報

を提供すべきであるというようなことの、つい先

日方針も出たようでございますが、西予市につき

ましてはいち早く総務省のほうに出向きまして、

地域包括支援センターで住基の情報が把握できる

ということで総務省のほうへ行きまして、抵触し

ないということでありましたので、包括支援セン

ターの職員につきましてもそのような情報が把握

できておるということでございます。 

 なお、民生委員、そして区長さん、あわせて議

員さん等々におきましても日ごろの活動の中で独

居老人に対する見守りについてお願いをしたらと

いうふうに思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 次に、７番松山清君。 

 

○７番松山清君 平成２２年９月定例議会におい

て質問の機会を得ましたので、通告に基づき５つ

の質問をいたします。 

 現在、政治の関心は民主党の党首選挙に集中し

ているようですが、日本の経済は大ピンチの状況

となっており、専門家でなくても日本丸はこんな

ことでよいのだろうかと心配になってきます。円

高株安という今の状況に政府は打つ手なしという

か注意深く見守る程度で、政治主導で景気回復を

図るというようなことは関心なしのような印象さ

え受け、敏感に世界経済へ反応しているとは到底

言えない状況であります。専門的なチームをつく

って景気回復への対策を考えるとか、日本のさら

に強力な将来ビジョン構想をまとめるなど、もっ

と戦略的な未来へのメッセージを打ち出してほし

いと私は思っております。円高が継続するようで

あれば、多くの企業が生産拠点の海外移転を進め

るようになり、企業の設備投資や日本の技術はど

んどん海外へ流出して空洞化が進むことは間違い

なく、そうなれば国内の雇用が失われ、そのしわ

寄せは地方経済を圧迫してしまうという悪循環を

つくってしまいます。また、収支のバランスにつ

いても配慮が感じられず、未来へ大きな借金をつ

くっているという心配があり、高速道路の無料化

や子ども手当、高校の授業料無償化、農家の所得

補償など、財源の確保なしにあたかも借金をばら

まくような、次の世代へのツケである国債が頼み

の政策が実施されております。その手法は、今で

さえ借金大国の日本を経済危機に導くのではない

かという指摘もあり、地方においては考えられな

いような財政運営であります。西予市ではそのよ

うなことはないと思っていますが、経営感覚を失

うことなく確実な健全財政を期待しております。 

 質問に入りますが、まず第１番目に投票所削減

の影響と対策について伺います。 

 ことし７月に実施された参議院選挙から、西予

市では投票所が５８カ所から２７カ所へと大幅に

削減されましたが、その影響を理事者はどう把握

しているのでしょうか。明浜が６から４、宇和が

１０から７、野村が１９から７、城川が１２から

４、三瓶が１１から５へと変更されたわけであり

ます。宇和町の場合は削減数も少なく、それによ

る問題や不平は余り聞かれませんし、私は妥当だ

と思っていますが、それ以外の町では投票所がか

なり遠くになってしまったので選挙に行けなかっ

たというお年寄りが数多くおられたと聞いており

ます。確かに、お年寄りや体の不自由な人、交通

手段を持たない人にとってはかなり不便になって

いるのではないかということが懸念されます。選

挙経費の削減については大いに取り組むべきです

が、投票率が低下してはいけません。 

 そこで、次の４点について質問をします。 

 投票率が下がらない対策は十分に講じられてい

るのか。 

 参議院選挙の投票率は、前回と比べて地域別に

見ると減っているところがあるのではないかと心

配しているのですが、結果はどうなっているの

か。 

 今後、以前の地域別で日程を前倒しした不在者

投票のような方法を半日ずつでもよいから実地し

てほしいという声がありますが、それに対応する

ことはできないか。 

 最後に、高齢者や辺地の交通弱者に対してバス
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を走らせるなど、有効な対策は考えていないの

か、お伺いいたします。 

 次に、ペレットの販売促進についてお尋ねしま

す。 

 今、バイオマスタウン構想によるペレット工場

の計画が進行中ですが、そのスケジュールと生

産、販売の見通しについて伺います。 

 プロポーザル方式によりペレット工場が建設さ

れる計画ですが、現状での具体的な青写真はどう

なっているのでしょうか。また、生産されたペレ

ットの市での消費計画や販売計画について市民は

関心があり、また心配であるようですが、ペレッ

トストーブの学校への配置計画や、新しい市の施

設や既存の公民館など具体的に市自前で消費する

予定や、一般市民がペレットを消費しようとした

とき、販売所や販売方法、こん包形態などどう対

応すればよいのかなど、今のうちから示せないで

しょうか。 

 さらに、農業者の間ではビニールハウスの暖房

などに使えるのではないかという期待があるよう

ですが、そのようなことを計画したとき、設備に

ある程度の補助が必要なのではないかと思いま

す。そのような販売促進の施策を考えたり、将来

の可能性があるのでしょうか。これは、市民がペ

レットストーブなどを設置する場合についても促

進策を考えておいたほうがよいのではないかとい

う観点では同じようなことで、バイオマスタウン

構想についての市の姿勢を市民は注視しておりま

すが、今後の方針などお聞かせください。 

 次に、高齢者等の調査についてお伺いします。 

 １００歳以上のお年寄りの方について、実際は

死亡していてもそれが届けられずに年金などの不

正受給につながるという問題が全国的に起こって

います。この問題は、雇用情勢の悪化や親の介護

という問題が深刻化していくに従ってますますふ

えていくものと考えられ、放置できない現実で

す。西予市はその調査をしたのか、実態はどうな

っているのか、お伺いします。 

 ９月５日のＮＨＫスペシャルでは、全国で約３

５０人、読売新聞では９月３日現在で２９７人が

所在不明とされ、その約８割が職権抹消によって

住民登録を抹消したとのことです。しかし、死亡

届が出ていたのに住民登録に反映されないなど、

自治体間の連絡ミスなどが原因となるケースもあ

ったようです。報道では、１００歳以上のお年寄

りとされていますが、それが９０歳以上であれ８

０歳以上であれ、実態をしっかり把握することが

重要で、それができる仕組みをつくらなければな

りません。西予市では、その確認について日常ど

ういう方法をとっているのでしょうか。また、実

際に亡くなっている人に対して、誤って年金など

が支給されていることがないのか、またそのよう

なチェックはどのようにされているのでしょう

か。年金の不正受給に限らず、実際に存在してい

ない人が住民票や戸籍に残っているということが

あると、生活保護や母子手当などについても不正

受給がある可能性などについても考えられないで

しょうか。医療保険や交通機関の行政支給のチケ

ットの使用状況などから実態把握に取り組んでい

る市も北海道にはあると紹介されていましたが、

西予市の実態と対応についてお伺いいたします。 

 次に、市道の草刈りについてお尋ねします。 

 一昔前は、道路といえばその管理者がきれいに

草刈りをして見苦しいと思ったことは余りなかっ

たのですが、最近は国道や高速道路に至るまで財

政難のためか草刈りが放置され、アスファルトと

コンクリートのすき間などから雑草が生え出し、

道路の老朽化を加速するのではないかと心配にな

ってきます。これは、今の日本の縮図のようなも

ので、金がないので見ばえはどうでもいいという

ような風潮のような気がして、何とかならないも

のかと車を走らせていて思うものです。貴重な財

源をかけて草刈りをするべきだとはなかなか言い

にくいのですが、ある程度は道路管理者の責任に

おいて適切に対応していただきたいところです。

そこで、西予市はクリーン運動なども行って草刈

りをしてはいますが、市道についてどのように草

刈りを進める方針なのか、お伺いします。 

 私は、できれば市民のボランティアによって地

域の市道は地域で草刈りをするくらいの仕組みが

生まれていけばよいことだと考えるのですが、や

はり労働奉仕であるから、草刈りをした人には温

泉の共通券数枚をお礼としてあげるなどというよ

うな取り組みはできないものでしょうか。それ

は、もっと温泉に行ってもらって、そのよさを理

解してもらうという意味もあるから温泉共通券を

挙げたのですが、文化会館の売れ行きが悪いコン

サートのチケットとか、市営バスのチケットと

か、市が関係する施設の利用券などでもいいと思

います。原価が極めて発生しにくい、人の利用率
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が低いのを向上させる、空き席を埋めるなど、市

の資源をうまく回転することによってボランティ

ア精神を刺激し、もって草刈りを推進するので

す。草刈りというのは、一つの象徴的な事例であ

るわけですが、今後はボランティアの力やシルバ

ーの力を十分に引き出して、行政コスト削減に貢

献していくというまちづくりを考えることも重要

だと私は思っています。地域の力をつけるために

は、発想の転換や新しい着想も必要だと思います

が、理事者の考えをお伺いいたします。 

 最後に、タクシーチケットの配付について伺い

ます。 

 ことし年初に、ディマンドタクシー研修にまん

のう町を視察した際、市街地のお年寄りについて

１メーター分のチケットを月に２枚支給するとい

う制度を実施していました。これは、市街地には

多くのお年寄りが集中して住み、買い物などへの

足を確保するためだそうです。今後、地域交通整

備を西予市でも進めていくわけですが、その中で

中心市街地の高齢者の足確保について考えたと

き、タクシーチケットを配付するという方法も極

めて有効的だと思われます。お年寄りは、乗り合

わせをして買い物などに行くそうですが、西予市

でもそのようなタクシーチケット配付に取り組め

ないでしょうか。現状では、市街地においても限

界集落と同じ問題があり、ひとり暮らしのお年寄

りが大変ふえて日常の買い物ができないという事

態が発生しています。その対策の一つとして整備

できないか、理事者の考えを伺います。 

 以上で質問を終わります。 

 

○議長 河野総務課長。 

 

○河野総務課長 それでは、ご質問のありました

投票所削減の影響と対策についてお答えをいたし

ます。 

 西予市の投票所につきましては、合併前からの

投票所を引き継いでいたため、各投票区の有権者

数や近接する投票所との距離など、規模や配置に

大きな差異が生じておりました。また、投票事務

に従事する市職員の減少や、西予市行政改革推進

委員会からの提言もあり、検討の結果、今回交通

の利便性、施設の立地等を考慮しながら５８カ所

あった投票所を小学校の通学区域を基準とし２７

カ所といたしました。 

 １番目のご質問にあります投票所の削減におけ

る対策といたしましては、期日前投票所の設置期

間、投票時間の延長を実施し、買い物等に出かけ

られた際に気軽に投票できるような環境づくりに

努めました。また、投票所を削減した一部地域で

は、地域の実情及び要望等を踏まえ、一日または

半日の期日前投票所を増設いたしました。それに

より、期日前投票につきましては前回平成１９年

の参議院議員選挙を大きく上回る９，０３９人の

投票がありました。 

 ２番目のご質問の、全体の投票率といたしまし

ては、前回参議院議員選挙から３．１８％減の６

７．１％ではありましたが、愛媛県全体の投票率

５７．５６％を上回っておりました。また、今回

の選挙につきましては、県内２０市町のうち１町

を除いて前回の投票率を下回っており、中には

６％も減少した市町もあった中、西予市は県内１

１市の中で最も高い投票率でありました。西予市

内投票所の投票率を見てみますと、２７投票所中

２３投票所において前回の投票率を下回ってお

り、旧町単位で見てみますと三瓶町の投票率が一

番減少しておりました。 

 投票率につきましては、昨年の衆議院議員選挙

のような注目度の高い選挙になりますと、有権者

の関心も高く投票率も必然と高くなってきます

が、今回の選挙におきましては、全国の投票率を

見ましても前回と比較し若干下がっており、投票

所削減による投票率の影響は一部の地域を除いて

はそれほどなかったのではないかと判断しており

ますが、今後の選挙の状況も踏まえながら詳細に

分析をしていきたいと考えております。 

 次に、３番目の期日前投票所の増設についてで

ございますが、今回の選挙では明浜町宮野浦地区

ほか９カ所に１日または半日の期日前投票所を増

設いたしました。予想を超える多くの方々が投票

に来られ、非常に高い効果があったわけでござい

ますが、今回増設いたしました期日前投票所は今

回の統廃合に伴い投票所までの距離が遠くなった

地域など、特にしんしゃくすべく事情等を考慮

し、いわゆる激変緩和的な措置として設けたもの

でございます。したがいまして、期日前投票所の

増設につきましては要望等多くあるかとは思いま

すが、市全体のバランスや公平性など、さまざま

な条件を検討しながら慎重に判断したいと考えて

おります。 
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 最後に、４番目のご質問の高齢者等への有効な

対策といたしましては、投票所までの移動手段を

確保することだと考えますが、選挙時において特

別にバスなどを運行することは公平性を失うおそ

れがあるため予定はしておりませんが、選挙啓発

により生活福祉バス等の利用を促し、今後関係各

部署とも連携をとりながら十分な対応を検討して

いきたいと考えております。これまでも、有権者

一人一人の強い選挙意識と努力により、投票率の

維持向上が図られてきたものと思っております

が、投票率の向上は選挙管理委員会としましても

重要な使命の一つとして、今後も選挙啓発等に努

め明るい選挙の推進に重点的に取り組んでまいり

ますので、ご理解、ご協力を賜りますようお願い

をいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 松山議員２点目の質問、ペ

レットの販売促進についてお答えをいたします。 

 最初に、ご質問のありましたペレット工場の施

設スケジュール及びペレットの生産販売の見通し

についてお答えをいたします。 

 施設の建設は、木質ペレット製造設備設置の設

計施工一括工事プロポーザル方式による公募の結

果、参加表明がありました３業者から技術提案等

を実施し、仮業者が選定されており、具体的に年

１，５００トン製造可能な施設が城川町下相の西

予市城川林業活性化センターに設置されます。今

後の予定として、貯木場等を確保するため土地の

造成整備、施設は機械器具設置の実施設計ができ

ましたら、建物改修の設計工事と機械の設置、ト

ラックスケールの設置、車両が納入され、すべて

の工期は平成２３年３月上旬の予定としておりま

す。 

 生産販売の見通しについて、当初は新庁舎の空

調に年１２トン、温泉給湯用ボイラーに年２００

トン、農業用ハウスボイラー年３０トン、教育施

設ストーブ、宇和町小学校と大野ケ原小学校とご

ざいますが、城川総合支所ストーブで数トンとし

て生産販売を予定しております。ペレットストー

ブの学校への配置計画では、毎年１０台設置し建

てかえ計画中の市立宇和病院へもペレットボイラ

ーの設置を考えております。既存の施設の改修

は、国庫補助を考慮し、慎重に計画したいと思っ

ております。 

 続きまして、ペレットを使用する設備の設置に

対する補助制度についてお答えをいたします。 

 一般市民への販売は、地域で普及するためには

必須と考えており、販売はきなはい屋、乙亥会

館、ほわいとファーム、どんぶり館、潮彩館等で

小売のビニール袋詰め２０から３０キログラムと

して想定しております。ビニールハウスの暖房設

置について購入価格の３分の１以内、上限５０万

円、一般市民への家庭用ストーブについて購入価

格の３分の１以内、上限１５万円の補助は普及促

進として検討していきたいと考えております。 

 続きまして、４点目の質問、市道の草刈りにつ

いてお答えをいたします。 

 本市の市道は２，３７４路線、総延長は１，１

３９キロメートルと四国八十八カ所を巡礼する距

離に相当し、全市道の通常管理を行政が行うこと

は困難であり、実質的には地域住民のボランティ

ア活動に依存している状況であります。しかしな

がら、地域の高齢化及び過疎化の進行により地域

住民のボランティアや職員の作業では手が回ら

ず、満足な管理ができなくなっております。そこ

で、平成２１年度から市町緊急雇用創出事業に着

手し、昨年９名、本年度６名の作業員を雇用し、

市道の草刈り作業に従事していただいておりま

す。また、市道及び生活道路において維持管理に

伴う草刈り作業を実施した団体に対して、予算の

範囲内において補助金を交付しております。な

お、補助金は各団体の活動費として支出されてお

ります。今後も国費を最大限活用するとともに、

市補助金で対応してまいりたいと存じておりま

す。 

 松山議員から提案のありました温泉共通券、コ

ンサートチケット及び施設利用券等の配付は、発

見元との協議も十分しなければなりませんけれど

も、ボランティアで実施していただくという総合

的な観点から難しい問題かと思われますので、ご

理解をいただきますようお願い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 松山議員の高齢者等の実態

把握と対応についてのご質問にお答えをいたしま
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す。 

 まず、高齢者、特に１００歳以上の方々につき

ましては、介護サービスの利用状況、医療保険の

利用状況、あるいは施設の入居状況等ですべての

方確認できておるところでございます。なお、実

態の調査につきましては、坂本議員の質問でお答

えしたような方法でチェックを行っておりますの

で割愛をさせていただきます。 

 次に、実際に亡くなっている人に対して誤って

年金などが支給されるようなことがないようなチ

ェックにつきましては、毎月年金事務所へ死亡者

一覧表で報告をしておるところでございます。こ

の報告により、年金事務所では年金受給者への支

給保留の手続をとっております。なお、市役所で

は死亡届が提出された段階で年金受給に関する死

亡に伴う手続について調査の上、遺族に必要な手

続の案内をさせていただいております。したがっ

て、亡くなった方に年金が支給されることはない

と思われます。ただし、行方不明者につきまして

は、家族からの申請がなければ年金の支給が停止

されないのも現状であり、行方不明者につきまし

ては職権で年金受給を停止することはできませ

ん。 

 最後に、実際に存在していない人が生活保護や

母子手当を不正受給している可能性はないものと

考えられます。その理由といたしましては、生活

保護につきましては訪問及び面接により所在を確

認した上で支給の決定をしておりますし、また母

子手当につきましても年１回の書類審査の上所在

を確認して支給の決定をいたしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ５点目のタクシーチケッ

トの配付についてのご質問についてお答えいたし

ます。 

 本市では、平成２２年度に国の補助事業であり

ます地域公共交通活性化再生総合事業の指定を受

けまして市内の公共交通を大きく見直し、新たな

公共交通体系を構築するために、地域公共交通総

合連携計画を策定することといたしております。

現在の市内の公共交通体系は、宇和島自動車の路

線バスを基幹軸といたしまして、宇和地区には生

活交通路線巡回バス、野村、城川地区には廃止代

替バス、生活福祉バス、さらには市内全域の温泉

施設を結ぶ温泉巡回バスなど、多くの系統のバス

が運行しております。その中には、同じ道路を走

る異なる系統のバスが重複して走っているところ

もある反面、バスが走っていない交通空白地域も

あるといった状況でございます。また、料金につ

きましても１回１００円の路線がある一方で、区

間距離制路線もあるなど不公平感を持たれる要因

ともなっております。ご質問の中心市街地に住む

高齢者へのタクシー券、チケット配付につきまし

ては、買い物困難者への生活支援でもありますの

で、福祉政策とも連携しながら計画策定の過程に

おきまして各種の問題とあわせて検討してまいり

たいと思います。 

 今後、公共交通の充実で一体的な地域形成を図

りながら住民の日常生活を支え、多種多様な手段

でできるだけわかりやすくて乗りやすいダイヤと

利用しやすい料金設定など、より使いやすい公共

交通づくりに努めてまいりたいと考えております

ので、ご理解いただきますようお願いいたしま

す。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 ７番松山清君。 

 

○７番松山清君 それでは、何点か再質問をさせ

ていただきます。 

 投票所の削減の件ですけども、宮野浦地区ほか

９カ所で期日前に１日または半日の期日前投票を

やったということで、効果があったというご紹介

がありましたが、私もそれがすごく効果的だった

という話も聞いております。逆にそれをやってい

ない地域の方が、うちの地域もそういうことをや

ってほしかったのになというような方の話もあり

ました。先ほどの答弁の中で、三瓶地区の投票率

が下がっていたというようなこともありますし、

今やっている方法は完全なものではないなと思う

のと、それでその点については今やられたような

方法の中からもっと改善を図っていくべきじゃな

いかというふうに私は考えております。この参議

院選挙が終わった後、制度を変えて投票所を削減

して選挙をやったわけですけども、その後ヒアリ

ングとか地域の声とか聞かれているのかどうか、

もし聞かれているようだったら本当によかったの

かどうか、私もちょっともう一回確認したいなと
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思うわけでございます。 

 第２点目は、高齢者の調査なんですが、先ほど

坂本議員のときの答弁でいろんな保険ですとか、

そういったもので書類で確認をされておるとい

う、そういう医療とか介護保険とか、そういった

もので確認をされておるというような答弁だった

ように思いますが、やはり今まで全国的に不明に

なった方というのも、そういったものでは確認さ

れていると思うんですよね。それでもなおかつ実

際はいなかったみたいな話があるんで、私はやは

り民生委員の方が１００％把握していたらいいん

ですけども、そこに抜けがあるんじゃないか。あ

るいは、市のほうで当然１００％把握することは

無理だと思うんで、やはりそういう地域とか民生

委員の方とか、そこらあたりを活用して実際に会

ってみるということ、これが大事だと思うんです

けども、そこらの仕組みがちゃんと今できている

のかどうかということについて、書類上の審査と

いうことよりも実態がちゃんとつかむような仕組

みになっているのかどうかということをもう一度

確認させていただけたらと思います。 

 それと、あと草刈りの問題を一つの例に取り上

げて、ボランティアですとかシルバーの力を利用

したらということをちょっと言ったわけですけど

も、その一方で例えば温泉施設の入浴者が減って

いるとか、あるいはコンサートなんかで空席があ

るということ、これ僕はお金やと思うんですよ

ね。例えば、何か施設の利用が１００％じゃなく

て例えば２０％の利用率やったということは、８

０％分はお金がロスしているというんでしょう

か、そこに貴重な財源があるんじゃないかと思う

わけです。そういったものを有効活用するため

に、一つの草刈りという例を挙げたわけですが、

そういう考え方も今後必要になってくるし、例え

ば文化会館でコンサートがあって、半分空き席だ

ったらその分お金はロスしたようなもんですか

ら、こういったものをもっと有効活用していけな

いかということも含めて、今後の取り組みなどお

考えがありましたらお伺いいたしたいと思いま

す。 

 

○議長 河野総務課長。 

 

○河野総務課長 松山議員の投票関係の再質問に

お答えをしたいと思います。 

 愛媛県の全体的な前回と今回の投票率の減少で

ございますが、マイナスの４．３５％でございま

した。西予市につきましてはマイナスの３．１

８％ということで、この点だけを見ますと西予市

の投票所の統廃合による影響が顕著に出とるとい

うようなことはなしに、逆に県の平均よりかは上

回っておるというような状況でございました。確

かに、三瓶地区につきましてはこれが前回より

５．８３％減っておりますので、この辺は何か問

題があるんかなというようなことで、参議院選挙

の後選挙管理委員会を開きまして、その原因につ

いて検証したわけですけれども、やはり急に今ま

で投票を行っておったところがなくなったという

ようなことで、その戸惑いというようなものもあ

ったんではなかろうかなということもあります

し、期日前投票も三瓶地区につきましては周木、

皆江ですか、そっちのほうにつきましては距離も

遠いということで期日前投票所を１カ所やりまし

た。垣生のほう、あの辺は距離が近いというよう

なことでやってなかったわけですけれども、その

辺の投票率もちょっと悪かったような気がしま

す。それから、距離ということよりか、やっぱり

ちょっと意識のところで選挙の啓発がうまくいっ

てなかったんかなというようなとこもあったりし

ますので、この辺も改善していきたいというよう

な選挙管理委員会の結果でありましたし、それか

ら今回が初めての選挙でしたので、次の知事選、

県議選、その辺の結果を見ながらまた検討をして

いきたいというような結論でありました。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 松山議員の質問でございま

すけれども、草刈り作業は単なる一つの例だとい

うようなことをお聞きしたわけですが、今草刈り

作業というのは先ほど申しましたように地域の維

持管理組合関係等でそういう組織をされて今やっ

ていただいておるというのがほとんどでございま

す。ただ、ボランティアということになります

と、地域の環境整備関係等については恐らくほと

んどがボランティアだろうと思っております。た

だ、このボランティアやっていただいた後に、そ

ういうコンサートチケットとか温泉共通券とかと

いうような話でございますけれども、先ほども申
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しましたように、当然発券するとことの協議も必

要ではございますけれども、一点は既に浸透しと

る市民のボランティア活動というのが、そういう

ことで崩壊の危惧になるのではないかな、ただや

っていただいたことに対して、何事かすべてやっ

ていくということに対しての問題点も一点あると

思いますし、やっぱり窓口業務、これが多様化す

ると思いますのである程度公平化の問題も出てく

るんじゃないかなと思っております。また、先ほ

どコンサートの関係も言われたんですが、本当に

温泉施設にしてもコンサートにしても、入りが悪

いところは私も認めるところでございますけど

も、ただいいものはいいで１週間のうちにすぐ売

り切れてしまうとかというふうなコンサートもご

ざいますし、先ほど言われました売れないコンサ

ートというのは、恐らくボランティアやっていた

だいて、上げても喜ばれんのじゃないかなという

ような気もいたします。そういうことで、松山議

員が言われることも十分わかりますので、今後は

やっぱりそういう中で検討もさせていただければ

なと思っております。 

 

○議長 生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 追加質問の中で、行政側と

いたしましては行方不明者につきましては、先ほ

ど申しましたようにいろいろな手段で行方不明者

がないような方法をとっておるところでございま

す。また、そして関係機関と連絡を密にして今ま

で以上に漏れのないようにいたしたいというふう

に思っております。なお、ことしの１０月には国

勢調査も行われることでありますし、その辺も留

意をしていきたいというふうに思っております。

議員おっしゃいますように、民生委員さんほか、

区長さん等々の民間の方々に対しての仕組みづく

りということでございますけれども、実際に今そ

ういう仕組みはつくってはおりませんが、今後は

十分そういう連携がとれる、行政と民間との連絡

がとれるような仕組みづくりについても考えてい

きたいというふうに思っております。なお、議員

さんにおきましても、日ごろの活動あわせて選挙

運動の中で、またそういうことにつきましても留

意をしていただいておけば幸せかなというふうに

思います。よろしくお願いいたします。 

 

○議長 松山清君。 

 

○７番松山清君 最後に、もう一回しつこいよう

ですが、住民登録というシステムがありますが、

先ほどの答弁の中で登録制ということで、届け出

があって初めて起こるという、今の仕組みはそう

なっておると思うんです。それで、実際そのシス

テムの信頼性ということについて、今回はちょっ

と信頼性を失われたというのが今日本全国の中で

起こっておる例じゃないかと。届け出制であれ

ば、それはきちっと運用されているんだけども、

実は住民登録されているところに人はいなかった

という、これが実態じゃないかと思うんですけど

も、ここらについては、やっぱ今のシステムの脆

弱性といいますか、じゃあだれかが住んでいた人

が勝手に転居していったよと、そんときにそれは

わからない現実やと思うんですよ。これも全国あ

ることだと思うんです。それが、西予市の場合は

人口が４万３，０００人そこそこですんで、今の

民生委員で把握できる範囲の世界じゃないかと。

だから、それについてきちっと把握できるという

ことであればそれはそれでいいことですし、やは

りどなたかも言われたように、個人情報保護法の

壁がありまして、だれしもがそこまで踏み込めな

いという今の状態があります。ですので、それに

対して我々が安心して今の言われた届け出制のシ

ステムの中でこれは安心して適切に運営できたら

いいとは思うんですけども、ここについてやはり

一たん見直しというんでしょうか、自分たちのと

ころはそういったことは一切なかったよという世

界をきちっとつくっていくべき、見直しをしてい

くべきときじゃないかというふうに私は思うわけ

でございます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 松山議員の再質問についてお答えい

たしますが、いろいろ危惧をいただくのはありが

たいことでありますけども、これは全国の状況と

西予市の状況は全然違います。その中でちょっ

と、戸籍の問題と住民基本台帳の問題、ちょっと

混同されてお話しされておるのかなという気がい

たします。私どもは、住民基本台帳の住基上では

すべて調べ上げて問題ありません。だから、住基

の中で問題があるとしたら行方不明者、これにつ
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きましては例えば行方不明になったときに、だれ

かが届け出されない、いわゆる失踪宣言、これは

民法上の規定で７年ということが決まっておりま

すが、そういう方法論をとらない限り裁判所のあ

れをかりない限りそれはできないところがありま

す。それ以外のことについては、住基上ではだれ

もありませんし、西予市クラスであったらそれは

すべて把握できます。だから、今の戸籍法上の問

題については、別の次元の問題があります。これ

は、だから西予市も１６４歳の方がまだ戸籍上に

はあると、これは別の問題です。だから、その辺

のところを住民の方もわかっていただきたい、こ

ういう思いであります。 

 以上です。 

 

○議長 以上で一般質問を終結といたします。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後２時０９

分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後２時１

９分） 

 次に、日程順に質疑を行いますが、質疑は大綱

の質疑のみに願います。 

  （日程２） 

○議長 日程第２、議案第８３号「西予市木質ペ

レット製造設備設置事業設計・施工一括型工事請

負契約について」を議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 質疑を終結といたします。 

 これより本案についての採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第８３号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８３号「西予市木質ペレット製造設備設

置事業設計・施工一括型工事請負契約について」

は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、ただいまの議案

第８３号は原案のとおり決定いたしました。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第８４号「財産の

無償譲渡について（西予市城川無菌培養施設）」

を議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 これより本案についての採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第８４号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８４号「財産の無償譲渡について（西予

市城川無菌培養施設）」は原案のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 着席ください。 

 起立全員であります。よって、ただいまの議案

第８４号は原案のとおり決定いたしました。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第８５号「西予市

社会体育施設条例の一部を改正する条例制定につ

いて」から議案第８８号「西予市簡易水道及び愛

媛県条例水道の設置に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」までの４件を一括議題とい

たします。 

 これより本案に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第８９号「市道路

線の廃止について」及び議案第９０号「市道路線

の認定について」の２件を一括議題といたしま

す。 
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 これより本案に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第９１号「平成２

２年度西予市一般会計補正予算（第２号）」を議

題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 大綱ではございませんけ

れども、２２ページ、支援モデル事業１００万円

についてお尋ねをいたします。 

 これにつきましては、先般の記者会見の中での

愛媛新聞に出た分でございますけれども、詳しく

ご説明をしてくれという方がございましたので、

改めて本議会でご説明をお願いしたいと思いま

す。なお、これにつきましては実質どこの出荷場

へ出すとかということにつきましても説明願えれ

ばと、かように思います。 

 ２点目でございますけれども、市長、冒頭開会

のときに一括交付金についてご説明をされまし

た。非常に本議案とは少し離れますけれども、や

はり補正額の財源内容とか、そういうことにもか

かわってまいりますのでご質問をさせていただき

ます。 

 ただいま民主党党首選挙がなされておりますけ

れども、この一括交付金につきまして２人の党首

が非常に方法論が違っております。ただし、やは

り数年において一括交付金に移行するであろう

と、現在の民主党が政権を握る限りというように

想定されます。これによりまして、自治体が予算

編成、補正予算並びに決算成果については大きく

変わるのではないかと、かように思います。今

後、地域主権が叫ばれている中、この一括交付金

によりまして西予市にとりましても非常に業務形

態が変わってくると思います。このあたりにつき

まして、市長の見解をお伺いしたいと思います

が、これにつきましても先ほど二宮一朗議員から

ありました、他の市がどうの、前年がどうのとい

うようなことにはならないというような方向性が

できまして、実質自治体が地域主権の中、自立性

のある政策、そしてそのようなものを考えていか

ないといけない、そして理事者、そして職員、そ

して議員につきましてもその方向性について責任

と義務を非常に重たくなるような気がいたしてお

ります。２１兆円現在交付税がおりておりますけ

れども、この分配につきましてもいろいろと減額

されて入ってくるとかといろいろと言われており

ますけれども、この点につきましてということよ

りも、今後これに対して早急になるか、数年先に

なるかはわかりませんけれども、市長の見解をお

伺いいたしたいと思います。なお、冒頭一括交付

金について市長が説明をされたようなのも、この

あたりのところに視点があるのではないかと思い

ますので、あえて質問させていただきます。 

 

○議長 産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 酒井議員の質問でございま

すが、小規模園芸施設支援モデル事業、これを詳

細にということでございますので、少し詳しく説

明したらと思います。 

 内容でございますが、小規模園芸施設支援モデ

ル事業費補助金でございまして、これは農産物出

荷組合が行う簡易パイプハウス施設整備に対する

補助金でありまして、モデル事業のため平成２２

年度限りの事業でございます。補助の対象は、西

予市内の農産物出荷組合員１０名以上が組織する

出荷組合で、５０歳以上の組合員を対象としてお

ります。簡易パイプハウスの標準は、１棟幅２．

６メートル、高さ１．８メートル、長さ３０メー

トルの規格としておりますけど、これは限定では

ございません。ただし、面積は１００平米以下と

していただきたいと思います。補助率は事業費の

２分の１、５万円を限度といたします。予算は、

２０基分の５万円で１００万円計上しておりま

す。この出荷先でございますけれども、どんぶり

館、百姓百品、れんげ市場、きなはい屋しろか

わ、潮彩館等を考えております。目的でございま

すが、この事業は冬季１２月から３月までの間

は、出荷する農作物がございません。簡易パイプ

ハウス施設を有効に使っていただき、その出荷で

きない時期を出荷していただき経営の安定化を図

っていただきたいということでございます。 

 以上です。 

 

○議長 三好市長。 
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○三好市長 それでは、この場から酒井議員の一

括交付金について、私のほうからの考えを言わさ

せていただきます。 

 この一括交付金制度の背景にあるのは、中央集

権から地域主権という流れ、官僚中心の運営か

ら、いわゆる政治主導への流れというようなのが

大きな背景としてあるんだろうと、このように思

うわけであります。その中で、今までの補助金体

制から交付金体制になってどのような問題が起こ

るかということも、私どもも考えておかなくては

なりません。確かに、補助金の場合はどうしても

補助申請から含めて、中央官庁の意向を反映する

中で進めていくということになるわけであります

けれども、交付金になりますと、その手が離れて

地域の人との考えの中である程度やれるというよ

うな自由性はかち取ることも確かだと、このよう

に思います。その中で、今民主党代表選挙の中で

小沢さんのほうが言われております補助金から交

付金にすることによって３割削減をして７割にで

きるんだよというような発言があるみたいであり

ますが、これに対しては私どもは非常に危惧をし

ております。といいますのは、平成１６年の私ど

もが経験をした西予市がちょうど合併した年に当

たるわけでありますが、三位一体の改革が始まり

ました。その三位一体の改革自身に、私たちは地

方分権の時代に来る流れの中で小躍りをしたこと

も私どもは、ここにおられる議員の皆さん方もそ

うだったと思うわけでありますが、そういう思い

におりました。しかし、あけたときにどうであっ

たか、確かに補助金はあのときふえたけれども、

地方交付税が２１兆円からだんだん３年間の中で

１５兆円まで下げていく流れになりました。実質

５．数兆円、６兆円弱ぐらいのお金が国のほうに

いってしまった。国の改革に使われたということ

になっただけでありまして、地方には非常に厳し

い広域自治体としての県や、基礎的自治体として

の市町村が厳しい状況に追い込まれたというのも

現実であります。そういうことのないように、こ

の交付金制度がなっていただくとしたら、私ども

は先ほどからのそれぞれの議員の方からも質問が

ありましたけれども、地域が自由に使えるお金と

してもし手に入れるとしたらすばらしいことにな

るんではなかろうかなと思っておりますが、ただ

恐らく制度設計の中で単純にはいかない問題が存

在してくると、その辺を注視していきたいと、こ

ういう思いであります。 

 以上です。 

 

○議長 １１番嶋川武文君。 

 

○１１番嶋川武文君 ３１ページでございます

が、総合型スポーツクラブ補助事業１３７万７，

０００円、これ三瓶町だと言っておられました

が、これは私の勘違いでなければ市を通らずに

七、八百万円いっているというふうに理解してお

りますが、これは何に使うんですか、百三十何万

円も。内容をお願いいたします。 

 

○議長 教育部長。 

 

○兵頭教育部長 ご質問にお答えします。 

 三瓶スポーツクラブは平成２１年度に設立しま

して、いつでもどこでもいつまでも、より多くの

人が生涯を通じてスポーツを楽しめる環境づくり

を今目指して取り組んでいるところでございま

す。現在、ｔｏｔｏ、宝くじから助成を受けてク

ラブの自立に向けた事業に取り組んでいるところ

でございますが、この事業費のうち地元負担の５

分の１相当額を助成を行いまして、より効果的な

事業の推進を図るものでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 嶋川武文君。 

 

○１１番嶋川武文君 今の説明によりますと、じ

ゃあ何に使われるかわからないということでよろ

しいんですか。 

 

○議長 教育部長。 

 

○兵頭教育部長 三瓶のスポーツクラブが取り決

めますいろんなスポーツ事業、またスポーツのそ

れぞれの技術力の向上を目指したいろんな講習会

とか、いろんなスポーツ大会とか、そういったす

べての事業に三瓶スポーツクラブは年間１年間を

通して行うスポーツ事業に対する補助対象の５分

の４以外の地元の負担、５分の１について補助を

するものでございます。 

 

○議長 ２０番梅川光俊君。 
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○２０番梅川光俊君 １点だけご質問を申し上げ

たいと思います。ちょうど、第３表で債務負担行

為の補正、この２億円という分に関してはどうこ

うでないんです。これに対する関連でございます

が、ちょうどこの高速通信もＣＡＴＶのことに関

しまして、本線は順調よういっているが、引込み

線についてなかなか後が続いてこないので、来年

の期限までに間に合うのかという意見が方々、地

域の中からいっぱい出てきております。その進捗

状況。それから、そこまでにいけるのか、いけな

いのかって見通しについてご質問をさせていただ

きたいと思います。 

 

○議長 総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 議員ばかりでなく、市民

の方にもご心配をかけていますこと、まずおわび

申し上げます。 

 工事の進捗状況ですが、ケーブルテレビにより

ます引き込み工事が比較的進捗がおくれている状

況になっております。その原因が、ＮＴＴ、四国

電力を中心とした電柱、支柱からの引き込み工事

の設計許可、これが少々おくれております。ただ

し、この事業、ケーブルテレビだけで、事務サイ

ドだけで進めると非常に時間がかかりますので、

ケーブルテレビが新たに第三者事業者へ外注する

設計ですね、こういう作業もあわせてやってまい

りたいと思います。また、やっておると聞いてお

りますんで、３月中に、早いうちにすべての加入

等について対応できる工事を進めてまいりたい。 

 また、ご心配されておる加入申込者の皆様方に

対しては、市のほうとしましてはある一定の時期

になると見通しをお示ししなさいと、ほうってお

くのはいけませんと、何月ごろ間違いなくご家庭

に配線ができますよという通知をするようにケー

ブルテレビ会社のほうには指示をしておるところ

でございます。ご心配かけてまことに申しわけご

ざいません。 

 

○議長 ２０番梅川光俊君。 

 

○２０番梅川光俊君 同じことではありませんけ

ども、これ来年のデジタル化になるまでにはきち

っとやっていけるという見通しはあるんですか。 

 

○議長 総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 これは、私ども何度も確

認をとっておりますけど、間違いなくやりますと

いう回答、やれますとも答えておりますけども、

今の段階で事務サイド、現場サイドで確実にでき

ますという回答を得ておりますので、安心・安全

というレベルではありませんけども、現段階の中

では可能であると、私どもも理解をしておりま

す。 

 

○議長 １９番山本昭義君。 

 

○１９番山本昭義君 数字には直接関係ないんで

すが、昨日の冒頭市長のあいさつの中で、口蹄疫

の問題について触れられました。宮崎県から始ま

った口蹄疫が、西予市に入ることなく大変安心を

しておる。私は、大変安心をされて困ると思って

おります。といいますのも、確かに西予市には防

疫はできましたけれども、予防については私は今

後これから始まりではないかな、そう思っており

ます。だから、ご承知のように日本にはこの口蹄

疫は今までに３度入っております。そのたびに大

きな被害をこうむっておりますんで、このことに

ついてはこれから始まり、そういう考えで、予防

についていろいろと検討をしていただきたいと、

その考えが市長にあるのかないのか。また、そう

いう政策をとれるのかどうか、市長にお伺いをし

たいと思っております。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 まず、口蹄疫が終息したことについ

ては安心したということが、私どもについては四

国の最大の酪農地帯であるし、愛媛一の畜産地帯

でありますから、そういう思いを込めて言わさせ

ていただきました。今のところは安心したという

気持ちであります。今後のいろいろな問題につい

ての予防につきましては、基本的には私どもは家

畜伝染病法という法律は市長権限は率直にしてな

いんです。以前からもお話ししましたように、こ

れは知事権限であります。したがって、それに対

する専門的な、例えば家畜衛生保健所というのを

専門的なものも持っておりません。これは愛媛県

しか設置できない。そういうような県段階のこと
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とあわせまして、西予市は県のほうにもお願いを

して、そういう段階の予防をいち早くやってほし

いということは今後ともお願いをしていきたいと

思っておるところでございます。 

 以上です。 

 

○議長 山本昭義君。 

 

○１９番山本昭義君 その答弁については、前回

の一般質問で聞いたと思っております。聞きまし

た。そういう関係で、私はいろいろ調べました

ら、台湾では平成９年に５００万頭から６００万

頭だったと思うんですが殺処分をしております。

その後、こういう事態が二度と起きてはいけない

ということでワクチンを接種しております、要

は。その中で、６００万頭の牛の中で、ただ豚に

ついては７００頭、それは予防ワクチンをしない

でおったら、そこには口蹄疫が発生をした。あと

の６００万頭については発生をしなかった。そう

いう例があるんで、そういうことはいろいろ示し

ながら上に諮りながら、いろいろな今後の予防に

つなげていくべきではないかなと、そういう努力

をしていくべきではないかなと、そして市民に、

また家畜飼いよる方に安心と、また食生活をして

おる人には安全な気持ちを与えてほしい、それは

市長のやるべき仕事ではないかなと、そう思って

おりますんで、今後いろいろな形で政策、また政

治として実行していただきたいなと、そのように

思っております。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今、山本議員の思いについては、し

っかり受けとめたところでございます。 

 以上です。 

  （日程７） 

 

 

○議長 次に、日程第７、議案第９２号「平成２

２年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補正予

算（第１号）」から議案第１０１号「平成２２年

度西予市病院事業会計補正予算（第２号）」につ

いてまでの１０件を一括議題といたします。 

 これより本案に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程８） 

○議長 次に、日程第８、認定第１号「平成２１

年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程９） 

○議長 次に、日程第９、認定第２号「平成２１

年度西予市授産場特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」から認定第１４号「平成２１年度西予市

野村介護老人保健施設事業会計決算の認定につい

て」までの１３件を一括議題といたします。 

 これより本案に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいま議題となっております議案３１件につ

いては、お手元に配付いたしております各常任委

員会及び特別委員会付託表のとおり、各常任委員

会と特別委員会に付託をいたします。 

  （日程１０） 

○議長 次に、日程第１０、陳情第１６号「防災

行政無線の早期更新と防犯灯に関する補助金につ

いての陳情書」を議題といたします。 

 この陳情につきましては、お手元に配付いたし

ております陳情文書表のとおり、総務常任委員会

に付託いたします。 

 各常任委員会及び特別委員会においては、各議

案並びに陳情について十分に審査を行い、最終日

の本会議において、委員会の審査の経過と結果に

ついて各常任委員長及び特別委員長の報告を求め

ることといたします。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 ９月２２日は午後２時から会議を開きます。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

  散会 午後２時４６分 
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本日の会議に付した事件 

 １ 陳情第  ５号 俵津診療所存続について 

 ２ 議案第 ８５号 西予市社会体育施設条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ８６号 西予市母子父子家庭等福 

           祉手当支給条例の一部を 

           改正する条例制定につい 
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   議案第 ９２号 平成２２年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 
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   議案第 ９９号 平成２２年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第２号） 
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           号） 
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追加 議案第１０２号 三瓶中学校特別教室棟耐 

           震補強工事請負契約につ 

           いて 

   各常任委員会における閉会中の継続審査に 

   ついて 

   議案報告第５号 西予市宇和病院問題等特 

           別委員会の報告について 

   議員派遣の件について 

   行政報告について 

 

 

    開議 午後２時００分 

 

○議長 ただいまの出席議員は２４名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付をいたしてお

りますとおりであります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、陳情第５号「俵津診療所存続

について」を議題といたします。 

 藤井厚生常任委員長の報告を求めます。 

 １４番藤井朝廣君。 

 

○藤井朝廣厚生常任委員長 厚生常任委員会審査

報告書。 

 ６月定例会におきまして継続審査となっていま

した陳情第５号「俵津診療所存続について」、９

月１０日に審査を行いましたので、報告を申し上

げます。 

 審査の過程において、検討委員会の答申や地理

的状況、交通弱者の声、受診率の低さ、そして地

元の声等をいま一度慎重に審査していく必要があ

るので、継続審査と決定をいたしました。 

 以上、厚生常任委員会の報告とさせていただき

ます。 

 平成２２年９月２２日、厚生常任委員長藤井朝

廣。 

○議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 陳情第５号は委員長報告のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、陳情第５号は委

員長報告のとおり継続審査とすることに決定をい

たしました。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、議案第８５号「西予市

社会体育施設条例の一部を改正する条例制定につ

いて」から認定第１４号「平成２１年度西予市野

村介護老人保健施設事業会計決算の認定につい

て」までの３１件と陳情１件を一括議題といたし

ます。 

 各委員会における審査の経過と結果について各

常任委員長の報告を求めます。 

 まず、菊地総務常任委員長の報告を求めます。 

 ２１番菊地ミスギ君。 

 

○菊地ミスギ総務常任委員長 総務常任委員会審

査報告書。 

 総務常任委員会の審査報告を申し上げます。 

 去る９月８日の本会議において、当常任委員会

に付託されました議案３件、認定２件、陳情１件

に対し、９月９日と１０日、１３日の３日間委員

会審査を行いました。 

 審査の結果は、お手元に配付の委員会審査報告

書のとおりであり、陳情第１６号「防災行政無線

の早期更新と防犯灯に関する補助金について」

は、陳情書の願意について慎重に審議いたしまし

た。 

 まず、防災行政無線の更新についてですが、当

市では合併以前からアナログシステムにて対応を

しており、無線設備の導入時期が早い地域におい

ては老朽化が著しいため、頻繁に修理が必要であ

るばかりでなく、放送が聞き取りにくいのも現状

であります。 

 また、四国総合通信局より、近い将来アナログ

システムからデジタルシステムに移行するよう求

められております。 

 なお、防犯灯の補助金に関しては、現在新設の

防犯灯とその電気料は補助の対象となっている

が、修繕や更新及び個人や集落が単独で設置した

防犯灯の電気料については補助対象外となってい

ます。住民が安心・安全な暮らしをする上で大切
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なことであると判断し、全会一致で採択と決しま

した。 

 次に、議案審査の中で委員より出された意見、

それに対する答弁等について概要を抜粋して報告

申し上げます。 

 初めに、認定第１号「平成２１年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定について」の中で、三瓶

地区のＣＡＴＶ加入状況はどうなっているかの質

疑に対して、８月末現在で１，６７５戸が西予市

ＣＡＴＶと加入契約済みでありますが、残り１，

２１０戸は八西ＣＡＴＶへ継続加入の状況である

との答弁でした。 

 また、現在の加入状態で西予市ＣＡＴＶの運営

ができるのかとの質疑に、人口密集地の宇和町や

三瓶町が全戸加入してもらえば、投資分とあわせ

て平成２９年度には単年度黒字経営ができると見

込んでいるとの答弁でした。 

 次に、スクールガードリーダー（危機管理の面

から学校に対し指導と評価を行う人）の必要性に

ついての質疑に対し、記憶に新しい大阪の池田小

学校での事件がきっかけで取り組みが始まった施

策であり、当市では３人のスクールガードリーダ

ーに学校の危機管理に対し意見をもらっていくと

の答弁でした。 

 さらに、そのようなことは校長では対応できな

いものかとの質疑に対し、外部から見た意見や考

え方が大切であり、内部の者では気がつかない点

が多くあるとの答弁でした。 

 次に、国の重要伝統的建造物群保存地区の選定

を受けたことにより、そのエリアを充実させまち

づくりを展開すべきではないかとの質疑に対し、

職員の教育を図り、地域住民と協力するととも

に、商工観光課と協調しながらプロジェクトチー

ムを立ち上げ、まちづくりにつながる事業展開を

推進する予定であるとの答弁でした。 

 次に、救急出動時において、緊急搬送の必要性

がない患者もいるのではないかとの質疑に対し、

救急要請があれば出動するのが原則であり、現場

で軽症に見えても、搬送中に重篤になるケースも

あり、判断が難しいとの答弁でした。このように

現在問題視されている救急車の不適正な利用や医

療機関のコンビニ受診等の減少を図ることや、さ

まざまな生活の安心・安全を守るためには、人間

のモラル向上を図ることの教育も必要なのかなと

感じさせられました。 

 以上、審査報告とさせていただきます。 

 平成２２年９月２２日、総務常任委員会委員長

菊地ミスギ。 

 

○議長 次に、藤井厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

 １４番藤井朝廣君。 

 

○藤井朝廣厚生常任委員長 厚生常任委員会審査

報告書。 

 厚生常任委員会の審査の結果を報告を申し上げ

ます。 

 当委員会に審査を付託されました議案１０件、

認定１１件について、９月９日と１０日に審査を

行いました。 

 審査の結果は、お手元に配付の委員会審査報告

書のとおりで、全会一致で可決決定をいたしまし

た。 

 これより審査過程において、委員より出された

主な質疑内容、特徴的な意見について、その概要

を抜粋して報告を申し上げます。 

 初めに、議案第８８号「西予市簡易水道及び愛

媛県条例水道の設置に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」、今までより料金設定が上

がっているが、地元の理解は得られているのかと

いう質疑があり、今回の水道整備事業に対して、

地元負担金は徴収しておらず、その分を水道料金

に反映させると今までの３倍程度になることや今

回の料金設定は宇和上水道と同じであることか

ら、理解は得られているとの答弁でありました。 

 次に、議案第９１号「平成２２年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」について、野村クリー

ンセンターのダイオキシン除去装置の修繕は当初

でも行っているのではないかという質疑に対し

て、当初は別の修繕であり、今回はダイオキシン

除去装置の３つある弁のうち、２つの弁を修繕す

るとの答弁でありました。 

 なお、ほかの１つの弁は、平成２０年度に既に

修繕済みとのことでありました。 

 またあわせて、クリーンセンターの耐用年数に

ついての質疑があり、地元と平成２０年に、平成

２９年度末まで１０年間の施設継続使用に係る延

長契約を行っているが、施設の老朽化が進み、修

繕を繰り返して運営しているような状況で、明確

な耐用年数はわからないとの答弁に対して、西予
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市の状況や広域を含めた将来ビジョンをとらえて

対応してほしいとの意見がありました。 

 保育所の保育室等の冷暖房設置に対して、市全

体で設置できていないところはあるのかという質

疑があり、三瓶地区以外には多田と魚成が未設置

で、今後当初予算等で計画的に検討するとの答弁

があり、それに対して、温暖化が進み、ことしの

ようなスーパー猛暑ということも今後視野に入れ

て、全園全室に設置できるように対応してほしい

との意見がありました。 

 次に、議案第９３号「平成２２年度西予市国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）」につい

て、国保税の減額について説明を求めたところ、

３月に税率改正を行ったが、景気の低迷等による

所得減などが要因となり、７月の本算定では、予

算額を大幅に下回ったとのことでありました。 

 次に、認定第１号「平成２１年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定について」、西部衛生セン

ターの汚泥をエコセンターで処理し肥料化してい

るが、他の自治体では住民にその肥料を無料配布

しているところも見られ、西予市においてもその

ような試みはできないかという質疑があり、無料

化は難しいが、肥料の在庫と照らし合わせて安価

で販売できるように農林水産課と連携して検討し

ていきたいとの答弁でありました。 

 また、保育園の延長保育事業について、公立保

育園対応についての質疑があり、要望があれば検

討するという答弁に対して、働く女性がふえ、延

長保育等が求められている時代になっているの

で、きめ細かな対応をしてほしいとの意見があり

ました。 

 また、クアテルメ等の健康増進や維持を目的と

した事業が国保会計等にどう反映されているのか

という質疑があり、数字的には調査はできておら

ず、評価は難しいとの答弁があり、それに対し

て、しっかり目的を持って取り組むようにとの意

見がありました。 

 次に、「平成２１年度西予市病院事業会計決算

の認定について」、ジェネリック薬品を積極的に

使用し、負担軽減を図っている自治体もあるが、

西予市の状況はという質疑があり、薬局長や医師

と相談し、使える薬品に関しては切りかえをし、

患者の意思を尊重して対応していますとの答弁で

した。 

 最後に、今回の決算審査は、決算書と成果報告

書、各課提供資料をもとに行いましたが、成果報

告書の中で事業評価や成果状況の欄の内容が乏し

く、審査の対象となり得ない部分が見られ、この

ことは昨年も同様な報告が上がっており、来年度

からは見直し、解決するように求めます。 

 また、それぞれの事業に目的を持ち、結果を踏

まえて次年度予算や将来にどう生かしていくかを

明確にできるよう強く要望いたします。 

 以上、厚生常任委員会の審査報告とさせていた

だきます。 

 平成２２年９月２２日、厚生常任委員長藤井朝

廣。 

 

○議長 次に、兵頭産業建設常任委員長の報告を

求めます。 

 ３番兵頭学君。 

 

○兵頭学産業建設常任委員長 産業建設常任委員

会審査報告書。 

 産業建設常任委員会の審査結果を報告申し上げ

ます。 

 去る９月８日の本会議において、当常任委員会

に付託されました議案６件、平成２１年度決算の

認定３件に対し、９月９日、１０日の２日間で委

員会審査を行いました。 

 審査結果は、お手元の委員会審査報告書のとお

りであり、全議案を原案のとおり全会一致で可決

決定しました。 

 なお、議案審査の過程において、委員より特に

質疑がありました事項の概要をご報告申し上げま

す。 

 まず、用地課所管分について、旧５町時代から

の負の遺産である道路の拡幅時に土地所有者から

無償で提供していただいた道路用地について、現

在でも民地として登記簿上残っているため個人に

税金がかかっているが、これからの対応を質疑す

ると、現在用地課では、登記事務に必要な地籍図

作成費が計上できていないため、早急な対応は困

難ですが、相続権の移転等があれば、事務的にさ

らに難しくなるため、今後は市民に迷惑をおかけ

しないよう急ぐ事案から順次対処していきたいと

の答弁でしたが、当委員会からとしても、理事者

に早急に解決するよう要望するものであります。 

 次に、上下水道課所管分について、議案第９７

号「平成２２年度西予市農業集落排水事業特別会
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計補正予算（第２号）」、議案第９８号「平成２

２年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）」、認定第９号「平成２１年度西予市

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」、認定第１０号「平成２１年度西予市公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」、関連があり一括して説明がありました。 

 その中で、今年度明間地区の集落排水事業が終

了し、来年度以降は施設管理費の運営になるが、

今年度は８地区で８８３万５，０００円の黒字だ

が、施設の修繕費が必要な場合はどうなるかの質

問があり、今後農業集落排水の修繕費がふえるこ

とが予想され、下水道料金の改正を含め、来年度

以降シミュレーションをかけて５年単位で見直し

を図りたいとの説明と、ポンプ等の故障の場合

は、早急に対処しなければならないので、一般会

計に頼らざるを得ないとの答弁がありました。 

 また、石城地区の接続率が他の地区と比べて低

いことの説明を求めたところ、石城地区宅内配管

工事の進め方が他の地区と違っていたためで、今

後は地域連絡会議を通じて加入の推進をお願いし

ていきたいとの答弁がありました。 

 次に、建設課所管分の議案第９１号「平成２２

年度西予市一般会計補正予算（第２号）」につい

て、新庁舎電波障害調査委託の対象家屋数の質問

に、庁舎両側１５カ所の予定で、事前及び事後調

査を行い対処しますとの答弁がありました。 

 次に、古い市営住宅の管理費が増大している

が、今後の見通しの説明を求めたところ、市のマ

スタープランでは、平成２４年度野村町緑ケ丘団

地を、その後宇和町経の森団地を早急に改修して

いく予定との答弁がありました。 

 次に、農林水産課所管分の木質ペレット工場入

り口にかかる橋の強度と何トン車で搬入・搬出を

想定しているかの質疑に、この橋は昭和５３年完

成の橋で、設計では１４トンまで可能であるが、

道幅の狭いところもあり、４トントラックでの搬

入・搬出を考えており、強度的には心配ないとの

答弁があり、また原材料の搬入に対する補助金額

の質疑には、県ではトン当たり９，６００円の補

助がありますが、市の要綱に照らし合わせ、地域

通貨券等を検討しているとの答弁がありました。 

 次に、小規模園芸施設支援モデル事業における

補助率を２分の１または５万円を限度としている

ことについて、内子町では１０割補助と聞いてい

るが、全額補助にならないかとの質疑に対し、西

予市ではどうしても必要なものと判断した場合以

外は、市農業振興対策事業費補助交付金要綱で２

分の１または３分の１等の補助と決めていますと

の答弁がありました。 

 次に、西予市新規特産品開発事業１６２万８，

０００円の説明を求めたところ、野村町にあるほ

わいとファームの施設を利用し、四国乳業と共同

開発で新たにチーズ製品を製作・販売するとの答

弁がありました。 

 次に、認定第１号「平成２１年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定について」、商工観光課所

管分のみかめ海の駅施設管理費で、２０年度に比

べ２１年度では約１００万円減額していることへ

の質疑に対して、２０年度は委託料以外の修繕料

を組み込んだためとの答弁がありました。 

 また、三滝ロッジ管理事業の宿泊者数が減って

いる理由の説明を求めたところ、合併当時約５，

０００人の宿泊者であったが、２１年度には１，

３１５人まで減少しており、その主な原因とし

て、景気後退による宿泊者の足が遠のいたこと、

また指定管理者である株式会社城川自然ロッジの

運営が、予約のあるときのみ営業をしており、宿

泊者がいないときは常駐していないことなどが考

えられ、今後は指定管理者について検討するとの

答弁でした。 

 関連して、産業創出課所管分の中で、決算で利

益が出ている指定管理者には、決算に見合った委

託料、補助金にすべきではの質疑に、税金を使っ

た委託料、補助金ですので、経営状態を把握しな

がら、無駄のない適正な対処をするとの答弁でし

た。 

 最後に、委員からは、委託金及び補助金を含め

た指定管理者制度のあり方について、市民も納得

できるよりよい方向に向けて早急に検討する時期

が来ているとの要望がありました。 

 以上、審査報告とさせていただきます。 

 平成２２年９月２２日、産業建設常任委員会委

員長兵頭学。 

 

○議長 次に、兵頭西予市し尿処理場問題等特別

委員長の報告を求めます。 

 １８番兵頭勇君。 

 

○兵頭勇西予市し尿処理場問題等特別委員長 西
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予市し尿処理場問題等特別委員会の審査結果を報

告いたします。 

 当特別委員会では、去る９月１４日、平成２２

年度西予市一般会計補正予算、４款３目し尿処理

費のうち、汚泥再生処理施設整備事業について審

査を行いました。 

 今回の補正額２１０万円については、所管課に

提案理由の説明を求めたところ、その内容は、西

部・東部両衛生センターを集約し、新しい汚泥再

生センターを整備するための計画策定に着手した

中で、汚泥再生処理あるいはメタン発酵による液

肥の製造、どちらの処理方法が西予市にとって最

良であるのかを判断するための調査研究に関する

委託経費との説明でした。 

 委託内容の詳細は、メタン発酵により製造され

る液肥をどのように利用するのか、またその処理

過程において、市内から排出される生ごみをどの

程度投入するかなどの調査研究により、施設の整

備導入のための比較検討資料を作成委託するもの

であります。 

 なお、議案審査の過程について、西部・東部衛

生センターは、両施設とも著しい老朽化が進んで

おり、施設の整備が喫緊の課題となっているた

め、当委員会としても処理方法、建設候補地の選

定を早急に行うよう委員から強い意見が出されま

した。 

 審査結果については、議案を原案のとおり全会

一致で可決いたしました。 

 以上、審査報告といたします。 

 平成２２年９月２２日、西予市し尿処理場問題

等特別委員会委員長兵頭勇。 

 

○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 まず、議案第８５号「西予市社会体育施設条例

の一部を改正する条例制定について」から議案第

８８号「西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設

置に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」までの４件を一括採決いたします。 

 ただいまの委員長報告のとおり決定することに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

８５号から議案第８８号までの４件は原案のとお

り決定をいたしました。 

 次に、議案第８９号「市道路線の廃止につい

て」及び議案第９０号「市道路線の認定につい

て」の２件を一括採決いたします。 

 ただいまの委員長報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第８９号及

び議案第９０号の２件は原案のとおり決定をいた

しました。 

 次に、議案第９１号「平成２２年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」について採決をいたし

ます。 

 ただいまの委員長報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９１号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第９２号「平成２２年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計補正予算（第１号）」か

ら議案第１０１号「平成２２年度西予市病院事業

会計補正予算（第２号）」についてまでの１０件

を一括採決いたします。 

 ただいまの委員長報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９２号か

ら議案第１０１号までの１０件は原案のとおり決

定いたしました。 

 次に、認定第１号「平成２１年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定について」を採決いたしま

す。 

 ただいまの委員長報告のとおり認定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 
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 起立全員であります。よって、認定第１号は原

案のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、認定第２号「平成２１年度西予市授産場

特別会計歳入歳出決算の認定について」から認定

第１４号「平成２１年度西予市野村介護老人保健

施設事業会計決算の認定について」までの１３件

を一括採決いたします。 

 ただいまの委員長報告のとおり認定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、認定第２号から

認定第１４号までの１３件は原案のとおり認定す

ることに決定をいたしました。 

 次に、陳情第１６号「防災行政無線の早期更新

と防犯灯に関する補助金についての陳情書」を採

決いたします。 

 ただいまの委員長報告のとおり採択することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、陳情第１６号は

委員長報告のとおり採択することに決定をいたし

ました。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後２時３３

分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後２時３

６分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第１０２

号「三瓶中学校特別教室棟耐震補強工事請負契約

について」から行政報告までの５件を本日の日程

に追加し、追加日程として議題といたします。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、本案を

本日の日程に追加し、議題とすることに決定いた

しました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第１、議案第１０２号「三瓶中

学校特別教室棟耐震補強工事請負契約について」

を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 議案第１０２号「三瓶中学校特

別教室棟耐震補強工事請負契約について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 三瓶中学校特別教室棟は、鉄筋コンクリートづ

くり４階建て、延べ床面積２，７９５平方メート

ルの建物でありますが、耐震診断の結果、耐震補

強が必要な建物であると判断されたため、このた

び耐震補強工事を行うものでございます。 

 工事の内容は、既存の柱はり加工の外側にＳＲ

Ｃ部材、鉄骨鉄筋コンクリート部材の柱はり加工

とブレースを配置するピタコラム工法による補強

工事であります。このピタコラム工法は、屋内で

の作業を必要としないため、工事中も通常どおり

建物を使用でき、特に工期に制約のある学校施設

や耐震補強量の多い建物等において適した工法で

あり、全国的にも県内でも実績のある工法でござ

います。 

 この工事につきましては、去る９月８日に一般

競争入札を行いましたところ、低入札価格による

入札となったため、西予市低入札価格審査会にお

いて、工事履行の可否について審議いたしまし

た。審査の結果、今回の入札価格で履行可能と判

断されたことから、堀田建設株式会社代表取締役

菊池泰行氏と工事請負金額１億５，４３５万円

で、９月１６日に工事請負仮契約を締結いたしま

したので、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、本工事の完成期日は、平成２３年２月２

８日を予定しております。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１０２号は、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

します。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 討論を終結といたします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１０２号「三瓶中学校特別教室棟耐震補

強工事請負契約について」は原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１０２号

は原案のとおり決定をいたしました。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後２時４０

分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後２時４

９分） 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、各常任委員会及び

議会運営委員会における閉会中の継続審査につい

てを議題といたします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長より、会議規

則第１０３条の規定により、所管する事務を閉会

中の継続審査としたい旨の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査

とすることにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、各委員

長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とするこ

とに決定をいたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第３、議会報告第５号

「西予市宇和病院問題等特別委員会の報告につい

て」を議題といたします。 

 酒井特別委員長の報告を求めます。 

 酒井委員長。 

 

○酒井宇之吉西予市宇和病院問題等特別委員長 

西予市宇和病院問題等特別委員会の報告書をご報

告させていただきます。 

 当委員会の目的である、１、宇和病院改築計画

の調査研究、２、宇和病院と野村病院との機能分

担についての調査研究、３、直営診療所の統廃合

についての調査研究について、調査研究をいたし

ました。 

 平成２１年９月２５日、第１回委員会を開き、

以後開会中、閉会中において、平成２２年９月１

７日の委員会を最後として計１１回の委員会を開

催したほか、市内行政視察３回、県外行政視察、

病院関係者との意見交換会を実施いたしました。

その経過、結果を報告いたします。 

 宇和病院改築計画の調査研究について。 

 平成２１年１２月１７日定例会において、早急

に宇和病院の建てかえが必要であることを報告し

ております。その後地域医療の安定供給のため

に、新病院の建設は、国の地域医療再生基金事業

を使って、地域医療の問題、課題を明確にしなが

ら計画を進めることといたしました。医師不足、

経営環境の悪化、人口減少と高齢化の進展、医療

機能の分化と連携の促進など、公立病院を取り巻

く環境は厳しさを増しております。そのような

中、新医師臨床研修制度の導入がきっかけとなっ

て、勤務医不足は宇和病院でも影響があり、医師

の勤務負担増を初めとして、診療科の減少等が生

じ、２次救急現体制の維持は極めて困難になりそ

うであります。１次医療、開業医等、２次医療、

中小病院、３次医療、高機能病院の役割分担を明

確にし、南予全体を一つの地域医療圏とし、それ

ぞれの病院が全体で一つの総合病院だと考えなけ

ればなりません。市立宇和島病院が過剰な負担を

強いられ、機能不全にならないよう新病院の建設

は早急に進めなければなりません。現在宇和病院

は２次救急病院の役目を果たしており、他自治体

病院と比較しても運営状況は良好であります。新

病院は、西予市の医療体制の中核的責任を負いな

がら、総合医を中心とし、可能な限り専門医を配

置し、新しい医療機器を備えた魅力ある組織を目

指す必要があります。 

 新病院の建設に向けての推進体制づくりについ

て、議論の中財政規模については、１５０床程度

で４７億円程度とし、財源として、過疎債、企業

債、地域医療再生基金、その他とすることといた

しました。 

 また、過疎債の償還年数が、法改正により３０

年に延長されたことも有利な条件になっていま

す。将来の西予市にとって財政的に大きな負担に

はなるであろうが、市民・行政・医師の協力連携

で独立採算で運営できるようにしなければなりま

せん。 

 完成までのスケジュールにつきましては、財源

である地域医療再生基金の使用可能期限とするこ

ととし、平成２５年度までには着工することが必
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要と判断いたしました。 

 病院建設場所については、新市立病院建設地検

討委員会の答申、また市民アンケート調査結果、

パブリックコメント等を踏まえ、慎重に討論し、

その結果、新病院の完成を早く遅滞なくするため

には、宇和町永長地区東池跡地が適地であると判

断しました。 

 なお、宇和病院跡地の有効利用については、検

討の必要があります。 

 先進地視察で提起された駐車場の整備問題、医

療機器等導入の問題、最大の課題であります医師

の確保等については、新たな検討を必要といたし

ます。 

 続きまして、宇和病院と野村病院との機能分担

についての調査研究について。 

 宇和病院・野村病院ともそれぞれ車で１時間余

りの診療圏を抱えています。 

 しかし、公共交通機関が乏しく、高齢化率も高

いことなどから、両病院ともに一定の外来・入院

機能は保有する必要があります。 

 また、現在の２次救急は、宇和・野村病院が１

日交代で対応していますが、医師不足などで勤務

医の過重労働が続いており、このままでは救急医

療の継続が困難になるおそれがあると判断してい

ます。このために両病院は市が経営する病院であ

り、一体的な運営に努め、より効果的な診療体制

を構築する必要があります。 

 さらに、新病院建設を進める中で、県の地域医

療再生計画で求められている新病院への２次救急

の集約と野村病院での地域医療機能の充実を図

り、早期に医師確保に努め、市民が安心できる両

病院での機能分担による医療体制を構築する必要

があります。 

 なお、新病院の完成後、人口減などによる社会

的要因による変化、関係機関の医療制度の改革等

を見きわめながら、数年次ごとの機能分担の見直

しが必要と判断いたしました。 

 直営診療所の統廃合についての調査研究につい

て。 

 広域な面積を有する５町が合併した当市におい

ては、地域医療の身近な存在として直営診療所は

極めて重要な存在であります。 

 しかし、西予市医療問題検討委員会において、

明浜地区診療所の再編を初め、西予市医療のあり

方が検討されております。行政視察をした結果、

野村地区は惣川診療所が週２回、午後２時から４

時、市立野村病院の医師による出張診療が行われ

ています。施設老朽化が進んでおりますが、地域

陳情の惣川病院の改築については、議会で採択さ

れているところであり、早急に取り組むべきであ

ります。 

 城川地区の３診療所については、土居診療所に

医師１名が常勤しておりますが、他の２カ所につ

いては、週１回半日、市立野村病院の医師による

出張診療が行われています。診療圏域が広く、弱

者の交通の便をどうするのかの対策が必要と考え

ます。 

 明浜地区は、４診療所に医師４名、うち歯科医

１名が常勤しており、２０年度において西予市の

一般会計繰り入れが診療所全体の８３％を占めて

おり、国保運営協議会等により直ちに改善を行う

べきとの意見が出ております。 

 三瓶地区の診療所は、２カ所を１名が兼務して

おり、運営状況については、一般会計からの繰り

入れがなく、基金算入年度もあります。しかし、

施設の老朽化が進んでおり、今後検討を必要とす

ると判断します。 

 このような状況から、診療所の再編について

は、身近に診療所があることは、市民の安心・安

全につながることから、交通の便、診療所人口、

患者数増加への努力、診療所間の距離などを考慮

しなければなりません。各診療所も高齢化率の高

い地域にあり、財政運営状況の厳しさはどのあた

りまで許されるのか、市民の意見を集約し、市

民、医師も参加・協力できる行政の改善努力を必

要とします。 

 また、新病院の建設を見定めながらの弱者への

通院バスを含めた対応計画も考えていくべきであ

ります。 

 最後になりますが、市長を初め関係理事者にお

かれましては、新病院建設に向けて全力を傾注し

ていただくとともに、関係機関と協力しながら地

域住民が安心して暮らせる医療の安定提供を広く

求めていただくよう提言をいたします。 

 以上で西予市宇和病院問題等特別委員会の報告

を終わります。 

 平成２２年９月２２日、西予市宇和病院問題等

特別委員会委員長酒井宇之吉。 

 以上でございます。 
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○議長 以上で特別委員長の報告は終わりまし

た。 

 これより特別委員長の報告に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

 ７番松山君。 

 

○７番松山清君 ただいま特別委員長の報告を聞

きまして、宇和病院の建設に向けて財源の裏づけ

もはっきりし、新しい未来へ西予市が進んでいく

ということを実感したわけであります。その中

で、場所につきましても特別委員会のほうで決定

されておりまして、そういうことも多大なる苦労

があったことを推察いたします。ただ私が質疑を

したいことといいますのは、宇和病院というの

は、旧町時代から卯之町の中核病院として非常に

大きな役割を果たしてきたのは、これは皆さん認

めるところだと思うわけですけども、地元の区長

あるいは地域の住民、いつもそこの病院に通って

いる患者さん、そういった方々は、今の病院があ

ることに対する安心感といいますか、今の病院の

位置に対する強い思いといったものがあるわけで

ございます。したがいまして、これがなくなると

いうことに対する不安といいますか、そういう町

の真ん中に病院という都市機能があるわけですけ

ど、これがなくなった未来への不安は、そういっ

たものが非常に心配されておるわけです。これは

区長の陳情にも多くの方が署名されまして、そう

いった意見を表明されておるわけですけども、こ

ういったことに対しましての配慮といいますか、

ご提言としましては、宇和病院の跡地の有効利用

ということや弱者に対するバスの運用ということ

で委員長報告ではくくられております。それで、

有効利用ということにつきましては、やはり大変

関心があることでありますので、どういったこと

を想定して有効利用というようなことをおっしゃ

られたのか、あるいは、例えば土地を処分すると

いうのも有効利用だと思いますし、あるいは都市

の機能として公園にするといったようなことも地

元に対する有効利用ではないかというふうに思う

わけですけども、こういった有効利用ということ

に関してのもう少しわかるところがありました

ら、お聞かせいただけたらと思います。 

 

○議長 酒井特別委員長。 

 

○酒井宇之吉西予市宇和病院問題等特別委員長 

ただいま報告、ご質問といいますか、につきまし

てお答えいたします。 

 場所につきましての問題につきましては、特別

委員会としては非常に委員会の中で大半を過ごさ

せていただきました。産みの苦労をいたしまし

た。その中で現病院の問題につきましては、建設

地検討委員会の中からの答申を踏まえた形の中で

させていただいております。 

 なお、今後駐車場の問題、そして医療機器の導

入の問題、医師確保の問題等々の中で、新たな検

討をしていく中で旧――旧といいますか、現在の

宇和病院の跡地の再利用につきましても検討の中

に入れていただいて、新しい形の組織の中で検討

をしていくべきではないかと、かように思ってお

りますので、ご了承賜りたいと思います。 

 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいまの特別委員長の報告をもって西予市宇

和病院問題等特別委員会の調査研究を終了するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、西予市宇和病院

問題等特別委員会の調査研究は、終了することに

決定をいたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第４、議員派遣の件につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付しております本件を承認すること

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議員派

遣の件については、本件のとおり承認することに

決定いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

きましては、諸般の事情により変更が生じる場合

には、議長にご一任願いたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定をい

たしました。 
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  （追加） 

○議長 次に、追加日程第５、行政報告を議題と

いたします。 

 市長から行政報告の申し出がありました。これ

を許可いたします。 

 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、行政報告の許可を得まし

たので、新市立病院建設予定地について行政報告

を申し上げます。 

 新市立病院を目指す姿は、昨年度諮問を行いま

した西予市立病院等検討委員会の答申及び愛媛県

地域医療再生計画を踏まえ、市立宇和病院の単な

る建てかえではなく、市立野村病院との機能分担

を明確化し、人口動態や医師確保の状況に合わせ

段階的に２次救急を集約し、総合医養成の拠点施

設及び南予地域の僻地医療支援拠点施設の機能を

兼ね備えた地域医療を安定かつ継続的に提供でき

る病院を整備するところであります。 

 新市立病院を目指す姿にふさわしく、建設場所

を選定するためには、病院を実際に利用される市

民の皆様の声をお聞きし、検討することが重要と

考え、市民の代表者等で構成する西予市立病院建

設地検討委員会を設置し、新市立病院建設場所に

ついての諮問を行い、去る８月２４日、市営宇和

球場と永長地区東池跡地に候補地が建設場所とし

て適地であるという結論に至りましたが、甲乙つ

けがたいため、最終判断は市長及び市議会にゆだ

ねるという内容の答申をいただきました。この検

討委員会と並行して無作為に抽出した市民１，０

００人の方を対象に、建設場所の条件に関するア

ンケート調査とともに全市民を対象に、建設場所

に関するパブリックコメントも行い、多くの市民

の皆様にご意見をお聞きしたところであります。

その後、市議会への宇和病院問題等特別委員会や

議会全員協議会においてご意見をいただき、これ

らすべての意見をもとに市の幹部職員及び関係部

署の担当職員で建設候補地の課題等について協議

検討を行い、市といたしましても市議会の宇和病

院問題等特別委員会の最終報告と同じく、新市立

病院建設予定地を永長地区東池跡地といたしまし

た。 

 新市立病院建設予定地を永長地区東池跡地とし

た主な理由は、次のとおりでございます。 

 まず第１に、周辺は平地で見晴らしもよく景観

にすぐれ、療養に適している環境であること。 

 ２、市民アンケートの結果、多くの市民の皆さ

んが望んでいる早期着工、早期完成の観点から、

法令等の制約解除に係る手続等に時間がかからな

いことなど、建設に当たり制約が少ないこと。 

 ３、国道５６号に近く、県道八幡浜宇和線に隣

接した場所であるため、今後公共交通機関の整備

を検討することで、交通の利便性にすぐれ、大規

模な災害が発生した場合、救急車両等の活動に支

障を来すおそれが少ないこと。 

 第４、土地の広さ、形態から理想的な病院配置

が可能であり、患者、病院職員等の駐車場も十分

な台数が確保でき、２次救急集約等の将来計画に

対応するための増改築が見込めること。 

 第５、新市立病院と市立野村病院の機能分担の

面から、両病院の地理的特性を生かすことができ

ること。 

 以上の理由からであります。 

 なお、西予市新市立病院建設地検討委員会の答

申内容のもう一つの建設候補地であります市営宇

和球場の場所につきましては、西予インターチェ

ンジに近いことから、松山市、宇和島市等の３次

救急病院の搬送に最も適していると思われます

が、この場所で建設する場合、都市公園法の一部

廃止や都市計画の変更手続等にかなりの時間が必

要とするため、多くの市民の皆さんが望んでいる

早期着工、早期完成が難しく、新市立病院建設の

財源の一部である愛媛県地域医療再生基金事業の

期間内着工完成が危ぶまれます。 

 また、現球場を移転し新築する必要があります

が、現球場を建設時に尽力された先人の方々の思

いや新設のための新たな土地や財源の確保、平成

２９年度開催予定の愛媛国体に向けた施設整備に

係る補助金が、新設の場合は不確定であり、国体

後の新球場の利用計画等の問題から移転しづらい

状況です。 

 以上の理由から、この問題、この場所で建設す

ることは難しいのではないかという判断をいたし

ました。 

 また、長年旧宇和町の中核病院として、地元住

民から愛されてきた現市立宇和病院敷地での建設

につきましても、既存の建物を残しての建設とな

り、工事等の騒音などに、入院患者や外来患者に

多大なご迷惑をかけてしまうことや理想的な病院

配置が難しいこと、国道５６号からの進入路が狭
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小で変則なため、救急搬送やバス等の大型車の進

入に不便であること、周辺は民家が多く、これ以

上の土地を確保することが困難なため、２次救急

集約等の将来計画に対応するための増改築が見込

めないことなどから、市といたしましても建設場

所として難しいのではないかという判断をいたし

ました。今後は、永長地区東池跡地を建設場所と

して、市民の皆さんが一刻も早く待ち望んでい

る、だれもがいつでも安全・安心に医療が受けら

れる新市立病院の早期完成に向け、職員一丸とな

って取り組んでまいりますので、市議会並びに市

民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げ、新市立病院建設予定地の行政報告とい

たします。 

 平成２２年９月２２日、西予市長三好幹二。 

 

○議長 以上で行政報告は終わりました。 

 これにて本日の全日程を終了いたしました。 

 三好市長から定例会閉会のあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

 

○三好市長 平成２２年第３回西予市定例議会の 

閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 去る９月７日に開会いたしました本定例会の会

期中に、議員各位には本議会並びに各常任委員会

におきまして上程いたしました案件に関し慎重な

ご審議を賜り、補正予算を初め２１年度決算など

の重要な案件をいずれも原案どおり可決またはご

承認いただきました。ここに衷心より厚くお礼を

申し上げる次第でございます。 

 また、一般質問におきましては、さまざまなご

意見やご提言をいただきましたが、地域基幹産業

の振興、市民サービスの充実等々、市政進展のた

め実施または実現可能なものから確実に進めてま

いる所存でございます。議員各位のご理解とご協

力を何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 さて、国政では、去る１４日の民主党代表選で

菅首相続投が決定いたしましたが、いわゆるねじ

れ国会の中で部分連合を含めどのような形で政権

運営がなされるのか、暮らしはどうなるのか、国

民の関心が注がれているところでございます。経

済界でも日本経済の再生や税制改革等の諸対策の

実行に期待が集まっておりますが、私ども地方自

治体が注視しなければならない事案は、臨時国会

と並行して進められる１１年度予算案の編成であ

り、仮に財政規律が優先されれば、補助金・交付

金等の施策経費のみならず、地方交付税にまで影

響が及びますので、予算案編成作業を例年以上に

注視しなければならないと思っております。 

 また、県政においては、加戸知事が任期満了を

待たず県議会本会議において退任される意向を表

明されました。加戸知事におかれましては、高速

道路の延伸やえひめ町並博など、厳しい財政事情

の中での創意工夫により、南予の振興にひとかた

ならぬご尽力を賜りましたことに改めて心からお

礼を申し上げたいと思います。 

 ともあれこのたびの知事の辞任以降により、１

１月下旬には知事選挙が想定されており、県政の

新年度予算編成については、新知事にゆだねるこ

ととなります。このように国、県とも新年度の予

算編成は甚だ不透明な状況にありますので、状況

に応じ、地域の声を国や県に反映いただくための

活動も必要になろうかと思います。そのような状

況を踏まえ、先般県内２０市町の首長によりまし

て、国や県に対して地域主権の確立を求める提言

機関として県首長連盟が設立され、年末の政府予

算や県当初予算編成に対して地域の声を反映させ

ていく方針を決めております。議員各位におかれ

ましても、お力添えをいただきますようお願い申

し上げる次第でございます。 

 ところで、気象庁が三十数年ぶりの異常気象と

断定した暑さもようやく去り、一変して秋風がさ

わやかな季節となりましたが、体調管理が厳しい

季節の変わり目でございます。議員各位におかれ

ましても健康に十分ご留意をいただき、西予市の

円滑な進展のため、一層のご尽力を賜りますよう

お願い申し上げまして、簡単でございますが、閉

会のごあいさつとさせていただきます。まことに

長い間ありがとうございました。 

○議長 これをもって平成２２年第３回西予市議

会定例会を閉会といたします。 

  閉会 午後３時１８分 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

   同   議員 

   同   議員 
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平成２２年第３回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ８３号 
西予市木質ペレット製造設備設置事業設計・施工一

括型工事請負契約について 
22.９.８ 原案可決 

議案第 ８４号 
財産の無償譲渡について（西予市城川無菌培養施

設） 
22.９.８ 原案可決 

議案第 ８５号 
西予市社会体育施設条例の一部を改正する条例制定

について 
22.９.22 原案可決 

議案第 ８６号 
西予市母子父子家庭等福祉手当支給条例の一部を改

正する条例制定について 
22.９.22 原案可決 

議案第 ８７号 
西予市林業センター条例の一部を改正する条例制定

について 
22.９.22 原案可決 

議案第 ８８号 
西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
22.９.22 原案可決 

議案第 ８９号 市道路線の廃止について 22.９.22 原案可決 

議案第 ９０号 市道路線の認定について 22.９.22 原案可決 

議案第 ９１号 平成２２年度西予市一般会計補正予算（第２号） 22.９.22 原案可決 

議案第 ９２号 
平成２２年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補

正予算（第１号） 
22.９.22 原案可決 

議案第 ９３号 
平成２２年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 
22.９.22 原案可決 

議案第 ９４号 
平成２２年度西予市老人保健特別会計補正予算（第

１号） 
22.９.22 原案可決 

議案第 ９５号 
平成２２年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号） 
22.９.22 原案可決 

議案第 ９６号 
平成２２年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

２号） 
22.９.22 原案可決 

議案第 ９７号 
平成２２年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号） 
22.９.22 原案可決 

議案第 ９８号 
平成２２年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号） 
22.９.22 原案可決 

議案第 ９９号 
平成２２年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号） 
22.９.22 原案可決 

議案第１００号 
平成２２年度西予市上水道事業会計補正予算（第２

号） 
22.９.22 原案可決 

議案第１０１号 
平成２２年度西予市病院事業会計補正予算（第２

号） 
22.９.22 原案可決 

議案第１０２号 
三瓶中学校特別教室棟耐震補強工事請負契約につい

て 
22.９.22 原案可決 

認定第  １号 
平成２１年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
22.９.22 認  定 

認定第  ２号 
平成２１年度西予市授産場特別会計歳入歳出決算の

認定について 
22.９.22 認  定 

認定第  ３号 
平成２１年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 
22.９.22 認  定 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

認定第  ４号 
平成２１年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計歳

入歳出決算の認定について 
22.９.22 認  定 

認定第  ５号 
平成２１年度西予市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について 
22.９.22 認  定 

認定第  ６号 
平成２１年度西予市老人保健特別会計歳入歳出決算

の認定について 
22.９.22 認  定 

認定第  ７号 
平成２１年度西予市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定について 
22.９.22 認  定 

認定第  ８号 
平成２１年度西予市介護保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 
22.９.22 認  定 

認定第  ９号 
平成２１年度西予市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 
22.９.22 認  定 

認定第 １０号 
平成２１年度西予市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
22.９.22 認  定 

認定第 １１号 
平成２１年度西予市簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
22.９.22 認  定 

認定第 １２号 
平成２１年度西予市上水道事業会計決算の認定につ

いて 
22.９.22 認  定 

認定第 １３号 
平成２１年度西予市病院事業会計決算の認定につい

て 
22.９.22 認  定 

認定第 １４号 
平成２１年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

決算の認定について 
22.９.22 認  定 

報告第  ５号 
平成２１年度西予市一般会計継続費精算報告につい

て 
22.９.７ 報  告 

報告第  ６号 平成２１年度健全化判断比率の報告について 22.９.７ 報  告 

報告第  ７号 平成２１年度資金不足比率の報告について 22.９.７ 報  告 

報告第  ８号 財団法人宇和町住宅協会の経営状況について 22.９.７ 報  告 

報告第  ９号 西予市土地開発公社の経営状況について 22.９.７ 報  告 

報告第 １０号 
株式会社野村町地域振興センターの経営状況につい

て 
22.９.７ 報  告 

報告第 １１号 株式会社エフシーの経営状況について 22.９.７ 報  告 

報告第 １２号 株式会社城川開発公社の経営状況について 22.９.７ 報  告 

報告第 １３号 株式会社どんぶり館の経営状況について 22.９.７ 報  告 

報告第 １４号 
あけはまシーサイドサンパーク株式会社の経営状況

について 
22.９.７ 報  告 

報告第 １５号 株式会社グリーンヒルの経営状況について 22.９.７ 報  告 

報告第 １６号 財団法人宇和文化会館の経営状況について 22.９.７ 報  告 

報告第 １７号 西予ＣＡＴＶ（株）の経営状況について 22.９.７ 報  告 

陳情第  ５号 俵津診療所存続について 22.９.22 継続審査 

陳情第 １６号 
防災行政無線の早期更新と防犯灯に関する補助金に

ついての陳情書 
22.９.22 採  択 

議会報告第３号 各常任委員会の視察研修報告について 22.９.７ 報  告 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議会報告第４号 議会運営委員会の視察研修報告について 22.９.７ 報  告 

議会報告第５号 西予市宇和病院問題等特別委員会の報告について 22.９.22 報  告 

 各常任委員会における閉会中の継続審査について 22.９.22 承  認 

 議員派遣の件について 22.９.22 承  認 

 行政報告について 22.９.22 報  告 

 


